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説言命

第
三
章

第
四
章

お
わ
り
に

本
条
約
案
に
お
け
る
利
益
衡
量
論

国
際
協
力
義
務
1
|
|
危
険
活
動
の
実
施
に
伴
う
国
家
の
注
意
義
務

国
際
協
力
義
務
の
形
態
と
内
容

連
続
す
る
こ
つ
の
交
渉
義
務

特
別
条
約
締
結
の
交
渉
義
務
(
第
一
交
渉
義
務

事
後
賠
償
問
題
の
解
決
に
関
す
る
交
渉
義
務
(
第
二
交
渉
義
務
)

国
際
協
力
義
務
の
構
想
に
関
す
る
若
干
の
論
点

伝
統
的
国
家
責
任
規
則
と
の
関
係

国
家
の
注
意
義
務
内
容
の
客
観
化
傾
向
と
の
関
係

は
じ
め
に

国
連
国
際
法
委
員
会
(
吋

Z
F
Z
E丘一
0
5己
、
担
当
円
。
自
白
一

g
Zロ
以
下
、

I
L
C
と
す
る
)
は
、
一
九
八

O
年
か
ら
伝
統
的
な
国
家
責

任
と
は
別
に
、
寸
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
行
為
か
ら
生
じ
る
有
害
結
果
に
関
す
る
国
際
責
任
」
に
つ
い
て
条
約
案
を
作
成
す
る
作
業

を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
特
別
報
告
者
に
指
名
さ
れ
た

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー

(見

-
p
p
z
o
E
E
E
∞ωuaq-
ニュ

l
ジ
イ
ラ
ン
ド
出
身
)

は
、
こ
の

在
進
め
ら
れ
て
い
る
。

主
題
に
関
す
る
五
つ
の
報
告
書
(
一
九
八

O
年
|
一
九
八
四
年
)
を
提
出
し
、

そ
こ
に
示
さ
れ
た
基
本
方
針
に
即
し
て

I
L
C
の
作
業
が
現

北法40(1・2)2



Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
新
し
い
国
際
責
任
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
危
険
活
動
か
ら
発
生
す
る
損
害
の
防

止
お
よ
び
事
後
救
済
の
た
め
に
、
関
係
国
が
特
定
の
国
際
協
力
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
責
任
概
念

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
国
際
環
境
保
護
の
見
地
か
ら
積
極
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
が
、
他
方
、
伝
統
的
な
責
任
概
念
、

す
な
わ
ち
損
害
発
生
後
の
賠
償
責
任
を
中
核
と
す
る
従
来
の
責
任
概
念
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
新
た
な
責
任
概
念
の
法

的
構
成
に
対
し
て

I
L
C
の
み
な
ら
ず
、
学
説
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
以
下
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
現
実
を

踏
ま
え
て
、
右
の
国
際
協
力
義
務
に
基
礎
を
置
く
責
任
概
念
の
根
拠
と
内
容
を
明
確
に
し
、
そ
の
意
義
と
若
干
の
問
題
点
を
考
察
す
る
。

(
な
お
、
こ
の
条
約
案
の
作
成
作
業
は

Q
・
パ
ク
ス
タ

i
の
急
逝
ご
九
八
四
年
)
に
よ
っ
て
一
時
中
断
し
、
そ
の
後
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
出
身

の
パ
ル
ボ
ザ
(
』
切
ω号
。
N
P
新
特
別
報
告
者
)
の
報
告
書
(
一
九
八
五
年
以
降
)
に
基
づ
く
審
議
が
継
続
中
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
Q
・

パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
責
任
概
念
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
)

越境損害に関する国際協力義務

*
本
稿
は
、
「
国
際
環
境
法
」
を
テ
1
マ
と
し
た
国
際
法
学
会
一
九
八
八
年
春
季
大
会
で
筆
者
が
行
っ
た
研
究
報
告
の
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
る
。

(
1
)

パ
ル
ボ
ザ
の
第
一
報
告
書
ご
九
八
五
年
)
か
ら
第
四
報
告
書
二
九
八
八
年
)
に
つ
い
て
は
、
順
次
以
下
を
参
照
o
d
-
z
・
0
2
〉¥(い
Z-

品¥ω
宏
一
〉
¥
(
い
Z
・品¥品
C
N

一〉¥ハ
U
Z
・
品
¥
品
。
印
一
〉
¥
(
リ
Z

品¥企
ω
・
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
基
づ
く
I
L
C
の
最
近
の
討
議
内
容
に
つ
い
て
、
筆
者

は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
小
木
曽
本
雄
「
国
際
法
委
員
会
第
三
八
会
期
の
審
議
概
要
」
国
際
法
外
交

雑
誌
八
六
巻
一
号
、
九
一
二
l

九
六
頁
、
同
「
国
際
法
委
員
会
第
三
九
会
期
の
審
議
概
要
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
七
巻
一
号
、
七
七
1

七
九
頁
参
照
。

第
一
章

前
史

l

l
国
家
責
任
条
約
草
案
作
成
過
程
に
お
け
る
危
険
責
任

北法40(1・3)3

I
L
C
に
お
け
る
違
法
行
為
責
任
と
危
険
責
任
の
区
別

I
L
C
は
一
九
六
三
年
、
国
家
責
任
条
約
草
案
の
作
成
の
た
め
の
特
別
報
告
者
と
し
て
ア
ゴ
!
(
河
・
〉
肉
。
)
を
指
名
し
た
。
こ
の
条
約
案



説

作
成
の
作
業
は
現
在
な
お
継
続
中
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
草
案
の
目
的
は
国
家
に
具
体
的
な
作
為
・
不
作
為
を
命
じ
る
国
際
義

務
(
第
一
次
的
規
則
)
の
違
反
・
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
的
結
果
(
第
二
次
的
規
則
)
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ア
ゴ
ー
は
そ
の
草
案
作
成
過
程
(
一
九
六
九
年
)
で
、
彼
に
託
さ
れ
た
作
業
が
右
の
国
際
義
務
違
反
の
観
念
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る

と
し
つ
つ
、
「
責
任
」
(
吋

2
宮
口
包

E
F可
)
と
い
う
言
葉
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
異
な
る
意
味
を
有
す
る
と
述
べ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
違
法
行
為
か

ら
発
生
す
る
責
任
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
完
全
に
合
法
な
行
為
ま
た
は
活
動
か
ら
生
じ
る
一
定
の
結
果
を
賠
償
す
べ
き
客
観
的
か
つ
第
一

次
的
な
義
務
と
し
て
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
に
基
づ
い
て
、
ア
ゴ

1
は
彼
の
作
業
が
前
者
の
意
味
で
の
責
任
発
生
の
諸

条
件
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
ア
ゴ
!
の
見
解
に
対
し
て
、

I
L
C
の
若
干
の
委
員
は
、
後
者
の
責
任
に
つ
い
て
も
審
議
す
る
余
地
が
あ
る
と

指
摘
し
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
国
家
責
任
の
問
題
は
当
面
、
違
法
行
為
責
任
の
結
果
に
限
定
さ
れ
る
が
、
国
家
の
国
際
責
任
に
は
、
原
子
力

損
害
・
宇
宙
損
害
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
の
合
法
行
為
(
活
動
)
か
ら
も
発
生
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
合
法
行
為
か
ら
発
生
し

た
損
害
に
つ
い
て
の
賠
償
義
務
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
み
ら
れ
た
。
審
議
の
結
果
、
国
際
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
の
観
念
と
「
賠
償
を
命

じ
る
第
一
次
規
則
の
義
務
」
か
ら
成
る
危
険
責
任
観
念
を
区
別
す
べ
き
と
す
る
ア
ゴ

l
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、

I
L
C
は
一
九
七

O
年
、
国

家
責
任
条
約
草
案
に
関
す
る
作
業
計
画
の
一
部
と
し
て
、
以
下
を
決
定
し
た
。

I
L
C
は
「
い
わ
ゆ
る
危
険
責
任
(
吋
虫
宮
口
氏
σ
E
q『
2
江
田
町
)

論

と
い
う
(
国
際
違
法
行
為
に
基
づ
く
国
家
責
任
と
は
)
全
く
異
な
る
基
礎
に
よ
っ
て
、
宇
宙
及
び
原
子
力
の
活
動
の
よ
う
な
一
定
の
合
法
活

動
の
実
施
か
ら
生
じ
る
責
任
に
関
す
る
諸
問
題
」
を
分
離
し
て
扱
う
。
ア
ゴ
ー
も
こ
の
決
定
に
同
意
し
、
「
一
定
の
合
法
活
動
の
危
険
を
保
証

す
る
別
の
責
任
形
態
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
将
来
の
検
討
に
反
対
し
な
い
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な

I
L
C
の
基
本
的
立
場
は
、
そ
の
後
、
ア
ゴ
ー
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
国
家
責
任
条
約
草
案
の
第
一
条
の
審
議
(
一
九
七
三

年
)
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
第
一
条
は
「
国
家
の
す
べ
て
の
国
際
違
法
行
為
は
当
該
国
家
の
国
際
責
任
を
伴
う
」
と
規

北法40(1・4)4



定
す
る
が
、
こ
の
規
定
内
容
は
前
述
の
第
二
の
責
任
形
態
(
危
険
責
任
)
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
国

家
の
国
際
責
任
は
国
際
的
に
違
法
で
な
い
国
家
の
行
為
か
ら
も
発
生
す
る
と
い
う
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
。

危
険
責
任
の
導
入
を
め
ぐ
る
意
見
対
立

さ
て
、
右
の
一
九
七
三
年
の
審
議
で
は
、

一
九
七

O
年
の
決
定
内
容
を
確
認
す
る
に
先
立
ち
、
危
険
責
任
観
念
の
取
り
扱
い
に
触
れ
る
基

本
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
。
(
後
述
す
る
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
そ
こ
で
の
議
論
を
十
分
に
意
識
し
つ
つ
、
彼
独
自
の
責
任
観
念
を
導
入

す
る
に
至
る
。
)

越境損害に関する国際協力義務

一
九
七
三
年
の
第
一
条
を
め
く
る
審
議
で
は
、
国
家
の
国
際
責
任
の
成
立
を
も
っ
ぱ
ら
原
因
行
為
の
違
法
性
な
い
し
合
法
性
に
よ
っ
て
認

定
す
る
と
い
う
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
疑
問
を
呈
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
カ
1
ニ
!
(
閉
山
・
ロ
同

2
3
0可
)
及
び
カ
ス
タ
ネ
l
ダ

(

]

(
U
S
E
D
o
a
ω
)
は
、
現
代
科
学
技
術
の
進
展
と
共
に
国
際
違
法
行
為
に
よ
る
国
家
責
任
と
「
そ
れ
自
体
違
法
で
な
い
行
為
」
に
基
づ
く
国
家
責

任
の
区
別
が
次
第
に
不
明
瞭
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
と
く
に
カ

l
ニ
l
は
、
後
者
の
責
任
発
生
の
主
た
る
要
因
は
「
違
法
行
為
の
存
否
」

(
E
2
0『
当

g
ロ
札
口
}
釦
2
E
S
よ
り
も
、
む
し
ろ
問
題
の
活
動
に
伴
う
「
危
険
の
蓋
然
性
」

(
U
B
E
E
-一
々
え
「
目
的
}
内
的
)
で
あ
る
と
す
る
。

他
方
、
問
題
の
行
為
は
な
お
合
法
・
違
法
の
い
ず
れ
か
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
危
険
責
任
観
念
の
導
入
に
慎
重
な
見

解
が
み
ら
れ
た
。

ハ
ン
プ
ロ

1
(同
国
白
日
官
。
)
に
よ
れ
ば
、
従
来
は
合
法
と
み
な
さ
れ
た
行
為
で
も
、
そ
れ
が
最
新
の
技
術
進
歩
の
状
態

に
鑑
み
今
や
違
法
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
ケ
l
ス
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
合
法
|
違
法
の
境
界
線
を
移
動
す
る
こ
と
な

E
S
が
法
律
家
に
要
求

さ
れ
る
役
割
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
合
法
l
違
法
の
二
分
論
は
、
ア
ゴ

l
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
ア
ゴ

l
は
、
危
険

責
任
観
念
の
導
入
に
積
極
的
な
カ

i
ニ
!
の
意
見
に
言
及
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
(
カ

l
ニ
l
の
主
張
す
る

よ
う
な
)
二
種
類
の
行
為
の
区
別
に
際
し
て
の
暖
昧
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
ハ
ン
ブ
ロ

1
が
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
合
法
と
さ
れ
た
活
動

北法40(1・5)5



説

が
今
や
違
法
に
転
化
す
る
新
し
い
(
活
動
)
分
野
で
、
義
務
な
い
し
禁
止
を
課
す
る
不
文
法
(
慣
習
法
)
が
急
速
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
」
こ

と
で
あ
り
、
か
か
る
義
務
・
禁
止
の
違
反
が
国
家
責
任
の
淵
源
を
成
す
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
危
険
活
動
に
つ
い
て
も
特
定
の
国
際
義
務

違
反
を
介
し
て
伝
統
的
国
家
責
任
の
成
立
を
広
く
認
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
見
た
ア
ゴ
!
の
見
解
は
、
国
家
責
任
条
約
草
案
の
対
象
を
国
際
違
法
行
為
の
法
的
結
果
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
彼
の
基

本
姿
勢
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
危
険
責
任
観
念
そ
れ
自
体
が
国
際
法
上
十
分
に
発
展
し
て
い

な
い
と
す
る
ア
ゴ

l
の
見
方
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
彼
は
次
の
二
点
に
論
及
し
た
。
一
つ
は
、
危
険
責
任
の
本
質
に
つ
い
て
、

合
法
活
動
に
起
因
す
る
損
害
に
賠
償
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
、
厳
格
に
い
え
ば
責
任
(
吋

2
3
E
E
-
-
q
)
の
問
題
で
は
な
く
、
保
証

(mgEDa

Z
巾
)
の
問
題
で
あ
る
と
。
第
二
に
、
国
際
義
務
違
反
に
基
づ
か
な
い
国
家
の
賠
償
義
務
は
国
際
法
の
第
一
次
規
則
が
命
じ
る
義
務
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
規
則
が

I
L
C
の
法
典
化
に
適
す
る
ま
で
に
成
熟
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
。
「
合
法
な
、
し
か
し
危
険
な
活

動
」
(
}
白
老
町
E
U
E
門
ぽ
ロ
問
。
『
。

5
R
z
i
q
)
に
起
因
す
る
損
害
の
賠
償
義
務
は
、
そ
れ
を
認
め
る
特
別
条
約
の
規
定
が
存
す
る
場
合
は
別
と

し
て
、
国
際
慣
習
法
の
規
則
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
際
法
上
、
危
険
責
任
の
観
念
を
認
め
る
に
は
な
お
時
機
尚

早
と
す
る
意
見
は
、
ア
ゴ

l
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
委
員
に
よ
っ
て
も
-
表
明
さ
れ
た
(
一
九
七
三
年
I
L
C
審
議
)
。

北法40(1・6)6

5命

I
L
C
は
国
家
責
任
条
約
草
案
の
作
成
過
程
で
一
国
際
法
上
「
違
法
で
な
い
L

行
為
(
活
動
)
に
よ
っ
て
も
国
家
の

国
際
責
任
が
発
生
し
う
る
と
し
、
違
法
行
為
責
任
に
対
置
さ
れ
る
そ
の
新
し
い
責
任
原
則
は
(
仮
に
国
際
法
上
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
)

国
家
に
危
険
責
任
主
義
に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
審
議

の
過
程
で
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
委
員
の
多
く
が
宇
宙
活
動
及
び
原
子
力
活
動
に
よ
る
損
害
発
生
の
危
険
性
に
触
れ
た
事
実
に
照
ら
し
て
疑

い
な
い
。
当
時
す
で
に
、
こ
れ
ら
の
分
野
で
は
関
係
の
多
数
国
間
条
約
で
、
宇
宙
物
体
の
落
下
及
び
原
子
力
事
故
に
伴
う
第
三
者
損
害
に
つ

い
て
特
定
の
加
害
国
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
無
過
失
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
七
三
年
の

I
L
C
の

以
上
に
み
た
よ
う
に
、



審
議
で
は
、
こ
れ
ら
の
既
存
の
条
約
規
定
の
対
応
が
伝
統
的
国
家
責
任
の
原
則
と
並
行
し
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
新
た
な
責
任
原
則
の
存
在
を

示
す
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
一
致
を
み
な
か
っ
た
。
危
険
活
動
に
よ
る
損
害
の
重
大
性
を
考
慮
し
て
無
過
失
賠
償
責
任
の
問
題

を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
少
数
の
委
員
の
立
場
に
対
し
て
、
大
勢
は
慣
習
法
規
と
し
て
未
確
立
な
新
た
な
賠
償
責
任
の
討
議
に
は
消
極

的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
後
者
の
立
場
で
は
、
特
定
の
危
険
活
動
を
規
律
す
る
具
体
的
行
為
規
範
の
発
展
を
期
待
し
、
そ
の
義
務
違
反
に

違
法
行
為
責
任
の
発
生
を
認
め
よ
う
と
す
る
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
強
調
さ
れ
た
。
か
か
る
意
見
の
相
違
を
前
提
に
、
か
つ
現
行
の
国
家

プ
ラ
ク
チ
ス
を
正
確
に
反
映
す
る
新
し
い
国
家
責
任
の
規
則
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
次
に
み
る
Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
で
あ
る
。

越境損害に関する国際協力義務

(

1

)

J

『巾同
H

・σ
c
c
W
C
間目戸
(
U
-
z
a
由
回
同
門
H
C
A

凶
(
同
∞
)
:
〉
問
。

(
2
)
E・
唱
え
呂
町
(
叶
)
・
〉
肉
。
.

(
3
)
Eニ
三
回
ミ
(
N
H
)

噂
〉
問
。
.

(
4
)
E・
唱
え
呂
叶
(
N
g

・
河
口
門
宮
一
巳
呂
∞
(
ω
N
)

・
何
回
ヨ
同
コ
向
山
田
。
曲
三
口
白
一
回
同
H
H
C
(

口
)
・
〉
5
0口
一
円
。
一
白
門
戸
同
品
(
∞
)
・
開

5
E同
町
一
白
色
巾
回
一
白
門
戸
吋

(
N申

)wn白田門出コ巾己白・

(
5
)
E
J
釦ニ
E
(∞)・開
g
S
F
E母
国
一
民
己
叶

(NS
・
(
u
g
g
a
a白
・
前
者
は
い
う
。
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
国
家
責
任
の
規
則
は
国
際
違

法
行
為
に
連
結
し
て
の
み
重
要
な
規
則
、
す
な
わ
ち
第
一
次
規
則
を
補
充
す
る
規
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
際
法
の
新
し
い
傾
向
で
は
、
責
任

は
違
法
行
為
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
違
法
で
な
い
行
為
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
、
こ
の
責
任
は
い
か
な
る
規
則
違
反
な
し
に
も
生
じ
る
も
の
で

あ
り
、
。
σ
z
m丘一
C
ロ
Z

B白
}aH・8
白
E
己
O
ロ
の
見
地
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
責
任
で
あ
る
と
。
カ
ス
タ
ネ
l
ダ
も
同
様
に
、
合
法
行
為
に
よ
る
賠

償
義
務
の
観
念
に
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
ア
ゴ

l
の
国
家
責
任
の
法
典
化
作
業
で
、

I
L
C
は
国
際
義
務
違
反
を
構
成
し
な
い
国
家
の
行
態
に

伴
っ
て
生
じ
る

R
m
u
g印
E
Z円
三
。
円
三
井
の
重
要
性
を
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
圏
内
法
に
起
源
を
持
つ
こ
の
責
任
原
理
は
過
失

2
2
1
)

観
念
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
ロ
白
玄
}
芹
可
お
よ
び
違
法
性
(
巧

g
ロ
肉
)
の
確
定
な
し
に

8
5目
指
ロ
回
同
巴
。
コ
の
支
払
い
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。

(
6
)
E・唱え
N

色
(
N
N
)

・
〉
問
。
.

(

7

)

J

円巾白
H1σ
。。
W

C
同日円、

n・]戸市山、『
{

}

1

ロ
・
田
門
同
斗
∞
(
昂
)
(
∞
)
・
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説

(

8

)

J

円
巾
釦
『

σ。
。
}
向
。
同

-
F
n
-
H申
吋

Hl口
(
同
)
・
白
同

NOω(NO)・

(

9

)

J

ヘ
g『
σ。
。

w
。
同

H
F
P
E吋
ω
!
?
R
5
1
E
-

(叩

)
E
4
R
m
w
(
H
N
)・
〉
問
。
.

(日
)
E
-
-
a
吋

(NN)I(Nω)咽ヌ

g『
ロ
巾
可
一
旦
忌
(
同
町
)
曜
の
同
国
仲
良
d
m

込山戸

(ロ
)
E
4
白
丹
吋

(NU)唱
阿
内
巾
白

5
3、.

(日
)
E
-
-
R
ア∞

(ωN)
・
出
血
ヨ

σ『
。

(
M
)
E
-
-
巳

毘
(

ω

)

・〉閃
0
・
同
旨
は
、

E-w
呉
見
(
品
∞
)w
〉
m
0
・

(臼

)

E二
回

H
E
(品
)
・
〉
問
。
.

(時

)
Eよ
巳

巴

(

品

)

l

(

印
)
・
〉
問
。
.

(口
)
E・
・
阿
見

H
N
(品
)
噌
己
回
目
岡
山
}
内

O
〈

一

回

丹

H
U
E
S
-
切
口
同
州
市
一
同
門
広
(
誌
)
・

ω
R
g
n白
ヨ
白

E-

(
四
)
そ
れ
ら
の
条
約
と
し
て
、
一
九
六

O
年
・
原
子
力
の
分
野
に
お
け
る
第
三
者
損
害
に
関
す
る
パ
リ
条
約
、
一
九
六
三
年
・
原
子
力
船
運
航
者
の

責
任
に
関
す
る
プ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
、
一
九
六
三
年
・
原
子
力
損
害
に
対
す
る
民
事
責
任
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
、
一
九
七
一
年
・
宇
宙
損
害
賠

償
条
約
、
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
山
本
草
二
、
『
国
際
法
に
お
け
る
危
険
責
任
主
義
』
(
一
九
八
二
年
、
有
斐
閣
)
二
一
一
1

二
七
二
頁
を
参
照
。

北法40(1・8)8

論

第
二
章

領
域
管
・
理
責
任
原
則
に
基
づ
く
国
際
協
力
義
務

さ
て
、

一
九
七
八
年
、

I
L
C
の
作
業
グ
ル
ー
プ
は
主
題
の
性
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
諸
国
が
そ
の
領

域
ま
た
は
い
か
な
る
国
家
の
主
権
に
も
服
さ
な
い
地
域
で
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
諸
国
が
物
理
的
環
境
を
利
用
し
た
り
ま
た
は
そ
の
利
用

を
管
理
す
る
方
法
に
関
係
す
る
。
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
利
用
ま
た
は
管
理
が
他
国
の
領
域
ま
た
は
国
家
の
管
轄
外
で
の
地

域
で
、
他
国
の
国
民
と
そ
の
財
産
に
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
有
害
結
果
に
関
係
す
る
」
と
。
こ
の
よ
う
な
作
業
グ
ル
ー
プ
の
勧
告
を
う
け
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
本
条
約
案
は
領
域
外
で
認
知
さ
れ
う
る
有
害
結
果
を
も
た
ら
す
活
動
を
実
施
し
た
り
ま
た
は
そ
れ
を
許
す
国
家
に
国



際
法
上
要
求
さ
れ
る
義
務
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
と
し
、
既
存
の
関
係
諸
条
約
を
み
て
も
環
境
に
対
す
る
大
多
数
の
危
険
、
と
り
わ
け
回

復
不
能
な
越
境
損
害
発
生
の
脅
威
に
備
え
た
国
際
的
規
制
の
必
要
性
は
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
、

I
L
C
は
、
違
法

行
為
に
関
す
る
国
家
責
任
規
則

G
Z
Z
B告
S包
σ一
]
芹
可
)
と
は
別
に
、
国
際
環
境
損
害
を
規
制
す
る
新
し
い
領
域
管
理
責
任
の
規
則

2
E
q
E

ロ
mE。
E
ニ
gz-一
々
)
が
存
在
す
る
と
の
判
断
を
前
提
と
し
、
そ
の
国
際
法
規
の
発
見
を
Q
・
パ
ク
ス
タ

l
に
委
ね
た
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
1
の
基
本
姿
勢

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
提
出
し
た
五
つ
の
報
告
書
(
一
九
八

O
年
一
九
八
四
年
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
題
に
関
す
る
国
際
責
任
は
、
国
際

法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
危
険
活
動
に
起
因
す
る
損
害
の
防
止
及
び
そ
の
救
済
を
目
的
と
す
る
関
係
国
聞
に
お
け
る
国
際
協
力
義
務

の
履
行
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
協
力
の
義
務
を
設
定
す
る
目
的
は
、
彼
が
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、
一
九
七
三
年
の

I
L
C討

議
で
表
面
化
し
た
危
険
活
動
の
合
法
違
法
性
の
認
定
を
め
ぐ
る
意
見
対
立
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
協

力
義
務
の
履
行
を
媒
介
に
特
定
の
危
険
活
動
の
実
施
な
い
し
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
事
前
な
い
し
事
後
の
規
制
方
式
を
紛
争
当

越境損害に関する国際協力義務

事
国
に
選
択
さ
せ
る
の
が
、

Q
-
パ
ク
ス
タ
!
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
そ
の
よ
う
な
国
際
協
力
義
務
の
概
念
を
導
入
す
る
に
至
っ
た
背
景
・
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
本
条

約
案
の
タ
イ
ト
ル
(
日
ロ
R
E
E
Eロ丘一一
ωσ
一
]-q
問
。
三
三
ロ
ュ
。

5
8コ∞
2
5ロ
2
∞
凶
立
回
一
口
問
。
E
C岡
山

R
Z
コ
己
℃
円
C
E
E
Z仏
σ三
旦
命
日
山
氏

O
B一

}
邸
宅
)
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
語
(
句
)
に
関
す
る
彼
の
説
明
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
連
の
第
一
の
語
は
、

]SE-一
守
(
仏
文
テ
キ
ス
ト
で
は
月
間
宮
口
S
E
E
m
)
で
あ
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
伝
統
的

国
家
責
任
の
規
則
(
第
二
次
的
規
則
)
に
よ
っ
て
発
生
す
る
国
際
義
務
違
反
の
結
果
|
|
広
義
の
賠
償
責
任
ー
ー
を
意
味
す
る
も
の
と
し

て
も
使
用
さ
れ
う
る
が
、
こ
の
主
題
に
お
い
て
は
、
違
法
で
な
い
行
為
か
ら
生
じ
る
損
害
に
関
す
る
国
家
の
第
一
次
的
な
「
義
務
そ
れ
自
体
」

北法40(1・9)9



説

(cz-mm淳
一
。
ロ
芹
話
再
)
を
意
味
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
義
務
は
、

I
L
C
で
当
初
主
張
さ
れ
た
よ
う
な
無
過
失
賠
償
責

任
を
直
ち
に
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
賠
償
責
任
義
務
の
規
則
は
現
行
国
際
法
上
専
ら
特
別
条
約
の
産
物
で
し
か

な
く
、
本
条
約
案
で
そ
れ
を
一
般
法
規
と
認
め
る
こ
と
は
主
権
国
家
の
行
動
の
自
由
に
対
す
る
不
当
な
制
約
と
し
て
多
く
の
国
家
に
よ
っ
て

反
対
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
本
条
約
案
は
、
違
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
危
険
活
動
の

合
法
性
を
前
提
と
す
る
無
過
失
賠
償
責
任
の
方
式
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
直
接
に
は
規
定
し
え
な
い
と
さ
れ
る
。
(
無
過
失
賠
償
責
任
の
規
則

に
至
ら
な
い
第
一
次
的
規
則
に
基
づ
く
義
務
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
述
べ
る
。
)

こ
の
よ
う
な
説
明
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
彼
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
る
第
一
次
的
義
務
が
適
用
さ
れ
る
危
険

活
動
の
法
的
性
質
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
確
に
す
る
の
が
、
も
う
一
つ
の
語
句
、
す
な
わ
ち
、

mRZ
コ
♀

u
g
E
E
Z仏
σヱ
ロ

Z
E町
民
一
。
ロ
釦
ご
仰
ぎ

に
つ
い
て
の
以
下
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
あ
る
行
為

(
R
Z
・
仏
文
テ
ヰ
ス
ト
で
は

R
Fふ
芯
印
)
が
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
か
、

北法40(1・10)10
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そ
れ
と
も
許
容
さ
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
本
条
約
案
は
、
越
境
損
害
を
も
た
ら
す
危
険
活
動
に
つ
い
て
そ
の
よ
う

な
禁
止
許
容
の
不
明
確
な
ケ

l
ス
宙
開
「
弓

R
B
)
を
扱
う
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
第
二
の
語
句
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
「
合

法
行
為
」
(
宮
司

P
E
n
g
と
同
義
で
は
な
く
、
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
か
否
か
を
直
接
に
は
問
わ
な
い
行
為

Z
n
F
当

Z
F
R
2

ロ
。
ご

)gzzzeで
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
条
約
案
は
、
越
境
損
害
の
発
生
を
も
た
ら
す
加
害
行
為
が
国
際
法
上
違
法
で
あ
る
と
は
明
確
に
さ

れ
な
い
よ
う
な
、
む
し
ろ
そ
の
合
法
|
違
法
性
を
め
ぐ
っ
て
関
係
国
の
意
見
が
一
致
し
な
い
一
定
の
事
態
宣

E
E
Eロ
)
を
取
り
扱
う
と
す

る
。
こ
う
し
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
規
定
さ
れ
る
新
し
い
国
家
責
任
の
規
則
は
、
右
の
国
際
(
環
境
)
紛
争
の
解
決
を

は
か
る
調
停
手
続
規
則
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
る
。
(
も
と
よ
り
、
越
境
的
加
害
行
為
が
国
際
法
の
明
確
な
禁
止
規
範
に
違
反
す
る

場
合
に
は
、
伝
統
的
違
法
行
為
責
任
の
成
立
を
認
め
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ケ

l
ス
は
本
条
約
案
の
対
象
外
と
さ
れ
る
。
)
以
上
の
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
本
条
約
案
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
国
家
責
任
の
規
則
は
、
伝
統
的
国
家
責
任
の
規
則
に
と
っ
て
代
わ
る
新
た
な
事
後
賠



償
責
任
の
規
則
で
は
な
く
、
越
境
損
害
の
発
生
を
も
た
ら
す
危
険
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
そ
の
合
法
違
法
性
の
認
定
が
困
難
な
事
態
に
適

用
さ
れ
る
第
一
次
的
規
則
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
責
任
の
レ
ジ
ー
ム
を
設
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
彼
の
見
解
を
概

観
し
、

そ
こ
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
国
際
法
の
第
一
次
的
規
則
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。

さ
ら
に
、

越境損害に関する国際協力義務

(
1
)
〈巾白叶
σ。。
W

C
同
H
H
h
v
・
5
吋
∞
ロ
(
N
)

同門
H
g
l
H
E
(
毘
)
・
な
お
、
本
条
約
案
に
関
す
る
Q
・
パ
ク
ス
タ
l
の
第
一
報
告
書
か
ら
第
五
報
告
書
は

順
に
、

M
1
2
円σ
c
c
W
C
同
戸
(
U
・
5
∞。
1
H
H
(
己
主
NAR
吋l
N

E

一
E

2

1

口
(
己
主
呂
ω
l
H
N
M

一
呂
∞
N
I
-
-
(
H
)

白
昨
日
!
宏
一
巴
∞
ω

ー
ロ
(
己
主

N
o
-
-
N
M
印
一
昌
宏
!
口
(
同
)
印
門
戸
印
印
可
ω

を
参
照
。
(
以
下
、
こ
れ
ら
報
告
書
か
ら
の
引
用
部
分
は
、
報
告
書
の
順
番
お
よ
び
パ
ラ
グ
ラ
フ
番
号

に
よ
っ
て
示
す
。
た
と
え
ば
、
第
一
報
告
書
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
お
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、

ρ
∞
同
¥
N
ω

・
と
す
る
。
)

(
2
)
心
∞
l
H
¥
N
A日・

(
3
)
ρ

∞lH
¥
N

∞-

(
4
)
ρ

∞一戸
¥
H
A
H
-

(5)
心
∞
H
¥
ロ
(
自
己
ロ
。
同
巾
口
)
一
同
旨
は
、
J

ヘ巾白吋
σ。
。
}
内
。
二
円

n・
5
∞o
l
-
-
(
同)白円
N

E

(

同)
w

切
出
号
。
N
m
凶・

(6)
心
∞

ω
¥
吋
出
口
己
N
0
・

(
7
)
Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、

R
Z
(開口
m

Z
凹
宮
門
巾
凶
門
)
と
白
2

2

x

m
印
(
司
g

n

z

g

同
門
)
の
語
の
互
換
的
使
用
法
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
英
文
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
も
白
2

2

E

g

を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
暗
に
支
持
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

R
Z
(不
作
為
を
含
む
)
は
国
家
が
そ
の
国
際
義
務
に
て

ら
し
て
と
る
べ
き
行
態
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
。
。
∞
l
印¥
ω
-
m
-
m
・
0
∞
l
H
¥
吋l
申・

(
8
)
C∞
同
¥
]
区
一
。
∞
i
ω
¥
H
N

田口円山
ω
∞・

(9)
心
切
l
H
¥
∞
一
ペ
巾
由
同
・
σ。。}向。間同戸
(
U
-
H
由∞
N
l
H

同門
N
N
吋
(
印
)
・
心
ロ
巾
ロ
江
口
l

∞白河畔巾円

(
叩
)
心
∞
l
ω
¥
品・巾
-

m
・
0
∞
l
ω
¥
H
N

一
J

円巾白同・
σ
。
。
}
向
。
『
円
円
。
-
H
由∞
A
F
I
-
-

巳
回
甲
山
V

(

由)・

ρ
E
wロ江口
l

∞国一同庁巾『

(
日
)
心
切
l
ω
¥
ω

戸
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
事
態
で
加
害
国
は
少
な
く
と
も
被
害
国
の
有
す
る
正
当
な
利
益
を
事
前
・
事
後
に
客
観
的
に
考
慮
す
べ
き

義
務
を
負
い
、
本
条
約
案
の
規
則
は
こ
の
義
務
履
行
に
よ
っ
て
彼
ら
の
間
の
意
見
対
立
を
防
止
す
る
手
段
を
提
供
す
る
と
。
。
∞
ム
¥
色
1

主・

(
ロ
)
本
条
約
案
の
規
則
は
現
行
の
禁
止
規
則
に
て
ら
し
て
存
在
す
る
関
係
国
の
権
利
義
務
を
決
し
て
棄
損
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ρ
∞
ω
¥
勾
・
ま
た
、
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説

本
条
約
案
の
規
則
は
い
わ
ゆ
る
『
B
E
E
-
E
Z
で
あ
り
、
特
定
の
越
境
損
害
の
防
止
・
賠
償
の
措
置
を
定
め
る
現
行
の
特
別
条
約
に
と
っ
て
代
わ

る
こ
と
を
意
図
し
な
い
と
。
。
∞
1
印
¥
品
∞
・

(
日
)
心
回
l
H
¥
N
H

出
口
己
臼
一
心
切
l
N
¥
呂
な
お
、
本
稿
表
題
が
示
す
よ
う
に

.
I
L
C
の
内
部
の
大
勢
は
と
も
か
く
、

環
境
損
害
」
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
国
連
総
会
又
は
I
L
C
の
正
式
決
定
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。

本
ト
ピ
ッ
ク
が
狭
く
「
国
際

北法40(1・12)12

論

本
条
約
案
に
お
け
る
利
益
衡
量
論

(
ご
領
域
管
理
責
任
原
則
に
基
づ
く
違
法
性
認
定
の
基
準
|
|
利
益
衡
量
論

ま
ず
、
本
条
約
案
の
対
象
と
な
る
危
険
活
動
に
伴
う
事
態
に
関
す
る
Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
基
本
認
識
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
越
境
損
害

の
発
生
を
規
律
す
る
国
際
慣
習
法
の
規
則
、
す
な
わ
ち
、
国
家
の
領
域
管
理
責
任
原
則
の
内
容
お
よ
び
そ
の
適
用
の
あ
り
方
に
概
括
的
に
触

れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
の
国
家
も
他
国
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
方
法
で
自
己
の
領
域
を
使
用
し
た
り
、
ま
た
は
使
用
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
原
則
の
適
用
上
、
領
域
国
が
負
う
と
さ
れ
る
国
際
義
務
の
範
囲
は
、
相
手
国
の
侵
害
法
益

が
国
際
法
上
の
権
利
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
特
に
問
題
な
い
。
そ
こ
で
は
加
害
行
為
の
違
法
性
、
す
な
わ
ち
、
他
国
に
対
す
る

権
利
侵
害
の
発
生
が
容
易
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
越
境
損
害
の
発
生
を
特
別
に
禁
止
し
規
制
す
る
個
別
の
条
約
規
則
が
な

い
か
ぎ
り
、
被
害
国
の
侵
害
法
益
の
性
質
は
不
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
加
害
国
の
国
際
義
務
の
範
囲
も
容
易
に
確
定
し
え
な
い
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
領
域
管
理
責
任
の
原
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
越
境
損
害
の
発
生
を
防
止
な
い
し
禁
止
す
る
一
般
的
基
準
を
有
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
領
域
管
理
責
任
の
原
則
に
基
づ
い
て
越
境
損
害
の
発
生
を
も
た
ら
す
加
窓
口
行
為
の
違
法
性
を
認
定
す
る

」
の
慣
習
法
規
に
よ
れ
ば
、

に
は
、
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
さ
れ
る
。



そ
の
違
法
性
の
認
定
を
可
能
と
す
る
方
法
と
し
て
国
際
法
に
導
入
さ
れ
た
の
が
、
国
際
河
川
の
水
利
用
か
ら
生
ず
る
越
境
汚
染
を
規
律
す

る
利
益
衡
量
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
圏
内
法
に
み
ら
れ
る
近
隣
妨
害
(
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
)
の
法
理
の
基
本
観
念
を
国
際
河
川
法
に
移
植
し
た

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
基
本
観
念
に
よ
れ
ば
、
権
利
を
享
有
す
る
法
主
体
が
そ
の
権
利
の
行
使
に
よ
っ
て
得
る
利
益
と
こ
の
行
使
に
よ
っ

て
他
者
に
与
え
る
不
利
益
及
び
社
会
的
不
利
益
を
比
較
衡
量
し
て
、
他
者
に
過
度
な
損
害
を
与
え
る
行
為
(
権
利
行
使
)
は
禁
止
さ
れ
る
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
国
際
河
川
の
水
汚
染
の
禁
止
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
国
際
法
は
原
則
と
し
て

各
河
岸
国
に
よ
る
水
利
用
を
正
当
な
主
権
行
使
と
認
め
る
が
、
そ
の
水
利
用
が
物
理
的
一
体
性
を
成
す
他
国
の
河
川
流
域
に
有
害
結
果
を
も

た
ら
す
と
き
に
は
、
前
述
の
利
益
衡
量
の
方
法
に
よ
っ
て
違
法
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
国
際
河
川
に
損
害
を
惹
起
す
る
国
家
の
行
為
は
そ

れ
自
体
直
ち
に
違
法
で
は
な
い
が
、
被
害
国
が
当
然
に
負
担
す
べ
き
不
利
益
の
程
度
を
越
え
る
損
害
発
生
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
被
害
国
に
お
け
る
受
忍
限
度
の
範
囲
は
特
定
の
河
川
流
域
に
存
す
る
相
隣
関
係
事
情
(
地
形
、
水
質
、
代
替
資
源
の
利
用
可
能
性
な
ど
)

に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
が
、
利
益
の
比
較
衡
量
論
は
そ
う
し
た
水
汚
染
に
違
法
行
為
責
任
を
認
め
る
一
つ
の
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
み
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

越境損害に関する国際協力義務

違
法
性
の
認
定
に
至
ら
な
い
利
益
衡
量
論

さ
て
、
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
危
険
活
動
の
実
施
に
伴
う
事
態
に
つ
い
て
も
、

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
は
、
先
述
の
国
際
河
川

の
分
野
で
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
利
益
の
比
較
衡
量
論
が
有
効
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
危
険
活
動
の
実
施
の
自

由
は
、
そ
れ
に
伴
う
越
境
損
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
他
国
の
自
由
と
合
理
的
に
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
関
係
国
相
互
の
個
別
利

益
の
公
平
な
実
現
を
確
保
す
る
の
が
利
益
衡
量
の
方
法
で
あ
る
と
す
る
。
お
そ
ら
く
、
国
際
河
川
の
場
合
と
同
様
に
、
国
家
の
領
域
主
権
の

行
使
に
伴
う
重
大
な
越
境
損
害
の
発
生
は
他
国
の
一
方
的
犠
牲
に
お
い
て
独
占
的
利
益
を
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
領
域
主
権
の
相
互
尊
重
に

( 

ー
) 
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反
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

北法40(1・14)14

論

こ
の
点
に
つ
い
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

(
1
)
こ
の
条
約
案
の
主
題
は
、
国
際
法
が
特
定
の
防
止
基
準
な
い
し
禁

止
規
則
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
、
法
が
無
視
し
え
な
い
重
大
な
越
境
損
害
を
も
た
ら
す
活
動
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、

一
方
で
、
そ
れ
が
惹
起
す
る
損
害
の
重
大
性
を
理
由
に
「
禁
止
さ
れ
る
過
程
に
あ
る
活
動
」
あ
る
い
は
「
合
法
と
違
法
の
中
間
に
位
置
す
る

活
動
」
と
い
え
る
。
他
方
、
そ
の
危
険
活
動
は
、
利
益
調
整
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
防
止
及
び
(
も
し
必
要
な
ら
ば
)
賠
償
に
つ
い
て
の
十

分
な
保
証
を
条
件
に
禁
止
を
逃
れ
る
活
動
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

(
2
)
か
か
る
合
法
違
法
性
の
不
明
確
な
活
動
を
そ
の
状

態
に
放
置
す
る
こ
と
は
法
政
策
上
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
合
法
ま
た
は
違
法
な
活
動
の
い
ず
れ
か
に
分
化
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
た
と
え
こ
の
確
定
の
た
め
の
学
説
・
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
が
殆
ど
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
関
係
国
に
は
危
険
活
動
の
も
た
ら
す
社
会

的
価
値
と
そ
れ
に
起
因
す
る
有
害
結
果
の
程
度
を
適
切
に
考
慮
し
て
相
互
の
権
利
義
務
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

(
3
)
本

条
約
案
は
こ
の
よ
う
な
確
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
関
係
国
間
で
の
複
雑
・
多
様
な
利
益
調
整
を
可
能
と
す
る
規
則

を
設
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
活
動
が
も
た
ら
す
重
大
損
害
に
着
目
し
て
関
係
当
事
国
に

よ
る
利
益
調
整
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
に
お
い
て
は
、
利
益
衡
量
の
方
法
を
用
い
る
べ
き
と
は

い
っ
て
も
、
加
害
行
為
の
違
法
性
の
認
定
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
そ
の
問
題
は
伝
統
的
国
家
責
任
論
の
分
野
に
属
す
る
。
か
か
る
区

別
は
、
彼
の
条
約
案
作
成
の
作
業
が
従
来
の
国
家
責
任
規
則
の
法
典
化
作
業
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
別
と
し
て
、
彼
が
関
係
国
聞
に
お
け
る
利
益
調
整
の
実
施
そ
の
も
の
を
と
く
に
重
視
す
る
理
由
は
何
か
。
一
つ
に

は
、
主
題
の
危
険
活
動
の
実
施
は
、
そ
れ
が
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
社
会
的
有
用
性
に
て
ら
し
て
「
可
能

な
限
り
」
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
条
約
案
の
基
本
目
的
は
、
加
害
行
為
の
違
法
性
の
認
定
に
先
立
っ
て
、
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有
害
結
果
か
ら
の
他
国
の
保
護
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
危
険
活
動
の
継
続
的
実
施
の
自
由
を
最
大
限
認
め
る
よ
う
な
特
定
の
規
制
レ
ジ
ー

ム
を
関
係
国
に
設
定
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
前
述
の
Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
見
解
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
損
害
の
保
証

を
条
件
に
す
べ
て
の
危
険
活
動
の
継
続
的
実
施
が
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
関
連
の
利
益
調
整
の
結
果
、
特
定
の
危
険
活
動
が
関
係
国
に

よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る
危
険
活
動
が
禁
止
さ
れ
る
か
ま
た
は
許
容
さ
れ
る
か
の
決
定
が
(
本
条
約
案

に
規
定
す
る
)
適
切
な
利
益
調
整
の
プ
ロ
セ
ス
な
し
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
関
係
国
間
で
保
護
す
べ
き
多
様
な
権
益
が
不
当
に
無
視
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
。
第
二
の
理
由
と
し
て
、
越
境
損
害
に
関
す
る
国
際
紛
争
で
は
、
関
係
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
主
権
を
強
調
す
る
一

般
的
・
抽
象
的
な
権
利
主
張
を
試
み
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
こ
の
種
の
紛
争
で
は
そ
の
第
三
者
解
決
が
強
制
さ
れ
な
い
限
り
、
加
害
行
為

の
違
法
性
の
認
定
に
依
拠
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
と
い
う
。
確
か
に
、
領
域
管
理
責
任
原
則
に
基
づ
い
て
他
国
領
域

に
対
す
る
重
大
損
害
の
発
生
は
違
法
で
あ
る
。
し
か
し
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
責
任
の
発
生
に
直
結
す
る

一
般
原
則
の
適
用
で
は
、
加
害
国
は
自
己
の
行
動
の
合
法
性
(
領
域
主
権
の
排
他
性
)
を
主
張
し
、
他
方
で
被
害
国
は
自
ら
蒙
っ
た
損
害
の

違
法
性
(
領
土
保
全
権
に
対
す
る
侵
害
)
を
主
張
す
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
関
係
国
に
「
原
因
行
為
の
違

法
性
の
確
定
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
確
定
に
先
行
す
る
「
利
益
調
整
の
た
め
の
協
議
」
を
要
求
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
彼
は
、
関
係
当
事
国
の
協
力
に
よ
っ
て
各
々
の
個
別
利
益
を
公
平
に
比
較
衡
量
し
う
る
紛
争
解
決
の
枠
組
み
を
設
け
る
こ
と
が

先
決
か
つ
有
用
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
二
つ
の
国
際
協
力
義
務
の
履
行
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
、

(
1
)
特
定

の
危
険
活
動
の
実
施
に
関
す
る
具
体
的
な
防
止
基
準
、
禁
止
規
範
の
設
定
ま
た
は
損
害
保
証
の
事
前
確
約
の
取
り
つ
け
に
関
す
る
交
渉
義
務

(
事
前
の
国
際
協
力
義
務
)
と

(
2
)
か
か
る
事
前
協
力
に
基
づ
く
特
別
の
合
意
な
し
に
発
生
し
た
損
害
を
公
平
に
配
分
す
る
た
め
の
交
渉
義

務
(
事
後
の
国
際
協
力
義
務
)
で
あ
る
。
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国
際
協
力
義
務
1

1

危
険
活
動
の
実
施
に
伴
う
国
家
の
注
意
義
務

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
右
の
協
力
義
務
は
国
際
慣
習
法
に
基
礎
を
お
く
利
益
調
整
実
施
の
義
務
で
あ
り
、
領
域
内
危
険
活
動
の
実

施
は
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
を
蒙
る
他
国
の
利
益
を
合
理
的
に
考
慮
す
る
こ
と
を
条
件
に
初
め
て
完
全
に
許
容
さ
れ
る
自
由
と
な
る
と
さ
れ

る
。
本
条
約
案
は
か
か
る
利
益
調
整
の
実
施
手
続
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
手
続
的
義
務
の
履
行
が
そ
こ
で
扱
う
危
険
活
動
に

つ
い
て
国
家
に
要
求
さ
れ
る
責
任
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
利
益
調
整
実
施
の
た
め
の
協
力
義
務
は
、
そ
の
違
反
が
違
法
行
為
責

任
の
発
生
に
直
ち
に
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
国
際
法
上
の
第
一
次
規
則
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
協
力
義
務

の
淵
源
及
び
そ
の
存
在
基
盤
に
つ
い
て
彼
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。

越境損害に関する国際協力義務

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
い
う
。
利
益
調
整
実
施
の
義
務
は
国
家
の
領
域
管
理
責
任
原
則
か
ら
当
然
に
導
か
れ
る
一
般
的
か
つ
積
極
的
な
協
力

義
務
で
あ
る
。
従
来
、
領
域
管
理
責
任
原
則
に
基
づ
く
国
家
の
注
意
義
務
の
内
容
は
、
一
般
に
は
、
個
別
ケ
1
ス
の
具
体
的
状
況
を
勘
案
し

て
領
域
内
私
人
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
領
域
国
に
期
待
さ
れ
る
損
害
防
止
の
「
相
当
L

注
意
義
務
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
義
務
履
行
の
有
無
・

程
度
は
損
害
の
発
生
後
に
は
じ
め
て
判
断
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
提
示
す
る
協
力
義
務
は
、
伝
統
的

注
意
義
務
と
同
様
に
領
域
管
理
責
任
原
則
か
ら
導
か
れ
る
義
務
と
は
い
え
、
実
害
発
生
の
前
後
を
問
わ
ず
客
観
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
(
も
と
よ
り
、
そ
の
前
後
で
協
力
義
務
の
内
容
は
異
な
る
。
)
す
な
わ
ち
、
既
に
若
干
触
れ
た
よ
う
に
、
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ

れ
な
い
危
険
活
動
に
関
す
る
事
前
の
協
力
義
務
と
し
て
、
関
係
国
は
次
の
二
つ
の
事
項
に
つ
い
て
の
合
意
に
到
達
す
る
た
め
誠
実
に
交
渉
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
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そ
れ
ら
は
、

(
1
)
現
に
進
行
中
の
越
境
損
害
の
発
生
の
程
度
ま
た
は
潜
在
的
越
境
損
害
の
発
生
の
可
能
性
、
お
よ
び

(
2
)
そ
こ
で
了
解

さ
れ
た
危
険
な
事
態
に
と
っ
て
適
切
な
防
止
ま
た
は
救
済
の
措
置
で
あ
る
。
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
領
域
管
理
責
任
原
則
の
適
用
は
、
こ



説

れ
ま
で
の
よ
う
に
事
後
の
違
法
行
為
責
任
を
核
と
す
る
伝
統
的
国
家
責
任
の
法
体
系
に
委
ね
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
に
お
い
て
は
、
本
条
約
案
の
関
心
の
一
つ
は
事
後
救
済
よ
り
も
「
可
能
な
と
き
は
い
つ
で
も
損
害
の
惹

起
を
回
避
す
べ
き
義
務
」
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

次
に
、
事
後
の
協
力
義
務
と
し
て
、
関
係
国
は
事
前
の
協
力
義
務
に
よ
っ
て
特
別
条
約
が
締
結
さ
れ
な
い
と
き
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い

て
、
そ
れ
を
彼
ら
の
間
で
公
平
に
配
分
す
る
た
め
の
交
渉
義
務
を
負
う
。
確
か
に
、
有
窓
口
結
果
を
防
止
す
る
手
段
を
講
ず
る
余
地
が
な
い
事

態
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
国
家
責
任
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
、
国
際
違
法
行
為
の
不
存
在
を
理
由
に
、
発
生
し
た
損
害
を
被
害
国
に
一
方

的
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
正
当
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
損
害
を
当
事
国
間
で
公
平
に
配
分
す
べ
き
義
務

(
2
E
Z
E命。豆一
E

m三
宮
口
)
が
認
め
ら
れ
る
方
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

I
L
C
は
国
家
責
任
条
約
草
案
に
規
定
さ
れ
た
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
の
討
議
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論

で
、
行
為
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
当
該
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
を
補
償
す
べ
き
義
務
の
問
題
を
予
断
し
な
い
と

し
、
特
定
の
ケ

l
ス
に
よ
っ
て
は
阻
却
の
基
礎
を
成
す
伝
統
的
国
家
責
任
規
則
と
は
異
な
る
規
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
。
す

な
わ
ち
、
行
為
の
合
法
l
違
法
性
の
問
題
と
は
別
に
、
発
生
し
た
損
害
の
公
平
配
分
に
関
す
る
問
題
は
既
に

I
L
C
に
よ
っ
て
十
分
に
予
知

さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
よ
っ
て
、
通
常
予
見
し
え
な
い
損
害
発
生
に
つ
い
て
も
、
衡
平

(
2ロ
左
、
)
に
基
づ
く
国
際
法
の
第
一
次
的
規
則
に
よ
っ

て
加
害
国
が
賠
償
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
し
え
な
い
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
国
際
協
力
義
務
の
導
入
の
必
要
性
は
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
現
代
国
際
生
活
の
性
質
そ
の
も
の
」
に

根
ざ
す
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

お
よ
そ
法
が
存
在
す
る
分
野
に
お
い
て
は
、
各
々
の
法
主
体
の
行
動
の
自
由
は
、
相
互
の
自
由
を
等
し
く

尊
重
し
合
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
根
本
規
範
に
服
し
、
国
家
の
行
動
の
自
由
も
こ
の
規
範
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
と
り
わ

け
、
現
代
の
国
際
社
会
に
顕
著
な
相
互
依
存
性
に
鑑
み
る
と
き
に
は
一
層
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
日
、

い
か
な
る
国
家
も
越
境
リ
ス
ク
を
生
み
出
す
こ
と
な
し
に
は
そ
の
領
域
内
で
創
造
的
活
動
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴



う
越
境
損
害
発
生
の
可
能
性
は
日
毎
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
加
害
行
為
の
違
法
性
の
認
定
が
不
可
能
あ
る
い
は
困
難
で
あ

る
と
し
て
他
国
な
い
し
そ
の
国
民
会
ロ
ロ
。

B
E
i
2
-
S
)
に
対
す
る
重
大
損
害
の
発
生
な
い
し
危
険
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
現
代
国
際
社
会

に
お
け
る
国
家
主
権
と
そ
れ
に
対
応
す
る
国
際
義
務
の
聞
に
致
命
的
な
間
隙

(EE-mω
℃
)
を
の
こ
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
こ
れ
は
、
伝
統

的
責
任
論
に
依
拠
し
て
、
(
潜
在
的
)
加
害
国
が
回
復
不
能
な
損
害
発
生
の
脅
威
を
事
前
ま
た
は
事
後
に
予
見
・
回
避
の
不
可
能
な
損
害
発
生

と
し
て
放
置
す
る
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
新
た
な
国
際
的
規
制
の
必
要
性
を
強
調
す
る
見
方
と
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー

に
よ
れ
ば
、
国
家
は
そ
の
領
域
内
(
管
理
下
)
で
の
自
由
な
活
動
を
自
ら
実
施
す
る
か
ま
た
は
許
可
す
る
に
際
し
て
、
当
該
活
動
に
よ
っ
て

越境損害に関する国際協力義務

被
害
を
蒙
る
お
そ
れ
の
あ
る
す
べ
て
の
国
家
の
利
益
を
予
め
考
慮
し
て
行
動
す
べ
き
事
前
の
協
力
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
加
害

国
は
そ
の
領
域
内
の
危
険
活
動
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
損
害
が
自
国
領
域
内
(
管
理
地
域
)
に
起
因
し
た
と
い
う
事

実
に
基
づ
い
て
事
後
の
協
力
義
務
を
負
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
禁
止
|
許
容
の
不
明
確
な
危
険
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
、
領
域
管
理
責
任
の
原
則
は
そ
れ
自
体
直

ち
に
関
係
国
に
対
し
て
、
右
に
み
た
よ
う
な
利
益
調
整
に
関
す
る
協
力
義
務
を
課
す
る
と
考
え
る
。
要
す
る
に
、
領
域
管
理
責
任
原
則
を
も
っ

ぱ
ら
伝
統
的
国
家
責
任
体
系
内
で
の
禁
止
規
則
と
し
て
の
み
適
用
す
る
こ
と
は
現
代
国
際
社
会
の
現
実
に
鑑
み
不
適
切
で
あ
る
と
し
、
国
際

法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
重
大
な
越
境
損
害
を
も
た
ら
す
(
可
能
性
の
あ
る
)
危
険
活
動
の
実
施
の
自
由
は
上
記
の
国
際

協
力
義
務
(
交
渉
義
務
)
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
こ
に
従
来
の
国
家
責
任
規
則
を
離
れ
て
領
域
管
理
責
任
原

則
に
基
づ
く
国
家
の
注
意
義
務
の
内
容
を
客
観
化
し
か
っ
強
化
し
よ
う
と
す
る

Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
基
本
姿
勢
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
交
渉
義
務
は
手
続
的
性
格
を
有
し
、
そ
の
機
能
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
領
域
管
理
責
任
原
則
に
基
づ
く
関
係
国
間
の
実
体
的

権
利
義
務
関
係
の
確
定
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
手
続
的
義
務
と
実
体
的
義
務
の
相
互
補
完
性
は
、
(
事
前
の
協
力
義
務
に

つ
い
て
)
す
で
に
国
際
河
川
の
水
利
用
に
つ
い
て
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
関
係
国
は
彼
ら
の
多
様
な
関
連
利
益
を
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説

自
発
的
に
調
整
す
る
た
め
、
特
別
条
約
の
締
結
に
向
け
て
相
互
に
誠
実
に
交
渉
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
。
ラ
ヌ
湖
事
件
(
一
九
五
七

年
)
判
決
の
次
の
一
節
は
、
そ
う
し
た
国
際
慣
習
法
上
の
義
務
を
端
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

(
1
)
国
際
河
川
の
水
利
用
に
伴

う
諸
国
の
対
立
す
る
利
益
は
、
互
譲
の
精
神
に
基
づ
い
て
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
唯
一
の
方
法
は
相
互
に
関
連
す
る
利

益
を
広
く
比
較
衡
量
し
て
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、

(
2
)
右
の
条
約
締
結
に
向
け
て
の
協
力
義
務

の
履
行
に
際
し
て
、
国
家
は
そ
の
締
結
に
最
善
の
条
件
を
提
供
す
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
(
情
報
伝
達
)
と
接
触
を
誠

実
に
受
け
入
れ
る
べ
き
義
務
を
も
負
う
と
さ
れ
た
。

北法40(1・20)20

論

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
協
力
義
務
が
相
互
依
存
性
の
増
強
す
る
国
際
社
会
で
国
家
に
要
求
さ
れ
る
新
た
な
合
理
的
注
意
義
務

(
吋

gm
。E
E巾
己

z
q
ぇ
2
2
)
で
あ
る
と
し
、
本
条
約
案
は
越
境
損
害
に
関
す
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
で
一
般
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る

右
の
慣
習
法
上
の
義
務
の
一
般
化
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
特
別
条
約
の
締
結
(
合
意
形
成
)
を
介
し
て
、
そ
れ
ま
で

合
法
|
違
法
の
い
ず
れ
と
も
確
定
し
え
な
か
っ
た
危
険
活
動
の
実
施
な
い
し
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
発
生
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
特
別
の

規
制
レ
ジ
ー
ム
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
レ
ジ
ー
ム
の
一
つ
は
、
危
険
活
動
の
具
体
的
実
施
基
準
ま
た
は
損
害
発
生
の
防
止

基
準
を
定
め
て
そ
の
違
反
に
違
法
行
為
責
任
を
認
定
す
る
方
式
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
加
害
行
為
の
違
法
性
を
問
わ
ず
に
無
過
失
賠
償
責

任
の
義
務
を
認
め
る
方
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
に
お
い
て
は
、
越
境
損
害
の
規
制
方
式
と
し
て
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
責

任
形
態
(
事
後
賠
償
シ
ス
テ
ム
)
が
妥
当
す
る
か
は
、
関
係
当
事
国
間
の
利
益
調
整
の
た
め
の
交
渉
義
務
を
と
お
し
て
選
択
・
確
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
本
条
約
案
の
主
た
る
機
能
で
あ
る
。

(1)
心∞ム¥吋
1
申
・
巾

-
m・
0
∞l
h
H
¥
N
・

(
2
)
ρ

∞N
¥
A
H吋・



越境損害に関する国際協力義務

(
3
)
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
九
四
i

九
九
頁
参
照
。

(
4
)
C
-
z
・
0
。n

〉
¥
ω
吋

¥
H
O
(
H
U

∞N
)

℃釦「釦
m
-
H
N
0
・
H
N
N
l
H
N
ω

・巾
-

m
・
0
∞
l
H
¥
N
A
日・

(5)
こ
の
予
見
可
能
性
は
違
法
行
為
責
任
発
生
の
要
件
と
し
て
の
ヨ

a
-
n
g
Z巾
な
損
害
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
最
善
か
っ
す
べ
て
の

2
5
を
払
っ
て
も
遅
か
れ
早
か
れ
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
L

損
害
に
つ
い
て
の
甘

5
8
2玄
口
々
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
条
約
案
は
か
か
る

広
義
の
予
見
可
能
性
を
前
提
と
す
る
損
害
発
生
を
対
象
に
、
第
一
次
的
規
則
と
し
て
機
能
す
る
注
意
義
務
(
交
渉
義
務
)
を
規
定
す
る
と
い
う
o

d
-
z
-
D
o
n
-

〉
¥
ω
罰
¥
呂
(
Z
E
)

富一
E

H

8

・
な
お
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
こ
の
広
義
の
予
見
可
能
性
と
は
、
あ
る
活
動
に
と
も
な
っ
て
「
現

実
に
発
生
す
る
蓋
然
性
は
低
い
に
せ
よ
、
ひ
と
た
び
発
生
す
れ
ば
測
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
規
模
な
損
害
」
(
目
。
ぎ

R
包
含
三
日
F
σ
三
回
官
。
σ白
σニ・

5
唱
え
巾
丘
四
ロ
包

5
Z印
印
)
に
つ
い
て
妥
当
す
る
も
の
と
い
う
o

C
回
ム

¥
5・
こ
れ
は
、
高
度
の
危
険
性
を
内
蔵
す
る
活
動

Z
1
E
l
g
N
R
b。
5

白
n
pふ
々
)
か
ら
生
じ
る
損
害
の
定
義
で
あ
る
。
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
一
一
一
二
頁
参
照
。

(
6
)
ρ

∞l
H
¥白
0
・

(
7
)
心
回
l
ω
¥
由
・
「
損
害
発
生
の
(
事
前
の
)
合
理
的
評
価
」
(
吋

2
8
E
Z巾
告
匂
足
己
主
一
o
ロ
丘
一
三
己
弓
)
は
そ
れ
自
体
損
害
(
の
評
価
)
に
等
し
く
、

実
害
と
潜
在
的
損
害
の
区
別
は
不
要
で
あ
る
と
。

C
-
Z
・ロ
o
n
・〉
¥ω

品¥呂
(
H
S
H
)

匂白
E

-

E

吋

-
m
-
m
-
C
回
同
¥
民
・

(8)

ロz
b
c
n
'

〉
¥ω

吋
¥
呂

(
H
S
N
)

℃
同
E

-

H

5
・

(
9
)
心
∞
l
H
¥
A
F
A山
t
h匹
、
『
・

(叩

)ρ
切
l
H
¥
ω
H
・

(日

)ρ
∞
ム
¥
き
違
法
性
阻
却
事
由
に
言
及
し
つ
つ
、
そ
の
違
法
性
が
完
全
に
阻
却
さ
れ
て
も
加
害
国
に
よ
る
賠
償
(
補
償
)
が
支
払
わ
れ
る
べ
き

ケ
ー
ス
が
あ
る
と
す
る

Q
・
パ
ク
ス
タ
l
の
発
言
に
つ
い
て
は
、

J円

g号
。
。
r

o

同
戸
(
U
W
E∞
N

H

白円
N
g
l
N∞
吋

(

吋

)

(
ロ
)
心
∞
H
¥
怠
・
も
と
よ
り
そ
の
他
の
衡
平
が
作
用
し
て
損
失
の
配
分
な
い
し
被
害
国
へ
の
一
般
的
損
失
負
担
の
可
能
性
も
否
定
し
得
な
い
と
い

ぅ。

E
・
な
お
、
本
稿
で
は
彼
の
報
告
書
に
あ
る

B
E
E
t。
ロ
の
語
を
「
賠
償
」
と
し
て
訳
出
・
使
用
し
た
。

(
日
)
心
∞
同
¥
日
N

心
∞
l
h
p
¥
H

(
M
)
E
 

(
日
)
巾
目
旬
。
∞
l
H
¥
N

∞w
A
H
印・

(日
)

d

z

・0
。n
・〉
¥
ω
叶

¥
H
O
(
回
申

m
w
N
)

刀由同目白
-
H
N
H
J
ヘσ
0同
-Fn・]戸市
w
m
w
N
H

山
門

N
∞
叶

(
H
H
)
w
A
U
口問ロ江口
a

∞白
H
R「・
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説

(口
)
C
∞
lH¥日
H
W
E・巾
-
m
-
C
-
z・0
。
円
〉
¥ω
吋
¥
E
-
U白『白
-Eω

(
児
)
か
く
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
1
に
お
い
て
は
、
的
民
門
誌
な
誌
を
。
ミ
ミ
尽
き
さ
高
お
も
お
宮
町
、
8
の
法
格
言
官
官
。
庄
玄
Z
O
口同ぬ一回一口回同国円昨日開拓者
E
M
Z

。ロ
2
0当
ロ
号
B
白
E
Z
g
n
y
白
羽
田
可
恒
三
。
門
U
g
m
o
。
S
R∞
)
に
基
づ
く
領
域
管
理
責
任
原
則
は
現
代
国
際
社
会
の
状
況
に
適
す
る
当
2
r
z
m

g
z
。
ご
担
当
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
原
則
は
損
害
発
生
の
広
い
予
見
可
能
性
に
基
づ
く
交
渉
義
務
の
淵
源
を
成
す
と
さ
れ

る。

ρ
∞
iω¥Nω-C-Z・0
。円・〉
¥ω
∞¥]戸。

(H窓口)匂同門担・]{吋由・

(四

)ρ
∞
同
¥
印
。
・
な
お
、
こ
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
六
回
二
l

六
四
三
頁
参
照
。
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
三
一
ニ
二
l

三
三
六
頁
。

(
初
)
心
回
lH¥色
・
な
お
、

Q
-
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
ラ
ヌ
湖
判
決
の
一
般
化
を
は
か
る
基
礎
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
出
現
し
つ
つ
あ
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の

パ
タ
ー
ン
」
に
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
諸
国
は
そ
の
領
域
内
の
活
動
が
他
国
に
有
害
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
と
知
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
関

係
国
と
の
聞
に
危
険
の
評
価
お
よ
び
防
止
・
賠
償
の
内
容
に
つ
い
て
の
丘
町
吋
2
5
2
Z
に
達
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
と
。
心
∞
l
H
¥
ω
Y
8
2・

(
幻
)
心
∞
l
H
¥
Z

(
泣
)
心
∞
ム
¥
由
也
・

(お

)ρ
切
印

¥
h
H
h
r
&・

論

第
三
章

国
際
協
力
義
務
の
形
態
と
内
容

連
続
す
る
こ
つ
の
交
渉
義
務

前
述
の
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
こ
こ
で
の
問
題
の
本
質
が
国
家
の
領
域
内
で
の
活
動
の
自
由
と
当
該
活
動
に
起
因
す
る
損
害
か
ら

の
他
国
の
保
護
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
で
あ
る
と
し
、
関
係
国
は
他
国
利
益
配
慮
の
一
般
的
義
務
か
ら
派
生
す
る
事
前
及
び
(
又
は
)

事
後
の
交
渉
義
務
を
負
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
本
条
約
案
は
そ
れ
以
上
の
実
体
的
な
権
利
義
務
の
確
定
に
直
接
関
与
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な

直
接
的
確
定
は
伝
統
的
国
家
責
任
規
則
ま
た
は
無
過
失
賠
償
責
任
規
則
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
予
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
本
条
約
案
に
規
定
さ
れ
る
交
渉
義
務
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

北法40(1・22)22



越境損害に関する国際協力義務

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
は
、
既
存
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
か
ら
次
の
よ
う
な
連
続
す
る
二
つ
の
交
渉
義
務
を
導
く
。
そ
の
一
つ
は
、
越
境
損
害
の

危
険
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
、
関
係
国
は
、
関
連
情
報
の
提
供
お
よ
び
事
実
認
定
機
関
設
立
の
義
務
を
履
行
し
、

(
1
)
損
害
発
生
を
防
止
す

る
た
め
の
特
定
基
準
、
お
よ
び

(
2
)
も
し
必
要
な
ら
ば
、
こ
の
防
止
基
準
を
遵
守
し
て
も
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
損
害
の
賠
償
義
務
の
事
前

確
約
、
を
規
定
す
る
特
別
条
約
を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
義
務
で
あ
る
。
(
こ
れ
を
以
下
、
第
一
交
渉
義
務
と
よ
ぶ
。
)
他
の
一
つ
の
交
渉
義

務
に
よ
れ
ば
、
右
の
防
止
・
賠
償
に
関
す
る
特
別
の
合
意
が
成
立
し
な
い
場
合
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
関
係
国
は
新
た
に
そ
の
賠
償

に
関
す
る
権
利
義
務
関
係
を
決
定
す
る
た
め
の
交
渉
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
(
以
下
、
こ
れ
を
第
二
交
渉
義
務
と
す
る
。
)

こ
の
よ
う
に
、
本
条
約
案
は
、
全
体
と
し
て
、
越
境
損
害
の
危
険
の
客
観
的
評
価
を
起
点
と
し
、
最
終
的
に
は
事
後
の
損
害
賠
償
義
務
の
有

無
・
範
囲
の
決
定
に
至
る
ま
で
の
手
続
規
則
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
手
続
規
則
は
、
本
条
約
案
に
基
づ
く
新
し
い
国
家
責
任
内
容
の
概
要
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
l
の
第
三
報
告
書
(
一

九
八
二
年
)
に
付
さ
れ
た

R
Y巾
E
M
Eの
。
己
己

E
O
(
以
下
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
い
う
)
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
全
体
で

八
節
か
ら
成
り
、
そ
の
う
ち
一
節
は
条
約
の
適
用
範
囲
、
用
語
の
定
義
及
び
留
保
事
項
を
規
定
し
、
八
節
は
紛
争
解
決
条
項
で
あ
る
。
ア
ウ

ト
ラ
イ
ン
の
そ
の
他
の
節
は
、
前
述
の
第
一
交
渉
義
務
(
二
節
|
三
節
お
よ
び
五
節
l
七
節
)
と
第
二
交
渉
義
務
(
四
節
l
七
節
)
に
関
す

る
部
分
で
あ
る
。
次
に
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
主
要
規
定
の
内
容
に
そ
く
し
て
上
記
二
つ
の
交
渉
義
務
の
基
本
構
造
に
論
及
す
る
。

特
別
条
約
締
結
の
交
渉
義
務
(
第
一
交
渉
義
務
)

北法40(1・23)23

(
こ
第
一
交
渉
義
務
の
規
定
内
容

第
一
交
渉
義
務
の
主
た
る
内
容
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
二
節
お
よ
び
三
節
で
規
定
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
一
連
の
三
つ
の
義
務
か
ら
構
成
さ
れ



説

る
。
(
イ
)
そ
の
第
一
は
情
報
提
供
の
義
務
で
あ
る
。
国
家
は
自
国
の
領
域
内
ま
た
は
管
理
下
の
活
動
が
他
国
に
越
境
損
害
を
与
え
る
か
又
は

与
え
る
で
あ
ろ
う
と
予
見
す
る
と
き
に
は
、
当
該
他
国
に
そ
の
事
態
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
(
潜
在

的
)
被
害
国
は
そ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
他
国
に
通
報
す
る
権
利
を
有
し
、
そ
れ
を
受
け
た
(
潜
在
的
)
加
害
国
は
(
潜
在
的
)
被
害
国
に

対
し
て
上
記
の
情
報
を
提
供
す
べ
き
義
務
を
負
う
。
こ
の
情
報
は
(
潜
在
的
)
加
害
国
が
予
見
可
能
と
考
え
る
損
害
の
種
類
・
程
度
を
示
す

も
の
で
す
べ
て
の
関
連
あ
る
利
用
可
能
な
情
報
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
加
害
国
は
こ
の
段
階
で
自
ら
の
救
済
措
置
を
提
案
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
(
以
上
、
二
節
、

1
1
2
)
。
こ
こ
で
規
定
さ
れ
る
予
見
可
能
性
は
厳
格
な
要
件
で
は
な
く
、

る
ご
と
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

北法40(1・24)24

論

一
般
に
損
害
発
生
の
危
険
を
感
知
す

(
ロ
)
第
二
の
義
務
は
事
実
認
定
機
関
設
立
の
義
務
で
あ
る
。
右
の
情
報
は
(
潜
在
的
)
加
害
国
に
よ
る
救
済
措
置
の
提
案
を
含
む
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
(
潜
在
的
)
被
害
国
が
そ
れ
を
自
国
の
保
護
に
不
十
分
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
か
一
方
の
要
請
で
事

実
認
定
機
関
を
設
立
す
べ
き
協
力
義
務
が
発
生
す
る
(
二
節
、

4
1
5
)
。
(
ハ
)
第
三
に
、
そ
の
よ
う
な
事
実
認
定
機
関
の
設
立
な
い
し
当

該
機
関
へ
の
付
託
事
項
に
つ
い
て
の
合
意
成
立
が
合
理
的
期
間
内
に
不
可
能
か
、
当
該
機
関
が
設
立
さ
れ
て
も
そ
の
認
定
が
受
諾
さ
れ
な
い

か
不
十
分
で
あ
る
と
き
に
は
、
関
係
国
は
問
題
の
事
態
に
つ
い
て
相
互
の
権
利
義
務
関
係
を
満
た
す
特
別
条
約
(
レ
ジ
ー
ム
)
締
結
の
交
渉

義
務
を
負
う
(
三
節
、
ー
、

3
)
。
こ
の
よ
う
に
、
特
別
条
約
締
結
の
交
渉
義
務
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
事
実
認
定
機
関
設
立
の
義
務
の
不
履

行
は
も
と
よ
り
そ
の
履
行
に
よ
っ
て
も
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
と
き
に
生
じ
る
義
務
で
あ
る
。
(
こ
の
条
約
締
結
に
際
し
て
の
指
針
に
つ
い
て

は
、
後
述
す
る
。
)

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
国
家
は
そ
の
領
域
内
の
ま
た
は
支
配
下
で
の
危
険
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
越
境
損
害
を
も
た

ら
す
と
す
る
他
国
か
ら
の
通
告
を
受
け
る
と
き
に
は
、
損
害
発
生
の
危
険
を
客
観
的
に
評
価
し
、
か
つ
適
切
な
救
済
措
置
を
提
案
・
協
議
す

べ
き
義
務
を
負
う
。
領
域
国
(
支
配
国
)

は
そ
の
危
険
活
動
の
実
施
ま
た
は
そ
れ
に
伴
う
損
害
発
生
が
特
定
の
国
際
義
務
の
違
反
を
生
ぜ
し



め
る
も
の
と
考
え
な
い
場
合
に
も
、
上
記
の
一
連
の
協
力
義
務
を
一
方
的
に
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
く
り
返
し
述
べ
る
よ

う
に
、
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
活
動
に
つ
い
て
も
、
そ
の
活
動
に
起
因
す
る
損
害
発
生
の
重
大
性
に
照
ら
し
て
、
現
代

の
領
域
管
理
責
任
原
則
は
そ
の
よ
う
な
客
観
的
か
つ
具
体
的
な
注
意
義
務
を
領
域
国
(
支
配
国
)
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

越境損害に関する国際協力義務

交
渉
指
針
と
し
て
の
「
防
止
と
賠
償
」
の
複
合
性

さ
て
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
特
別
条
約
締
結
の
交
渉
過
程
で
考
慮
す
べ
き
事
項
を
規
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
条
約
案
の
目
的
は
、
(
潜

在
的
)
被
害
国
の
利
益
の
「
十
分
な
保
護
」
と
(
潜
在
的
)
加
害
国
が
そ
の
領
域
内
ま
た
は
管
理
下
で
い
か
な
る
活
動
を
実
施
す
る
か
に
つ

い
て
有
す
る
「
選
択
の
自
由
」
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
(
五
節
、
-
)
。
こ
の
目
的
実
現
の
た
め
の
寸
十
分
な
保
護
L

(

包
2
5
Z
胃
2
2
E

丘
。
ロ
)
は
、
(
イ
)
損
害
の
危
険
を
可
能
な
限
り
回
避
す
る
防
止
措
置
と
(
ロ
)
こ
の
防
止
措
置
が
不
可
能
な
と
き
に
と
ら
れ
る
賠
償
措
置
を

要
求
す
る
と
さ
れ
る
(
五
節
、

2
)
。
他
方
、
加
害
国
の
活
動
の
自
由
も
無
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
防
止
と
賠
償
の
い
ず
れ
の
措
置
を
講
ず
る

に
せ
よ
、
問
題
の
活
動
の
重
要
性
(
社
会
的
有
益
性
)
と
経
済
的
な
持
続
可
能
性
(
〈
U
E
-一
々
)
が
正
当
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

2
)
。

( 

一一、~す
る
(
五
節
、

そ
の
条
約
締
結
の
交
渉
で
越
境
損
害
の
防
止
措
置
の
み
な
ら
ず
賠
償
措
置
も
考
慮
す
べ
き
と
い
う
規
定
内

容
で
あ
る
。
本
条
約
案
で
の
防
止
と
賠
償
の
関
係
は
伝
統
的
国
家
責
任
の
法
体
系
に
お
け
る
両
概
念
の
関
係
と
は
異
な
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
そ
の
伝
統
的
理
論
に
お
い
て
は
賠
償
は
何
ら
か
の
防
止
義
務
の
違
反
か
ら
直
接
か
つ
当
然
に
派
生
す
る
法
的
結
果
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

右
の
条
約
締
結
交
渉
で
関
係
国
が
考
慮
す
べ
き
賠
償
は
、
関
係
国
の
協
力
で
事
前
に
か
つ
広
範
に
予
見
さ
れ
る
損
害
発
生
の
危
険
に
対
す
る

保
証
で
あ
り
、
関
係
国
の
双
方
が
適
切
と
考
え
る
危
険
に
対
す
る
備
え
を
意
味
す
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
第
一
交
渉
義
務
の
発
生
要
件
は
関

係
国
の
一
方
が
重
大
な
越
境
損
害
の
発
生
を
感
知
し
そ
れ
を
相
手
国
に
通
告
す
る
こ
と
で
満
た
さ
れ
、
そ
こ
で
広
く
予
見
さ
れ
る
越
境
損
害

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、

北法40(1・25)25



論

に
は
防
止
可
能
な
損
害
に
限
ら
ず
、
最
大
の
注
意
を
払
っ
て
も
防
止
し
え
な
い
損
害
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
(
後
者
の
)
危
険
に
つ
い
て
は
損
害
賠
償
の
事
前
保
証
そ
れ
自
体
が
広
義
の
「
防
止
」
措
置
の
一
形
態
で
あ
り
、

そ
れ
は
関
係
国
の
合
意
に
よ
っ
て
特
別
条
約
に
導
入
可
能
な
規
制
方
式
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
彼
に
よ
っ
て
「
防

止
と
賠
償
」
の
複
合
性
あ
る
い
は
連
続
性

(
g
E
E
E
B
)
と
呼
ば
れ
る
。
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説

と
こ
ろ
で
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
示
す
交
渉
指
針
で
は
、
こ
の
複
合
性
の
概
念
(
賠
償
の
事
前
保
証
)

は
一
定
の
ケ
1
ス
で
活
動
国
の
自

由
と
被
害
国
の
保
護
の
聞
に
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
条
約
交
渉
の
過
程
で
危
険
活
動
の
実

施
基
準
又
は
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
発
生
の
防
止
基
準
の
設
定
が
客
観
的
に
不
可
能
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
の
事
前
確
約
の

合
意
に
よ
っ
て
の
み
被
害
国
の
救
済
と
(
危
険
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
)
社
会
的
効
用
を
有
す
る
活
動
の
継
続
性
を
同
時
に
両
立
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
お
い
て
は
、
そ
の
特
定
の
実
施
・
防
止
基
準
の
設
定
が
不
可
能
な
こ
と
を
理
由
に
、
は
じ
め

か
ら
危
険
活
動
の
停
止
を
も
っ
て
損
害
発
生
の
防
止
と
す
る
考
え
方
は
、
当
該
活
動
に
伴
う
社
会
的
有
用
性
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
排
斥

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
(
危
険
の
事
前
評
価
に
基
づ
い
て
)
防
止
基
準
の
設
定
が
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
基
準
の
道
守
に
要

す
る
経
済
的
費
用
が
高
価
で
あ
り
活
動
の
有
用
性
を
損
な
う
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
は
、
合
意
に
よ
っ
て
危
険
活
動
の
継
続
を
認
め
つ
つ
損

害
賠
償
義
務
の
事
前
の
引
受
け
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

別
合
意
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
る
場
合
と
考
え
ら
れ
る
。
)

(
な
お
、

そ
こ
で
は
、
理
論
上
、
伝
統
的
違
法
行
為
責
任
の
成
立
が
関
係
国
の
特

他
方
で
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。
本
条
約
案
は
、
防
止
措
置
の
一
環
と
し
て
の
賠
償
を
強
調
す
る
余
り
、
賠
償
の

事
前
確
約
と
引
き
換
え
に
、
最
初
か
ら
防
止
可
能
な
損
害
を
惹
起
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
を
潜
在
的
加
害
国
に
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
い
。
実
行
可
能
な
防
止
措
置
に
か
わ
る
安
価
な
代
替
物
と
し
て
、
潜
在
的
加
害
国
に
よ
る
賠
償
義
務
の
引
受
を
安
易
に
認
め
る
こ
と

は
必
ず
し
も
潜
在
的
被
害
国
に
と
っ
て
の
最
良
な
保
護
措
置
で
は
な
い
と
い
う
。
従
っ
て
、
特
定
の
危
険
活
動
の
実
施
を
禁
止
し
た
り
、
あ



る
い
は
損
害
発
生
の
防
止
基
準
を
具
体
的
に
特
定
し
て
伝
統
的
違
法
行
為
責
任
を
認
め
る
規
制
方
式
、
さ
ら
に
は
防
止
可
能
な
損
害
に
つ
い

て
特
定
基
準
を
設
け
つ
つ
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
し
え
な
い
将
来
の
損
害
賠
償
義
務
を
規
定
し
て
お
く
規
制
方
式
の
導
入
も
合
意
可

能
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
(
混
合
)
方
式
は
ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
事
件
の
確
定
判
決
こ
九
四
一
年
)
で
採
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
カ
ナ
ダ

領
域
内
に
あ
る
熔
鉱
所
の
操
業
を
継
続
的
に
認
め
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
側
の
利
益
を
い
か
に
保
護
す
る
か
が
考
慮
さ
れ
、
判
決
は
利
用
可
能
な

科
学
知
識
に
基
づ
く
防
止
措
置
を
示
し
、
か
つ
そ
れ
を
道
守
し
て
も
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
損
害
に
つ
い
て
関
係
国
の
取
り
決
め
に
よ
る
賠
償

が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
定
し
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
関
係
国
の
合
意
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判
で
、
科
学
技
術
の
専
門

家
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
が
行
わ
れ
そ
れ
を
前
提
に
熔
鉱
所
が
道
守
す
べ
き
損
害
の
防
止
基
準
が
特
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り

カ
バ
ー
さ
れ
な
い
将
来
損
害
に
無
過
失
賠
償
の
責
任
を
予
め
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
次
交
渉
義
務
に
よ
っ
て
合
意
可
能
な
賠
償
措
置
は
、
何
ら
か
の
防
止
義
務
違
反
に
付
随
・
連
動
し
て
強
制
さ
れ
る
事

後
賠
償
の
措
置
で
は
な
く
、
(
上
記
の
い
ず
れ
か
の
指
針
に
基
づ
い
て
)
関
係
国
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
防
止
措
置
の
一
環
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
若
干
の
交
渉
指
針
は
提
示
さ
れ
た
が
、
事
前
の
危
険
評
価
の
内
容
い
か
ん
で
、
損
害
発
生
に
備
え
て

越境損害に関する国際協力義務

自特
由定
での
あ禁
る止
と・
さ防
れ止
る19義
。)務

を
認
め
る
カ〉

そ
れ
と
も
新
た
な
無
過
失
賠
償
責
任
を
導
入
す
る
か
は
、
基
本
的
に
は
、
交
渉
当
事
国
の
裁
量
的

(
1
)
心
切
i
N
¥印
t
少

Hω
・

(2)
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ペ
巾
副
司
σ
0
0
}
向
。
同
戸
(
U
・

5
∞N
l
口
(
凶
)
白
骨
∞
ω
l
∞印・

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
こ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
具
体

化
し
た
と
き
に
(
一
九
八
二
年
)
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
内
容
は
そ
の
後
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
素
材
に
照
ら
し
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

述
べ
た
。

c
z・
ロ
on・
〉
¥ω
斗
¥
呂
(
冨
∞
N
)

℃白
E
-
H
H
0
・

(3)
な
お
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
二
節
の
3
に
よ
れ
ば
、
加
害
国
は
国
益
を
理
由
と
す
る
情
報
の
提
供
を
要
求
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
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説

関
係
活
動
に
よ
る
危
険
の
存
在
は
潜
在
的
被
害
国
に
通
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

(
4
)
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
二
節
と
三
節
は
、
母
包
括
一
巾
。
「
吉
田
田
庄
町
己
白
ヨ
白
肉
巾
を
扱
う
手
続
で
あ
る
と
。
ペ

g号
。

o
w
o同
戸

(ν

巴∞
ω1
円
由
同

自
由
l
N
H
斗
(
∞
)
・
ま
た
、
こ
こ
で
対
象
と
な
る
越
境
損
害
は
常
に
損
害
の
現
実
的
発
生
に
つ
い
て
予
見
可
能
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
特
定

活
動
の
実
施
に
結
び
つ
く
リ
ス
ク
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
で
よ
い
と
さ
れ
る
。

ρ
切
品

¥
8・
本
ト
ピ
ッ
ク
の
文
脈
で
は
な
国
司
向
井
え

R
n広
巾
丘
町

2
2
8
S
E
m
-
w
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
。

c
z・
0
2
〉
¥ω

吋
¥
呂

(
H
U
∞N
)
℃
R
B
-
H
N
ω
l
H
N
品
第
二
章
、
三
(
註
)
5
、
7
を
参
照
。

(
5
)
C・
2
・
0
c
n
-
〉
¥ω
吋

¥

5

・匂白
E
H
N
ω

(
6
)
心
∞
l
H
¥
由。・

(
7
)
E
ニ
宮
3
・
ロ
吋
・
伝
統
的
責
任
体
系
で
の
防
止
概
念
と
賠
償
概
念
の
関
係
、
及
び
こ
こ
で
の
両
概
念
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、
心
∞
1

品¥品
0

・
合

(
口
三
巾
巴
)
・
な
お
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
1

は
『
岳
民
三
宮
口
と
い
う
語
を
(
行
為
の
合
法
|
違
法
性
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
)
広
く

E
B白W
巾
問
。
。
仏

H
Z

E
訟
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。

(8)
心
∞
1
N
¥
山口・

(
9
)
心
∞
t
h
p
¥
A
R
O
A
H
H
・

(
叩
)
心
切
l
ω
¥
N
H
・

(
日
)
目
。
・

0
∞
1
N
¥
h
H
0
・

{ロ
)
O切
N
¥
品{)・

(日

)ρ
∞
ム
¥
N
ω

・
こ
の
点
を
問
題
と
す
る
意
見
と
し
て
ペ

g号
g
w
oご
F
n
z∞N
目
白
門
官
印

(
N
C
)
噌

ω
E
R
5
2円。同
Z
?

(凶

)ρ
∞
|
ω
¥
N
0
・
同
様
の
意
見
は
、
J

円

g号
。
。
r
o
ご
F
h
・
5

∞ω
-

白H
N
m
∞
(
巴
)
-
z
n
h
丘町叶
3

・

(
日
)
ト
レ
イ
ル
判
決
が
示
し
た
規
制
レ
ジ
ー
ム
が
本
条
約
案
で
も
導
入
可
能
な
こ
と
に
つ
い
て
は

d
・
2
・
0
2・
〉
誌
で

E
-
E
E
-
ロ
∞
・
こ
の
第
二

判
決
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
。
あ
る
活
動
の
実
施
過
程
に
固
有
の
危
険
は
広
く
予
見
可
能
(
問
。
お
お

E
E巾
山
田
白
印

g
江田巴

g-吉
田
m-a

z--q)で
あ
っ
て
も
、
加
害
国
に
有
効
な
防
止
措
置
を
期
待
し
え
な
い
。
そ
れ
故
、
伝
統
的
国
家
責
任
規
則
は
適
用
し
え
な
い
が
、
し
か
し
、
ト

レ
イ
ル
判
決
(
一
九
四
一
年
)
で
は
加
害
領
域
国
の
カ
ナ
ダ
は
判
決
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
防
止
措
置
の
ほ
か
に
、
防
止
不
能
な
将
来
の
損
害

に
つ
い
て
も
賠
償
義
務
を
引
き
受
け
た
と
。

ρ
∞
l
N
¥
S
・
d
-
Z
-
c
o
n
-
〉
¥
詰
¥

5

2

S

5

3

E

-

N

S

・
こ
の
将
来
損
害
に
つ
い
て
の
賠
償
義
務

は
無
過
失
損
害
賠
償
義
務
で
あ
る
。
C回
i
ω
¥
H
印

論
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(日
)

C
・
2
・
河
・
】
・
〉
・
〉
ニ
〈
。
戸

ω
-
U
E
ω
申・

(口
)
E
J
U・
5
8・

(
日
)
心
∞
l
N
¥由

Y
心
∞
l
ω
¥
N
H
・
J

円
巾
由
同

1σ
。。
W

C
『
円
円
、
(
U
咽
戸
坦
∞
C

目
白
門

N
由

。

(

品

)

・

ρcm凶ロ己ロ
t
切
白
凶
同
巾
岡
田
.

(日

)ρ

∞1ω
¥
自

己

-
z
u
o
n
〉
¥
ω
吋

¥E-
匂
同
日
己
申
・
な
お
、
特
別
条
約
締
結
の
た
め
の
交
渉
で
は
、

ら
ず
、
そ
の
六
節
の
関
連
諸
要
因
と
七
節
の
関
連
諸
事
項
が
関
係
国
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
。

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
五
節
の
基
本
原
則
の
み
な

「
防
止
と
賠
償
」
の
複
合
性
に
関
す
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
評
価

右
に
み
た
よ
う
に
、
特
定
の
危
険
活
動
の
規
制
内
容
(
防
止
措
置
ま
た
は
(
及
び
)
賠
償
措
置
)
は
、
第
一
交
渉
義
務
を
履
行
し
て
関
係

国
が
行
う
利
益
調
整
の
過
程
で
は
じ
め
て
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
の
交
渉
以
前
に
お
い
て
は
領
域
管
理
責
任
原
則
に
基
づ
く
他
国
利
益
配
慮
の

一
般
的
義
務
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
ず
、
第
一
交
渉
義
務
の
履
行
に
よ
っ
て
当
該
義
務
の
具
体
的
内
容
・
範
囲
が
客
観
的
に
確
定
さ
れ
る
も
の

と
い
え
る
。

( 

一一) 

越境損害に関する国際協力義務

と
こ
ろ
で
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
こ
の
主
題
に
つ
い
て
生
成
・
発
展
の
過
程
に
あ
る
現
行
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の

内
容
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
特
定
の
危
険
活
動
に
妥
当
す
る
事
後
賠
償
責
任
の
原
則
は
な
お
未
確
立
で
あ
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
諸
国
は
越
境
損
害
の
防
止
の
必
要
性
は
認
め
て
も
、
防
止
し
得
な
か
っ
た
損
害
の
賠
償
問
題
を
規
律
す
る
明
確
な
法
原

則
を
確
定
し
な
い
で
き
た
と
す
る
。
こ
の
点
を
敷
街
す
る
な
ら
ば
、
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
関
す
る
彼
の
分
析
結
果
は
次
の
二
点
か
ら
成
る
。

(
1
)
第
一
に
、
既
存
の
諸
条
約
に
み
ら
れ
る
防
止
義
務
優
先
の
事
実
で
あ
る
。
諸
国
は
個
別
条
約
で
、
越
境
損
害
の
発
生
を
回
避
す
べ
き
防

止
措
置
の
規
定
を
設
け
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
ご
く
限
ら
れ
た
場
合
に
防
止
不
能
な
損
害
に
つ
い
て
の
賠
償
義
務
規
定
(
無
過
失
責
任
原

則
)
を
取
り
入
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
か
ら
そ
れ
以
上
に
具
体
的
な
規
律
内
容
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
特
定
の
条
約
で
防
止
基
準
を
設
け
て
も
そ
の
違
反
の
効
果
を
明
確
に
せ
ず
、
他
方
で
無
過
失
賠
償
責
任
を
認
め
る
条
約
規
定
を
慣
習
法
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説

規
と
す
る
基
盤
は
な
お
未
成
熟
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

(
2
)
第
二
に
、
越
境
損
害
の
危
険
が
予
見
さ
れ
る
な
ら
ば
、
関
係
国
の

権
益
は
そ
の
危
険
の
実
現
に
先
行
し
て
規
律
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
程
度
の
法
意
識
の
存
在
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
川
r

そ
れ

が
上
記
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
合
致
す
る
正
し
い
評
価
で
あ
る
。
か
く
て
、
本
条
約
案
で
は
、
そ
う
し
た
生
成
過
程
に
あ
る
国
家
プ
ラ
ク
チ

ス
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、
防
止
措
置
の
み
な
ら
ず
賠
償
の
事
前
確
約
を
も
含
む
包
括
的
な
保
護
措
置
(
「
防
止
と
賠
償
」
の
複
合
性
)
に

つ
い
て
の
合
意
を
関
係
国
に
要
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、
主
題
に
関
す
る
防
止
義
務
は
現
行
法
に
確
固
た
る
地
位

を
占
め
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
防
止
義
務
の
違
反
か
ら
導
出
し
え
な
い
賠
償
義
務
の
存
在
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
防
止
義
務
と
賠

償
義
務
を
明
確
に
区
別
す
べ
き
理
論
的
必
然
性
」

E
R
E
s
-
8
5吉
宣
言
印
)
は
も
は
や
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
(
も
と
よ
り
、

国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
見
ら
れ
る
防
止
・
賠
償
の
義
務
か
ら
特
定
の
越
境
損
害
の
発
生
に
一
般
的
に
妥
当
す
る
事
後
賠
償
責
任
の
方
式
を
特
定

北法40(1・30)30
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
)

こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
何
ら
の
規
則
も
見
出
し
え
な
い
と
す
る
の
は
正
し
い
解
釈
と
は
い
え
な
い
と
し
、
彼
は
、
主

題
に
関
す
る
多
様
な
条
約
の
存
在
そ
の
も
の
は
少
な
く
と
も
諸
国
に
よ
る
一
般
的
な
利
益
調
整
義
務
の
履
行
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
条
約
が
危
険
活
動
な
い
し
そ
れ
に
起
因
す
る
越
境
損
害
の
合
法
l
違
法
性
を
不
閉
ま
た
は
未
解
決
の
ま
ま
に
防
止
・
賠

償
の
措
置
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
条
約
の
存
在
は
当
事
国
間
で
具
体
的
利
益
衡
量
が
行
わ
れ
た
証
拠
に
他
な
ら

ず
、
か
か
る
法
的
評
価
を
諸
国
の
行
動
パ
タ
ー
ン
に
与
え
な
い
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
合
法
違
法
性
を
確
定
す
る
国
家
プ

ラ
ク
チ
ス
の
不
存
在
を
理
由
に
問
題
の
解
決
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
な
ん
ら
か
の
事
後
賠
償
方
式
の
発
見
に
の
み
着
目
す
る
寸
画

一
化
し
た
」

2
5
5
2
=
)
E
m
)
思
考
法
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
本
条
約
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
か
か
る
見
解
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
。
要
す
る
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
に
お
い
て
は
、
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
見
ら
れ
る
合
意
形
成
の
事
実
は
、
少
な
く
と
も
諸
国
が
危

険
活
動
の
実
施
に
際
し
て
他
国
利
益
配
慮
の
一
般
的
義
務
を
履
行
し
た
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
特
別
条
約
締
結
の
た
め
の
第
一



交
渉
義
務
を
支
え
る
法
的
基
礎
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
特
別
条
約
の
締
結
を
継
続
的
に
促
進
す
る
こ
と
が
事
後
賠
償
規
則
の
明
確
な

発
展
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
、
そ
の
締
結
に
向
け
て
の
交
渉
環
境
の
設
定
と
整
備
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
本
条
約
案
の
第
一
交
渉
義
務
の
規
則
は
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
遍
在
す
る
次
の
よ
う
な
不
変
的
要
素
を
確
認
す
る
も

の
で
あ
る
。
国
家
は
、
自
己
の
領
域
又
は
支
配
下
に
お
け
る
越
境
損
害
発
生
の
危
険
を
自
ら
感
知
す
る
か
他
国
か
ら
通
告
さ
れ
る
と
き
に
は
、

そ
の
危
険
の
防
止
又
は
適
切
な
事
後
保
証
に
つ
い
て
(
潜
在
的
)
被
害
固
と
交
渉
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
現
代
国
際
社
会
に

お
け
る
国
家
の
危
険
管
理
の
一
般
的
か
つ
最
低
限
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
の
が
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
l
の
基
本
認
識
で
あ
る
。

現
在
、
こ
の
よ
う
な
事
前
の
手
続
的
義
務
を
認
め
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
は
少
な
く
な
い
。
一
九
七
二
年
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間
環
境
宣

言
の
原
則
二
一
項
は
国
家
の
環
境
損
害
「
防
止
の
責
任
L

に
つ
い
て
規
定
す
る
が
、
現
行
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
は
こ
の
防
止
責
任
が
前
述
の

ラ
ヌ
湖
判
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
国
際
協
力
義
務
を
含
む
と
す
る
方
向
で
発
展
し
て
い
る
。
そ
の
原
則
二
一
項
は
国
際
環
境
損
害
に
つ
い
て

国
家
の
領
域
管
理
責
任
原
則
を
確
認
し
、
同
二
四
項
は
環
境
の
保
護
・
改
善
の
た
め
の
特
別
条
約
締
結
の
必
要
性
を
認
め
る
。
そ
の
後
の
国

連
総
会
決
議
は
、
そ
の
二
一
項
の
実
施
に
向
け
て
国
家
間
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
か
っ
、
こ
の
国
際
協
力
は
事
前
の
情
報
交
換
、
通
告
、

協
議
に
よ
っ
て
効
果
的
に
達
成
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
国
際
環
境
保
護
の
た
め
の
国
家
の
行
動
準
則
を
規
定
し
た
国
連
環
境
計
画

(巴
Z
E
V
)
の
原
則
案
(
一
九
七
八
年
)
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間
環
境
宣
言
原
則
二
一
項
を
確
認
し
た
う
え
で
(
原
則
三
)
、
国
家
は
天

然
資
源
を
共
有
す
る
他
国
の
環
境
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
活
動
に
つ
い
て
、
実
行
可
能
な
範
囲
で
そ
の
影
響
を
事
前
に
評

価
す
べ
き
こ
と
(
原
則
四
、
八
て
そ
の
た
め
の
通
告
、
協
議
そ
し
て
情
報
交
換
の
規
定
を
設
け
る
(
原
則
五
、
六
)
。
同
様
の
手
続
的
義
務

を
規
定
す
る
最
近
の
条
約
例
と
し
て
、
一
九
七
八
年
の
海
洋
環
境
を
汚
染
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
国
際
協
力
に
関
す
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
条
約
(
一

O
l
一
一
条
)
、
一
九
八
一
年
の
中
西
部
ア
フ
リ
カ
地
域
の
海
洋
お
よ
び
沿
岸
の
環
境
の
保
護
と
開
発
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
ア
ビ
ジ
ャ
ン

条
約
(
一
三

i
一
四
条
)
、
一
九
八

O
年
の
陸
上
源
の
汚
染
か
ら
地
中
海
を
保
護
す
る
た
め
の
ア
テ
ネ
議
定
書
(
八
|
九
条
、

越境損害に関する国際協力義務

一
二
条
)
、
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説

九
八
三
年
の
広
域
カ
リ
ブ
地
域
の
海
洋
環
境
の
保
護
と
開
発
に
関
す
る
カ
ル
タ
ジ
ェ
ナ
・
ド
ゥ
・
イ
ン
デ
ィ
プ
ス
条
約
(
一
二
|
一
三
条
)

が
あ
る
。
そ
の
他
、
一
九
七
九
年
の
国
連
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
委
員
会

(
E
ι
E
)
の
広
域
越
境
大
気
汚
染
条
約
な
ど
、
多
く
の
条
約
例
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法40(1・32)32

論

同
時
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
既
存
の
条
約
か
ら
特
定
の
危
険
活
動
に
一
般
に
適
用
可
能
な
何
ら
か
の
事
後

賠
償
責
任
の
規
則
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
右
の
若
干
の
条
約
例
を
見
て
も
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
条
約
(
一
三
条
)
、
ア
ピ
ジ
ャ
ン
条
約

(
一
五
条
)
、
カ
ル
タ
ジ
ェ
ナ
・
ド
ゥ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
条
約
(
一
四
条
)
は
事
後
賠
償
規
則
の
作
成
と
明
確
化
に
協
力
す
べ
き
と
規
定
す
る

に
と
ど
ま
明

E
C
E条
約
と
ア
テ
ネ
議
定
書
に
は
損
害
防
止
の
事
前
協
力
の
規
定
は
存
し
て
も
事
後
救
済
の
規
定
を
有
し
な
い
。
か
く
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
み
な
ら
ず
、

ハ
ン
ド
ル

(
の
Z
m
E門
出
)

お
よ
び
ビ
ル
ダ

i
(
H
N

・
目
E
巾
吋
)
が
述
べ
る
よ
う
に
、

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間

環
境
宣
言
の
原
則
二
二
項
は
国
家
が
環
境
損
害
の
事
後
賠
償
に
関
す
る
国
際
法
の
発
展
に
協
力
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
し
た
が
、

国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
で
は
そ
の
賠
償
の
法
理
の
発
展
に
見
る
べ
き
進
展
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
の

こ
う
し
た
現
状
評
価
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
領
域
管
理
責
任
原
則
に
基
づ
く
国
家
責
任
の
法
内
容
は
、
少
な
く
と
も
国
際
環
境
損
害

に
関
す
る
限
り
、
損
害
の
防
止
及
び
事
後
救
済
に
つ
い
て
の
国
際
協
力
義
務
を
含
む
と
い
え
る
。
か
か
る
責
任
概
念
の
拡
大
な
い
し
変
質

ー
ー
ー
手
続
的
な
協
力
義
務
の
導
入
・
重
視
|
|
は
主
と
し
て
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間
環
境
宣
言
以
降
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
を
反
映
す
る
も

の
で
あ
り
、

そ
れ
が
今
日
発
生
可
能
な
多
種
・
多
様
な
国
際
環
境
損
害
の
法
規
制
を
伝
統
的
国
家
責
任
の
法
体
系
に
委
ね
る
だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

(
1
)
Q
・
パ
ク
ス
タ
l
に
お
い
て
は
、
第
一
交
渉
義
務
で
特
別
条
約
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
は
こ
の
他
国
利
益
配
慮
の
一
般
的
義
務
の
具
体
的
な
内
容

は
未
確
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
時
点
ま
で
右
の
義
務
内
容
は
、
包
括
的
に
、

p
m
m
g
q回
一
色

z
q吉
田

〈

C
E
R
E
-
E
S
-
N巾
同
邑
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F

H

)

}

凶】『叩一門田ご吋田口町
σo己ロ仏国ー弓

Y
R
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で
あ
る
と
い
う
。
ロ

-z・
0
。
n
・〉
¥ω

∞
¥
呂
(
忌
∞
ω
)

℃
出
司
即
日
由
同
・

ρ
∞九日

¥
8・

(
2
)
な
お
、
第
一
交
渉
義
務
は
、
領
域
管
理
責
任
原
則
か
ら
導
か
れ
る
第
一
次
的
規
則
で
あ
り
、
こ
の
第
一
交
渉
義
務
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
は
伝
統

的
国
家
責
任
の
規
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
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円
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Q
・
パ
ク
ス
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l
の
見
解
を
支
え
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
分
析
は
こ
の
主
題
に
つ
い
て
国
連
事
務
局
が
作
成
し
た
以

下
の
文
書
に
詳
し
い
。
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ω
∞由

ω
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h
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∞
同
¥
N
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コ
戸
(
U
・
5
gム
国
昨
日
日
品

(
N
)
噂

ρ
c
g
tロ
|
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2-Z円
・
こ
の
よ
う
な
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
評
価
は
リ
ッ
プ
ハ

l
ゲ
ン
に
よ
っ

て
も
指
摘
さ
れ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
で
は
防
止
措
置
が
と
ら
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
に
賠
償
措
置
が
否
定
さ
れ
た
り
肯
定
さ
れ

る
と
。
従
っ
て
、
防
止
措
置
と
事
後
賠
償
措
置
の
聞
に
は
絶
対
的
な
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
越
境
損
害
の
多
く
が
人
聞

の
力
に
よ
っ
て
は
抑
止
し
得
な
い
自
然
の
カ
の
介
在
に
よ
っ
て
発
生
す
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
損
害
の
発
生
が
専
ら
特
定
の
加
害
国

の
法
的
非
難
に
値
す
る
活
動
に
起
因
す
る
と
は
い
え
な
い
以
上
、
危
険
活
動
の
規
制
は
完
全
な
自
由
に
も
完
全
な
禁
止
に
も
至
ら
な
い
「
中
間
的

解
決
」
(
。
号

R
E広司
B
E
g
g
s
-ロ
Z
o
ロ
印
ロ
ロ
己
巾
ユ
ロ
芯
百
三
一
。
口
同
ニ
担
当
)
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。
J

円

σ・0
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ω
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w
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主
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に
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任

C
U
E
-一
々
)
は
伝
統
的
注
意
義
務
違
反
に
よ
る

違
法
行
為
責
任
か
ま
た
は
危
険
活
動
に
つ
い
て
の
無
過
失
賠
償
責
任
の
い
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あ
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と
い
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意
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あ
っ
た
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J
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タ
ー
は
、
関
連
の
諸
条
約
に
見
ら
れ
る
「
諸
義
務
の
パ
タ
ー
ン
」
に
つ
い
て
、
事
後
賠
償
の
み
を
扱
う
条
約

は
殆
ど
存
在
せ
ず
、
多
く
の
条
約
は
特
定
活
動
に
よ
る
損
害
を
防
止
す
る
か
ま
た
は
最
小
化
す
べ
き
措
置
と
と
も
に
事
後
賠
償
措
置
を
規
定
す
る

と
い
う
。
な
お
、
巾
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(ヨ) QB-4/46.a ・てそ\r<:司\-~制怪・際~吾Q) 困縦糸れれ，""r<:.Qcl国~i!Þ Q'(司¥一入uまぎれい駐日正-.J-K6ニムJ:二小。 QB-2/18.
(己)QB-4/8-9. 

(口)QB-3/32， QB-4/9. 

(口)QB-4/9 

(ヨ)る回総'同*場事濁!悪， r~生溺. ~侠草紙J (軍F獲量重， )-K<同母)伊O慨。
(出)U. N. G. A. Res. 2995 (Yb. of the U. N.， 1972， at 330-331) and 31290d.， 1973， at 374-375). 

(:=:) 171. L. M. (1978) at 1098-1099. (Draft Principles of Conduct in the Field of the Environment for the Guidance of 

States in the Conservation and Harmonious Utilization of Natural Resources Shared by Two or More States). 

(口)The 1978 Kwait Regional Convention for Co-operation on the Protection and Development on the Marine Environ. 

ment and the Coast Areas ， 17よ L.M. (1978) at 515-516. Convention for Co-operation in the Protection and 

Development of the Marine and Coastal Environment of the West and Central African Region， 20 1. L. M. (1981) at 

750. The 1980 Athens Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based 

Sources，19よL.M. (1980) at 872-873. The 1983 Cartagena de lndias Convention for the Protection and Development 

of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region， 22 I. L. M. (1983) at 230-231 

(宮)The 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Polluion， 18よL.M. (1979) at 1444. *' Q忍， jiii;聴;tt.j(的)
総監E。

(~)温暖;tt.j(的)。

(宕)171. L. M. (1978) at 516-517 (The Kwait Regional Convention). 20 1. L. M. (1981) at 751 (The Abidjan Convention). 

22 I. L. M. (1983) at 231 (The Cartagena de lndias Convention). 

(尽)G. Handl，“The Environment lnternational Rights and Responsibilities"， A. S. I. L.， Proceedings of the 74th 

Annual Mtg.， (1980) at 223 et seq.， esp.， at 233-234. Remarks of R. B. Bilder， op. cit.， at 242-243. 
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事
後
賠
償
問
題
の
解
決
に
関
す
る
交
渉
義
務
(
第
二
交
渉
義
務
)

越境損害に関する国際協力義務

(
こ
第
二
交
渉
義
務
の
規
定
内
容

第
二
交
渉
義
務
は
、
第
一
交
渉
義
務
の
履
行
が
拒
否
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
が
履
行
さ
れ
て
も
関
係
国
聞
に
賠
償
に
つ
い
て
の
特
別
の

合
意
が
成
立
し
な
い
ま
ま
に
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
当
該
関
係
国
に
こ
の
損
害
に
関
す
る
賠
償
義
務
の
存
否
と
範
囲
に
つ
い
て
の
誠
実

な
交
渉
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
四
節
、
-
)
。
既
に
み
た
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
領
域
管
理
責
任
原
則
に

基
づ
く
他
国
利
益
配
慮
の
一
般
的
義
務
は
こ
の
よ
う
な
事
後
の
協
力
義
務
を
も
関
係
国
に
要
求
す
る
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
第
二
交
渉
義
務
の
指
針
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
加
害
国
は
、
関
係
国
の
「
共
有
期
待
」

(印

E
Z仏
自
習
の
E
t
oロ
印
)
に
合
致
し
な
い
と
確
定
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
危
険
活
動
に
起
因
す
る
損
害
を
被
害
国
に
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
四
節
、

2
)
。
し
か
し
、
こ
こ
に
定
め
る
賠
償
義
務
は
無
過
失
賠
償
義
務
(
自
動
的
賠
償
義
務
)
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
次
の
二
点
に

お
い
て
、
加
害
国
に
課
さ
れ
る
「
条
件
付
き
」
賠
償
義
務
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
第
一
に
、
右
の
規
定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

加
害
国
が
関
係
国
の
「
共
有
期
待
」
に
依
拠
し
て
そ
の
賠
償
義
務
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
共
有
期
待
」

と
は
、
賠
償
問
題
の
処
理
に
つ
い
て

(a)
関
係
国
間
の
書
簡
・
そ
の
他
の
意
見
交
換
で
表
明
さ
れ
る
期
待
で
あ
り
、
か
か
る
表
明
が
な
い

場
合
に
は

(
b
)
関
係
国
、
関
係
国
が
属
す
る
地
域
的
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
国
際
社
会
で
、
通
常
連
守
さ
れ
る
共
通
の
立
法
そ
の
他

の
基
準
・
行
態
の
パ
タ
ー
ン
に
示
さ
れ
る
期
待
を
意
味
す
る
(
四
節
、

4
)
。
(
a
)

の
書
簡
・
意
見
交
換
で
の
期
待
表
明
は
第
一
交
渉
義
務

の
履
行
過
程
で
行
わ
れ
、
そ
こ
で
関
連
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
明
示
的
に
否
定
さ
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
将
来
発
生
す
る
問
題
の
損
害
を
相

互
に
受
忍
限
度
内
に
あ
る
と
決
定
す
る
と
き
に
は
、
加
害
国
に
賠
償
義
務
は
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た

(
b
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
証

北法40(1・35)35

が
不
可
能
な
と
き
で
も
、
加
害
国
は
自
己
の
賠
償
義
務
を
否
定
す
る
た
め
に
関
連
の
圏
内
立
法
の
規
定
な
ど
を
援
用
し
て
同
種
の
ケ

l
ス
に



説

つ
い
て
の
賠
償
義
務
の
不
存
在
を
立
証
し
う
る
。

(2)
第
二
に
、
右
の
規
定
(
四
節
、

2
)
に
基
づ
い
て
被
害
国
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
賠

は
、
関
係
国
の
「
共
有
期
待
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
諸
原
則
(
五
節
)
に
よ
っ

さ
ら
に
加
害
国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
事
前
の
救
済
措
置
、
両
当
事
国
の
事

償
(
円

Z
2
3
3
t
g
E
o
g
H宮
山
内
向
。
己
注
目
巳
O
)

論

て
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
な
『
包
]σ
め
自
の
巾
江
巳
ロ
包
)
、

四
節
、

3
)
。
こ
れ
は
、
上
述

の
「
共
有
期
待
」
に
基
づ
く
加
害
国
の
反
証
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
加
害
国
の
賠
償
義
務
が
推
定
さ
れ
る
の
で

は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
反
証
の
不
存
在
は
賠
償
問
題
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
交
渉
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
し
か
な
い
と
推
量
さ
れ

る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
こ
に
い
う
諸
原
則
(
五
節
)
は
利
益
の
比
較
衡
量
に
よ
る
当
事
国
間
で
の
公
平
な
損
失
配
分
を
要
求
す
る
基
本
原
別

で
あ
り
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
加
害
行
為
の
違
法
性
を
前
提
と
し
な
い
損
失
配
分
に
お
い
て
は
関
連
状
況
に
鑑
み
加
害
国
の
一
方

的
損
失
負
担
が
必
ず
し
も
常
に
公
平
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
は
、
重
大
損
害
の
発

生
は
そ
れ
自
体
事
実
問
題
官
官
日
告

g
z
g
丘
町
ω巳
)
で
あ
る
と
し
、
損
害
の
発
生
と
と
も
に
加
害
国
の
賠
償
責
任
が
一
応
推
定
さ
れ

る
に
は
別
の
追
加
要
因
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
加
害
国
の
一
方
的
損
害
負
担
が
正
当
と
さ
れ
る
べ
き
特
定
の
状
況
を
示
唆
す
る
。
以
下
、

こ
の
点
を
今
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

前
の
行
為
の
合
理
性
、
他
の
関
連
要
因
(
六
節
)
と
諸
事
項
(
七
節
)
を
も
考
慮
す
べ
き
と
さ
れ
る
(
以
上
、

( 

一一) 

無
過
失
賠
償
責
任
の
直
接
的
導
入
の
否
定

こ
の
よ
う
に
、
加
害
国
が
自
己
の
賠
償
義
務
を
否
定
す
る
「
共
有
期
待
」
の
存
在
を
立
証
し
え
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
賠
償
義
務
の
存
否

は
な
お
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
定
め
る
基
本
原
則
(
五
節
)
を
具
体
化
す
る
関
係
国
聞
の
交
渉
で
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
原

則
は
、
第
一
交
渉
義
務
に
お
け
る
と
同
様
に
、
本
条
約
案
の
基
本
目
的
と
し
て
被
害
国
利
益
の
十
分
な
保
護
と
加
窓
口
活
動
の
社
会
的
有
益

性
・
経
済
的
持
続
可
能
性
と
の
適
切
な
調
整
を
要
求
す
る
(
五
節
、

1
1
3
)
。
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こ
の
利
益
調
整
の
導
入
は
、
加
害
国
の
無
過
失
賠
償
責
任
が
つ
ね
に
第
二
交
渉
義
務
に
お
け
る
妥
当
な
損
失
配
分
の
方
式
で
は
な
い
と
す

る
Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
基
本
姿
勢
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
加
害
国
の
側
の
事
情
を
一
切
考

慮
せ
ず
に
損
害
の
発
生
を
直
ち
に
賠
償
義
務
に
結
び
つ
け
る
見
解
は
、
現
行
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
正
当
な
基
礎
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
れ

ま
で
、
危
険
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
事
後
賠
償
の
取
り
扱
い
で
は
、
特
定
の
事
後
賠
償
方
式
を
な
ん
ら
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
単
に

因
果
関
係
の
存
在
を
前
提
に
加
害
国
が
被
害
国
に
対
し
て
賠
償
の
支
払
い
を
認
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
は
、
そ
の
よ
う

な
特
定
の
賠
償
原
理
に
基
づ
か
な
い
紛
争
解
決
(
ロ

g!胃
吉
己
主
包
由
。
E
E
C
D
)

の
プ
ラ
ク
チ
ス
を
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
先
決
で
あ

り
、
そ
の
た
め
の
第
二
交
渉
義
務
の
履
行
を
介
し
て
諸
国
が
多
様
な
危
険
活
動
に
妥
当
す
る
損
害
賠
償
方
式
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と

い
う
。
こ
の
よ
う
に
Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
条
約
案
に
加
害
国
の
無
過
失
賠
償
責
任
を
直
接
規
定
す
る
に
は
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の

一
層
の
発
展
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
現
段
階
で
の
無
過
失
賠
償
責
任
の
原
則
は
、
第
一
交
渉
義
務
に
お
け
る
賠
償
の
事
前
確
約
と
同
様

に
、
関
係
国
が
第
二
交
渉
義
務
の
履
行
過
程
で
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
規
定
す
る
基
本
原
則
(
五
節
)
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
選
択
す
る
一
つ

の
事
後
賠
償
方
式
で
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

越境損害に関する国際協力義務

第
一
交
渉
義
務
と
の
連
続
性

他
方
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
第
二
交
渉
義
務
は
第
一
交
渉
義
務
と
異
な
っ
て
、
関
係
国
に
完
全
な
選
択
的
交
渉
の
自
由
を
認
め
る
も
の

で
は
な
い
と
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
損
害
の
発
生
に
伴
う
事
後
賠
償
の
問
題
は
、

(
1
)
第
一
交
渉
義
務
に
お
け
る
関
係
国
の
履
行
態
様
と
密

接
不
可
分
で
あ
り
、
ま
た

(
2
)
第
二
交
渉
義
務
は
既
に
発
生
し
た
損
害
の
公
平
な
配
分
を
究
極
の
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
れ
ら
二
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
第
二
交
渉
義
務
の
開
始
の
時
点
で
、
少
な
く
と
も
加
害
国
が
一
応
の
賠
償
義
務
官
、
ミ
ミ
b
k町
内
凡
三

SEE

S
、
)
を
負
う
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
以
下
、
加
害
国
が
そ
の
賠
償
義
務
を
直
接
に
は
否
定
し
え
な
い
と
さ
れ
る
、
こ
れ
ら
二
つ
の

( 

一一一) 
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論

要
因
に
つ
い
て
述
べ
る
。

(
1
)
そ
の
一
つ
は
、
加
害
国
に
よ
る
第
一
交
渉
義
務
の
一
方
的
拒
否
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
被
害
国
が
事
前

に
通
告
し
た
危
険
の
存
在
を
無
視
し
て
加
害
国
が
第
一
交
渉
義
務
に
基
づ
く
特
別
条
約
締
結
の
た
め
の
協
力
な
し
に
行
動
し
、
そ
の
危
険
が

実
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
加
害
国
の
一
応
の
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
加
害
国
が
自
ら
予
見
し
え
た
で
あ
ろ
う
損
害
に

関
す
る
適
切
な
情
報
を
被
害
国
に
公
開
・
提
供
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
損
害
に
つ
い
て
の
被
害
国
の
完
全
賠
償
請
求
権
の
主
張

北法40(1・38)38

説

(50
己
包
ヨ
。
ご

y
o
t
P
2
0己
ω
Z
Z
E
g
g
-〈∞
ω∞
詰
℃
ω
z
z。ロ門町内

P]】
〈
包
ロ
。
。
ご

o
g
g
m
g
z
o
a
)
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

(口)

と
い
，
っ
。

(
な
お
、
被
害
国
が
了
知
し
た
危
険
を
事
前
に
加
害
国
に
通
告
し
な
か
っ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
被
害
国
は
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
原
則

の
適
用
に
よ
っ
て
そ
の
賠
償
を
請
求
し
え
な
い
と
さ
れ
る
。
)

こ
の
よ
う
に
、
危
険
の
事
前
評
価
と
そ
れ
に
対
処
す
る
の
に
必
要
な
保
護
措
置
の
提
案
・
協
議
は
す
べ
て
利
害
関
係
国
に
要
求
さ
れ
る
基

本
的
義
務
で
あ
り
、
|
|
第
一
交
渉
義
務
の
不
履
行
は
そ
れ
自
体
国
際
違
法
行
為
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
が
(
二
節
、
8
)
|
|
加
害

国
は
そ
う
し
た
不
利
益
(
賠
償
義
務
の
推
定
)
な
し
に
は
、
危
険
評
価
を
起
点
と
す
る
国
際
協
力
を
一
方
的
に
拒
否
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

(2)
第
二
の
要
因
と
し
て
、
被
害
国
が
危
険
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を
加
害
国
と
共
有
し
な
い
と
き
に
は
、
加
害
国
の
賠
償

か
か
る
ケ

l
ス
で
は
被
害
国
の
完
全
賠
償
の
権
利
(
巾

E
5
0
5
8門
Z
Eロ
8
5胃
B
丘
一
。
ロ
)

義
務
を
覆
す
の
に
十
分
な
理
由
は
存
在
せ
ず
、

が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
は
少
な
く
と
も
加
害
国
側
の
一
応
の
賠
償
義
務
を
推
定
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
賠
償
義
務
の

推
定
と
完
全
賠
償
請
求
権
の
関
係
に
つ
い
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
見
解
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
賠
償
請
求
権
に

対
応
す
る
賠
償
義
務
の
存
在
確
定
の
基
準
が
暖
昧
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎
重
な
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
が
、
一
つ
の
可
能

な
見
解
は
、
右
の
要
因
(
通
告
義
務
の
不
履
行
と
共
有
利
益
の
不
存
在
)
の
い
ず
れ
か
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
原
則
と
し
て
加
害
国
の
賠

償
責
任
が
発
生
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
賠
償
額
の
多
募
を
決
定
す
る
副
次
的
要
因
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
六
l
七
節
)
が
適



用
さ
れ
る
と
考
え
う
る
。
他
方
、
第
二
の
解
釈
と
し
て
、
加
害
国
の
側
で
予
見
し
え
た
で
あ
ろ
う
損
害
が
発
生
し
た
場
合
が
あ
っ
て
も
、
加

害
活
動
の
実
施
に
関
係
国
が
共
有
利
益
を
有
し
て
い
な
い
と
き
に
の
み
加
害
国
は
原
則
と
し
て
そ
の
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
と
す
る
見
解

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
加
害
活
動
の
実
施
に
有
利
な
推
定
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
二
つ
の
要
因
が
と
も
に
認
め
ら
れ
る
と
き

に
加
害
国
の
賠
償
義
務
が
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
発
生
し
た
損
害
を
被
害
国
に
シ
フ
ト
し

て
は
な
ら
な
い
と
す
べ
き
主
た
る
要
因
と
し
て
損
害
の
予
見
可
能
回
ど
共
有
利
益
の
不
存
在
を
強
調
す
る
が
、
右
の
い
ず
れ
の
解
釈
が
妥
当

で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
見
解
を
提
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
、
右
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
要
因
に
よ
っ
て

越境損害に関する国際協力義務

少
な
く
と
も
加
害
国
の
賠
償
義
務
が
推
定
さ
れ
る
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
加
害
国
に
よ
る
第
二
交
渉
義
務
の
履
行
拒
否
は
認
め
ら
れ
な
い
と

考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
は
、
加
害
国
の
賠
償
義
務
の
有
無
は
適
用
可
能
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
基
本
原
則
(
五
節
)
の
内
容
が
確
定

さ
れ
る
ま
で
は
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
右
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
要
因
で
は
被
害
国
の
完
全
賠
償
請
求
権

を
認
め
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
に
せ
よ
、

(
1
)
共
有
利
益
が
存
す
る
危
険
活
動
の
実
施
に
際
し
て
加
害
国
が
事
前
の
協
力
義
務
を
履
行
し
な

い
か
、
あ
る
い
は

(
2
)
加
害
国
が
事
前
の
協
力
義
務
を
履
行
し
て
も
、
発
生
し
た
損
害
が
加
害
国
の
一
方
的
利
益
の
追
及
の
結
果
で
あ
る

と
判
明
す
る
と
き
に
は
、
第
二
交
渉
義
務
で
加
害
国
に
不
利
な
事
後
賠
償
義
務
の
推
定
が
は
た
ら
く
と
い
え
よ
う
。

以
上
が
、
事
後
賠
償
問
題
に
関
す
る
関
係
国
の
協
力
義
務
(
第
二
交
渉
義
務
)
の
規
定
内
容
と
そ
の
交
渉
指
針
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

国
家
は
自
国
領
域
ま
た
は
そ
の
管
理
下
の
活
動
が
他
国
に
越
境
損
害
の
発
生
を
も
た
ら
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
活
動
な
い
し
損
害
が
国
際
法

に
よ
っ
て
特
に
規
制
・
禁
止
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
損
害
の
公
平
配
分
を
確
保
す
る
た
め
に
関
係
国
と
協
力
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
さ
れ

る。

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
領
域
管
理
責
任
原
則
は
関
係
国
に
、
第
一
交
渉
義
務
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ

う
な
事
後
賠
償
に
つ
い
て
の
協
力
義
務
を
も
要
求
す
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
越
境
損
害
発
生
の
事
実
に
よ
っ
て
加
害
国
の
無
過
失
賠
償
責
任

が
直
ち
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
賠
償
義
務
は
、
基
本
的
に
は
、
第
二
交
渉
義
務
に
従
う
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
今
後
の

北法40(1・39)39
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発
展
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賠
償
義
務
の
確
定
に
関
す
る
彼
の
主
張
に
は
不
明
瞭
な
部
分
が
少
な
く
な
い
。
(
こ

の
こ
と
は
ま
た
、
主
題
に
関
す
る
大
多
数
の
ケ

l
ス
で
は
危
険
活
動
の
実
施
に
関
係
国
が
何
ら
か
の
共
有
利
益
を
有
す
る
の
で
、
第
一
交
渉

義
務
に
基
づ
く
特
別
条
約
が
多
く
の
困
難
な
く
締
結
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
彼
の
期
待
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
)

か
く
て
、
無
過
失
賠
償
義
務
の
確
定
条
件
(
加
害
国
に
よ
る
通
告
義
務
の
不
履
行
か
つ
(
ま
た
は
)
共
有
利
益
の
不
存
在
)
に
関
す
る
若

干
の
示
唆
は
あ
る
も
の
の
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
明
ら
か
に
本
条
約
案
に
お
け
る
無
過
失
賠
償
責
任
原
則
の
一
般
法
規
化
に
消
極
的
で
あ

(
羽
)
る
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
第
一
は
、
こ
の
責
任
原
則
に
関
す
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
稀
少
性
と
相
ま
っ

て
そ
の
安
易
な
直
接
的
導
入
が
領
域
主
権
に
対
す
る
不
当
な
制
約
と
な
る
と
す
る
国
際
法
委
員
会
及
び
国
連
第
六
委
員
会
に
お
け
る
意
見
の

存
在
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
た
意
見
を
本
条
約
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
第
二
の
理
由
は
、
本

条
約
案
で
扱
う
多
様
な
危
険
活
動
に
つ
い
て
無
過
失
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
危
険
活
動
が
有
す
る
社
会
的
有
用
性
の
一
方
的
否
定
に

論

通
じ
る
と
す
る
彼
の
基
本
認
識
で
あ
る
。
現
状
で
は
な
お
そ
の
有
用
性
を
是
認
す
べ
き
多
く
の
事
態
が
存
在
す
る
と
し
、
そ
こ
で
は
危
険
活

動
の
実
施
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
損
益
が
関
係
国
間
の
協
議
に
よ
っ
て
公
平
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
交
渉
義
務
の

は
、
そ
の
交
渉
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
こ
う
し
た
事
態
を
想
定
し
て
設
定
さ

い
ず
れ
に
せ
よ
、

Q
・
パ
ク
ス
タ

i
に
お
い
て
は
、
無
過
失
賠
償
責
任
原
則
は
基
本
的
に
は
交
渉
当

事
国
が
特
定
の
危
険
の
性
質
、
防
止
措
置
の
有
効
性
、
危
険
活
動
の
経
済
的
持
続
可
能
性
な
ど
を
考
慮
し
た
結
果
利
用
し
う
る
一
つ
の
政
策

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

規
定
に
み
ら
れ
る
複
雑
・
多
様
な
考
慮
要
因
(
五
節
l
七
節
)

れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

方
針
(
釦
℃
。
]
-
q
n
F
2
2
)

(
1
)
C
・
2
0
0円
〉

¥ω
吋
¥
呂
(
巴
∞
N
)

℃
白

E
H
H吋
・
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
四
節
は
、
二
節
|
三
節
で
予
見
さ
れ
な
か
っ
た

E-B血
肉

冊

。

円

匂

ca--uz

音
ー
ヨ
国
間
巾
の
発
生
時
に
、
ま
た
そ
れ
が
予
見
さ
れ
て
も
事
後
賠
償
に
関
す
る
備
え
が
な
く
し
て
実
害
が
発
生
し
た
と
き
に
適
用
さ
れ
る
と
。
J

ヘσ
・
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越境損害に関する国際協力義務

。町四円、
(
U
H
宏明
ωム
白
門

NE--N由
N
(
∞
)
w
A
U
E巾
ロ
巴
ロ
切
白
HCW同J

(
2
)
ρ
∞

ω¥AFO
・
C
-
Z
-
U。
n
・〉
¥ω
吋
¥
H
C
(
冨∞
N)
℃白同・白
-Hω
叶
一
〉
¥ω
由
¥
H
O
(
呂
∞
品
)
℃
国
司
白

NN∞・

(
3
)
C
-
z
-
u。
n・〉
¥ω
∞
¥
E
-
匂同
E
-
M申
ω・

(
4
)
C
-
z
-
u
c
n・
〉
¥ω
斗

¥
H
P
E
E
-
H
8・
な
お
、
特
別
条
約
締
結
に
際
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
明
示
的
に
否
定
し
た
条
約
例
と
し
て
、
国
連

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
委
員
会
の
閣
僚
会
議
で
署
名
さ
れ
た
一
九
七
九
年
の
「
広
域
越
境
大
気
汚
染
に
関
す
る
条
約
L

R

S
話
E
Z
D
S
F
g
m

l

河
白
口
問
巾
斗
日
ロ
凹
σ。
ロ
ロ
色
白
ミ
〉
町
旬
。
口
三
一
O
ロ
)
が
あ
る
。

ρ
∞

ω¥N
吋・

(5)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
対
立
が
あ
る
。
一
方
で
、
関
係
国
双
方
の
圏
内
法
・
圏
内
判
決
に
示
さ
れ
た
基
準
が
賠
償
を
認
め
る

と
き
に
、
同
種
の
ケ

1
ス
で
越
境
損
害
を
理
由
に
賠
償
を
否
定
す
る
こ
と
は

5
町
田
町
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
(
∞
白
号
。
N

白〆
ωロ門日明
N
3
2片

。
ロ
営
尽
き
む
き
さ
NA亡。営一
.R守
、
守
『

E
V
5
8
(リ
C
S同
町

意

向

s
s
h
ミ印刷
.
s
h
o
ミ
ミ

h

s
ミ
ミ
守
口
F
主
同
ミ
ケ
よ
誌
な
さ
む
き
さ
~
h
b
N
F
C・
z
・

門

von-
〉¥(い
Z
・品¥品
C
M
w
z
g
w
富
一
『
白
・
可
)
他
方
で
、
環
境
に
関
す
る
圏
内
規
制
は
多
様
で
あ
る
の
で
、
国
家
間
で
の
形
式
的
な
相
互
主
義
の
観

念
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
J

『
巾
白
号
。
。
}
向
。
二
戸

n・
5
∞
N
同
国
門
官
ω
(
∞
)
-
E
H
V
Y白
m
g
同
旨
は

E
-
回同

N
E
(
N
H
)
w
冨円(い同町内吋弓・

(
6
)
ρ

∞lω¥N戸
ω九日
・

(
7
)
C
-
Z
・
0
0
n・〉
¥ω
叶
¥
呂
(
巴
∞
N)
匂
同
門
包
ロ
∞
・

(
8
)
心
∞
iω¥Nm-

(
9
)
ρ
∞
ム
¥
臼
・
な
お
、
国
際
越
境
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
、
無
過
失
賠
償
責
任
原
則
の
導
入
に
否
定
的
な
い
く
つ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
存
在

し
、
他
方
、
多
く
の
困
難
な
し
に
そ
の
原
則
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
北
米
諸
国
が
あ
る
と
い
う
。

d
・
2
ロ。
n・〉
¥ω
∞
¥
E
-
U
R
2・
N
S
i
N
由。・

(叩
)

J

へg
号
。
o
w
o
ご
F
P
E∞
N
目白同

N∞
品
(
昂
)
・

0
5
E
E
∞
由
民
R
・
Q
-
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
賠
償
責
任
公
認
白
ご

gu--広
三
を
不
問
に
し
て
恩

恵
に
よ
る
補
償

(
R
hミ
同
尽
円
。
百
円
河
口
由
主
目
。
ロ
)
が
支
払
わ
れ
た
第
五
福
隆
丸
事
件
に
言
及
し
つ
つ
、
重
大
損
害
の
発
生
の
事
実
が
確
定
さ
れ
る

と
き
に
は
加
宣
言
国
が
賠
償
(
補
償
)
の
支
払
い
を
拒
否
し
た
ケ

i
ス
は
殆
ど
な
い
と
い
う
0
0∞
ム
¥
持
ま
た
、
賠
償
問
題
に
関
す
る
事
後
の
協
力

義
務
は
現
行
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
を
十
分
に
反
映
す
る
と
い
う
。

c
a
Z
・ロ。
n
〉
¥ω
吋
¥
呂

(
H
S
N
)
W
E
E
-
H
N
H
一
三
-
C
-
z
・
0

2
〉
¥ω
∞
¥
呂

(
]
{
双
山

H
)

噌匂同門間的・同町吋
1]5∞-

(日

)ρ
∞
lhF¥昂]「
J

へσ・
0片目
F
h
-
H沼田
N1目白円

N∞
∞
(
冨
)
唱
。
己
巾
ロ
江
口
l∞白河宮司・

(
ロ
)
心
切
lω¥Apo-
巾
m
-
C
-
Z
・
0
0
n
・〉
¥ω
∞
¥
呂
(
巴
∞
ω)
・℃出回
1

目
印

-
N∞∞

N∞少

N自・
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(
日
)
心
∞
l
ω
¥
ω

印
-c・
2
・
0
0
円・〉
¥
ω

吋
¥E-
匂由同・白

H
H
由・

(
H
)
心
∞
1
ω
¥
ω
日・

(日

)
C
-
Z
-
U
2
〉
¥ω

∞
¥
5・
E
E
-
S∞
な
お
、
第
二
交
渉
義
務
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
状
況
の
全
体
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。

c・
2
・

uon-
〉
¥ω
吋

¥
E
-
U白
E-
ロ。・

(日
)
C
-
Z
-
U
R
-
〉
¥ω
吋¥
H
0
・
匂
常
国
田

-
E印-
H

S

・
d-z・0
0
n
〉
¥ω
∞
¥
5・U
目

E
・
凶
器
・
い
ず
れ
か
の
当
事
国
に
よ
る
情
報
の
不
提
供
は
相
手
国
の
側

に
有
利
な
推
定
を
与
え
る
と
。

C
∞
l
ω
¥
N
a
-
N
∞・

(口
)ρ

∞1ω
¥
N
∞・

(四
)
C
-
z
・
0
0
円
〉
¥ω
斗

¥
E・日出
E
∞
-EARSE印・

(
凶
)
心
∞
l

品
¥
ロ
・
同
旨
は
、
∞
色
白
ロ
色
白
一

-d-g円σ
。。F
O
同円円
(ν
呂∞
N
!
円同門
N
h
吋
(
ω
ω
)
(
宮
)
・

(
初
)
え

-c・
2
・
0
0
n
・〉
¥ω
吋
¥
E
-
U白
E
-
H
t・
及
び

J
E
Oご戸
(U-Eg--
三
回
昂
吋
(
叶
)

w

H

4

一

(
幻
)
門
町
-
C
-
Z・
0

。n・〉¥ω∞
¥
H
0
・℃白門田
-

M申

ω
一
ペ
σ・0
同
-Fn・
5
∞O
l
H

巳
N

品川
E
G
g
-司
Z
Z
一
同
門
凶
印
叶
(
回
目
)
・
ρ

l

∞白岡宮門・

(
泣
)
こ
れ
は
第
一
交
渉
義
務
の
発
生
要
件
と
同
様
の
「
広
義
の
予
見
可
能
性
」
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
宇
宙
活
動
の
よ
う
に
特
定
事
故
の
発
生
が

明
ら
か
に
ロ
ロ
匂
司
包
片
Z
Z巾
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
危
険
活
動
の
実
施
に
結
び
つ
く
損
害
発
生
の
リ
ス
ク
は
広
く
予
見
し
う
る

(
n
g
σ
巾

F
2・

師巾

g)
の
で
本
条
約
案
の
規
制
対
象
と
な
る
と
い
う
。
(
も
っ
と
も
、
こ
れ
以
外
の
ご
く
少
数
の

S
F
3
8
2
官
n
E
S
T
-「
誰
も
が
予
見
し

え
な
い
損
害
」
と
よ
ば
れ
る

(
C
∞
ω
¥
企
)
l
l
l
の
本
条
約
案
で
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、

Q
・
バ
ク
ス
タ
l
の
立
場
は
留
保
さ
れ
る
。
)
以
上

は
、
。
∞
1
ω
¥
N
由

(幻
)
C
-
z
o
o
n
〉
¥ω
∞
¥
5・沼田
E
-
N
2・
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
い
う
。
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
一
層
の
検
討
な
し
に
ア
ウ

ト
ラ
イ
ン
の
五
節
l
六
節
の
基
本
原
則
・
関
連
要
因
を
完
全
か
つ
明
白
に
記
述
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
は
い
え
ず

(ρ
∞
ム
¥
臼
)
、
と
り
わ
け
五

節
の
原
則
は
相
当
の
発
展
を
必
要
と
す
る
と
(
心
∞
ム
¥
印
印
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
詳
細
な
検
討
が
進
捗
す
る
に
つ
れ
て
五
節
の

原
則
内
容
が
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
。
∞
ム
¥
毘
・
さ
ら
に
、
彼
は
、
基
本
原
則
の
具
体
的
確
定
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
加
害
国
の
賠
償
義

務
の
推
定
は
正
当
に
修
正
な
い
し
逆
転
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
。
∞
l
H
¥
山
由
・
心
∞
品

¥
S・

(
剖
)
こ
の
よ
う
な
第
二
交
渉
義
務
の
発
生
要
件
は
、
加
害
行
為
の
合
法
|
違
法
性
の
認
定
の
た
め
の
因
果
関
係

(SCE--Q)
で
は
な
く
、
有
害
結

果
が
一
国
の
領
減
内
(
支
配
地
域
)
の
活
動
に
由
来
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
0
0∞
ゐ
¥
ち
・
す
な
わ
ち
、
単
な
る
損
害
発
生
の
事
実

論

北法40(1・42)42
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(mB白己巾
-
2出
巾
ロ
件
。
同
門
白
ロ
回
同
-
日
々
)
を
始
点
に
関
係
国
は
賠
償
問
題
の
解
決
の
た
め
に
協
力
す
べ
き
義
務
を
負
う
ο
C
-
z
o
o
n
-
〉
¥ω
吋
¥
5・匂
R
E
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N
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H
N
吋・

(お
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C
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¥ω
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¥
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S
ω
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匂白『担
-

N
旨・

(
幻
)
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
は
、
事
前
の
協
力
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
な
く
高
度
な
危
険
性
を
内
蔵
す
る
活
動

(ERg-ENE

同
邑
。
口
出
血
門
広
三
片
山
、
)
を
実
施
す
る
な
ら
ば
加
害
国
の
無
過
失
か
つ
完
全
な
賠
償
義
務
の
肯
定
に
殆
ど
近
い
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
さ
れ

る
o
c
-
Z・
0
2・〉
¥ω
吋
¥
呂
(
邑
∞
N
)

宮
E
-
H
S・
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
(
た
だ
し
、
国
連
総
会
宛
I
L
C
の
作
業
報
告
)
と
(
本
文
で

言
及
し
た
)
共
有
利
益
の
有
無
と
い
う
主
要
因
と
の
関
係
は
な
お
不
明
確
で
あ
る
。

(
部
)
心
回
l
ω
¥品
0

・
本
ト
ピ
ッ
ク
は
無
過
失
賠
償
責
任
原
則
を
直
接
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
。
心
∞
l
h
¥印

(
羽
)
心
∞
九
日
¥
日
目
w
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(却

)ρ
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A
H
¥
印

(
泊
)
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交
渉
義
務
に
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け
る
利
益
バ
ラ
ン
ス
は

E
Z
B巳
R
5
2
2
5
0ご
呂
田
『
白
巴
。
ロ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
達
成
し
え
ず
、
そ
れ
は
公

平
な
損
益
配
分
を
目
的
と
す
る
関
係
国
の
誠
実
な
交
渉
義
務
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
と
。

c
-
Z
-
O
R
-
〉
訟
で

5
2
s
g
u血
E
-
H
5・
同
旨

は、

E--
宮
E
・巴∞・

(泣
)

ρ
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ω
¥
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C
-
ρ

∞』
A
F
¥
A
T

第
四
章

国
際
協
力
義
務
の
構
想
に
関
す
る
若
干
の
論
点

伝
統
的
国
家
責
任
規
則
と
の
関
係

北法40(1・43)43

「
中
間
領
域
」
論
に
対
す
る
批
判

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
条
約
案
は
、
合
法
行
為
に
よ
る
越
境
損
害
に
限
ら
ず
、

( 

ー
) 

そ
の
損
害
が
加
害
国
の
国
際
違
法
行
為
に
よ
っ



説

て
発
生
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
関
係
国
聞
に
意
見
の
対
立
が
あ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
れ
故
、
本
条
約
案
の
対
象
は
国
際
法

論

に
よ
っ
て
明
白
に
違
法
な
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
か
あ
る
い
は
越
境
損
害
の
発
生
を
防
止
す
べ
き
国
家
の
注
意
義
務
の
基
準
が
特

定
さ
れ
な
い
危
険
活
動
で
あ
る
と
い
え
る
。
(
こ
の
よ
う
な
対
象
領
域
は
し
ば
し
ば
唱
弓
包
括
釦
ま
た
は
件
当
日

m
z
gロ
ぬ
と
呼
ば
れ
る
の

で
、
以
下
「
中
間
領
域
」
と
す
る
。
)

右
の
対
象
領
域
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
扱
う
条
約
の
タ
イ
ト
ル
の
な
か
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
語
(
句
)
の
法
的
意
味
に
関
連
し
て

明
確
化
さ
れ
、
「
国
家
が
明
白
に
国
際
法
規
に
違
反
し
た
場
合
に
限
っ
て
そ
の
法
益
侵
害
の
責
任
を
負
う
と
い
う
、
伝
統
的
国
家
責
任
原
則

の
「
厳
格
性
」
を
緩
和
」
し
よ
う
と
す
る
彼
の
国
家
責
任
論
会

E
q
E巴
C
E二宮
σ日
々
)
の
基
本
的
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
前

提
に
対
し
て
、
本
条
約
案
は
国
家
の
違
法
行
為
責
任
に
対
比
さ
れ
る
合
法
行
為
に
関
す
る
国
家
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
規
定
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
批
判
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
国
家
責
任
規
則
と
同
様
に
、
そ
の
条
約
案
の
規
則
を
越
境
損
害
に
つ
い
て
の
事
後
賠
償
責
任
の
内

容
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
「
中
間
領
域
」
の
存
在
を
否
定
す
る
見
解
で
あ
る
。
ア
ケ
ハ

l
ス
ト
(
宮
・
回
・
〉

woyRa)
は
、
本
条
約
案

で
は
「
国
際
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
行
為
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
使
用
し
え
た
こ
と
、
ま
た

I
L
C
の
当
初
の
意
図
(
一
九
七
三
年
)
が

違
法
行
為
に
よ
る
国
家
責
任
と
合
法
行
為
か
ら
生
じ
る
賠
償
責
任
の
区
別
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
理
論
上
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止

さ
れ
な
い
す
べ
て
の
も
の
は
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
他
方
、
許
容
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
本
条

約
案
の
対
象
と
な
る
国
家
の
領
域
内
の
行
為

(
R仲
間
)
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
諸
活
動
(
釦
ロ
可

ECBω
ロ
ω巳
-iq)
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
ア
ウ

ト
ラ
イ
ン
一
節
)
が
、
国
際
法
上
大
多
数
の
違
法
「
行
為
」
は
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
合
法
「
活
動
」
の
実
施
過
程
で
発
生
す
る
。

例
え
ば
、
国
家
領
域
内
に
お
け
る
熔
鉱
所
の
操
業
は
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
許
容
の
事
実
か
ら
操
業
活
動
の
過
程
で
行

わ
れ
る
越
境
効
果
を
伴
う
煤
煙
排
出
行
為
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
排
出
は
国
際
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
活
動
か
ら
発
生
す
る

が
、
し
か
し
排
出
行
為
そ
れ
自
体
が
許
容
さ
れ
な
い
国
際
違
法
行
為
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ア

北法40(1・44)44
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ケ
ハ
l

ス
ト
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
活
動
に
つ
い
て

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
創
設
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
責
任
概
念
は
、

そ
の
よ
う
な
活
動
に
包
摂
さ
れ
る
個
々
の
行
為
に
国
際
違
法
性
を
認
め
る
伝
統
的
責
任
概
念
と
重
な
り
合
う
と
し
、
本
条
約
案
に
規
定
す
る

責
任
概
念
は
合
法
行
為
に
基
づ
く
国
家
の
賠
償
責
任
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
様
の
批
判
は
ハ
ン
ド
ル
(
の
・
回
目
門
出
)
に
み
ら
れ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
条
約
案
の
主
題
は
越
境
損
害
を
賠
償
す
べ
き
国
際
法
上
の
国
家
の
第
一
次
義
務
と
し
て
の
責
任
、
す
な
わ
ち
合
法
行
為

に
基
づ
く
国
家
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、
彼
の
構
想
が
違
法
「
行
為
」
の
認
定
が
困
難
な
ケ
1
ス
に
つ
い
て
、
行
為
の
合
法
違

法
性
の
決
定
を
回
避
す
る
形
で
関
連
の
合
法
「
活
動
L

か
ら
生
じ
る
有
害
結
果
を
規
制
す
る
た
め
の
国
際
法
の
第
一
次
的
規
則
の
創
設
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
概
念
上
、
行
為
の
合
法
|
違
法
性
の
決
定
を
離
れ
て
当
該
行
為
か
ら
成
る
関
連
活
動
を
こ
こ
で
の
規

制
対
象
と
す
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
そ
の
第
一
次
的
規
則
は
理
論
上
伝
統
的
国
家
責
任
の
規
則
(
第
二
次
的
規
則
)
の
適
用
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
(
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
行
為
と
活
動
の
区
別
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
第
一
次
的
規
則
と
第
二
次
的
規
則
の
区
別

が
実
際
に
は
国
際
法
規
の
規
範
性
を
弱
め
る
効
果
を
有
す
る
と
い
う
批
判
が
な
い
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
論
及
す
る
。
)
次
に
、

ハ
ン
ド
ル
の
提
唱
す
る
国
家
の
無
過
失
賠
償
責
任
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
条
約
制
度
は
特
定
の
危
険
活
動
を
対
象
と
す
る
も
の
で

あ
り
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
基
本
的
に
は
関
係
国
の
同
意
な
し
に
そ
の
賠
償
責
任
原
理
を
一
般
化
し
え
な
い
と
す
る
。
特
定
の
規
制
レ
ジ
ー

ム
は
多
種
多
様
な
危
険
な
い
し
損
害
を
扱
う
本
条
約
案
へ
の
導
入
に
な
じ
む
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
現
状
で
は
諸
国
は
無
過
失
賠
償
責
任
の

無
条
件
の
適
用
に
き
わ
め
て
否
定
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
基
本
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、

Q
・
パ
ク

ス
タ
ー
は
、
加
害
行
為
の
合
法
l
違
法
性
の
決
定
す
る
た
め
に
有
用
な
学
説
と
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
は
殆
ど
存
在
し
な
い
と
し
、
現
状
で
は
な

お
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
一
層
の
発
展
を
促
す
国
際
協
力
義
務
の
履
行
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
諸
国
の
現
実
の
プ
ラ
ク
チ
ス
で
は
、
合
法
!
違

法
性
の
不
明
確
な
加
害
活
動
の
実
施
条
件
あ
る
い
は
事
前
・
事
後
の
賠
償
の
引
き
受
け
に
つ
い
て
関
係
国
相
互
の
利
益
調
整
が
行
わ
れ
て
き

北法40(1・45)45



説

た
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
、

(U} 

考
え
る
。

そ
こ
に
本
条
約
案
が
規
定
す
る
こ
つ
の
交
渉
義
務
の
実
施
基
盤
が
あ
る
と

北法40(1・46)46

論

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
が
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
評
価
の
仕
方
に
起
因
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
点
に

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
構
想
の
実
現
の
成
否
を
左
右
す
る
一
つ
の
困
難
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
詳
細
な
検
討
は
別
と
し
て
、

右
の
ハ
ン
ド
ル
で
す
ら
本
条
約
案
が
国
家
の
無
過
失
賠
償
責
任
を
直
接
規
定
し
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
し
か
し
、

Q
・
パ
ク

ス
タ
ー
に
よ
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
評
価
は
国
際
社
会
の
現
況
に
照
ら
し
て
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
人
間
環
境
宣
言
(
一
九
七
二
年
)
で
国
家
は
環
境
損
害
の
事
後
賠
償
に
関
す
る
国
際
法
の
発
展
に
協
力
す
べ
き
義
務
を
認
め
た
(
原
則
二

一
一
)
が
、
そ
の
後
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
に
お
い
て
は
越
境
汚
染
ま
た
は
そ
の
他
の
環
境
損
害
に
関
す
る
事
後
賠
償
の
法
理
は
な
お
未
発
達
で

あ
る
と
す
る
。
ハ
ン
ド
ル
は
、
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
諸
国
が
越
境
損
害
の
発
生
を
防
止
し
な
い
こ
と
に
伴
う
国
際
法
上
の
帰
結
を

明
確
化
し
な
い
顕
著
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
構
想
に
み

ら
れ
る
国
際
協
力
義
務
の
創
設
は
む
し
ろ
今
後
の
関
連
の
国
際
法
規
の
形
成
・
発
展
に
積
極
的
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
評
価
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。本

条
約
案
の
基
本
的
性
格

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
題
に
つ
い
て
は
加
害
行
為
の
合
法
|
違
法
性
を
強
い
て
決
定
す
る
こ
と
な
く
関
係
国
相
互
が
対
立

す
る
利
益
を
調
整
し
て
き
た
と
い
う
「
諸
国
が
通
常
選
好
す
る
行
動
パ
タ
ー
ン
」
(
交
渉
に
よ
る
問
題
解
決
)
に
着
目
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

パ
タ
ー
ン
を
認
め
そ
れ
を
一
層
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
条
約
案
が
そ
う
し
た
機
能
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特

定
種
類
の
越
境
損
害
ま
た
は
危
険
を
規
制
す
る
精
密
な
国
際
法
規
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
規
定
内

( 

一一) 



容
は
そ
の
形
成
過
程
に
適
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
関
係
国
が
個
別
・
具
体
的
な
関
連
事
情
を
公
平
に
考
慮
す
る
際
に
利
用
可
能
な

原
則
ま
た
は
要
因
を
示
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
条
約
案
の
適
用
は
関
係
国
に
よ

る
「
自
発
的
法
創
設
行
為
」
(
〈
。
E
豆
町
宮
自
)
あ
る
い
は
そ
の
自
己
規
制
す
∞
午

zm己
主
吉
ロ
)
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
彼
の
基
本
姿
勢
は
、
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
越
境
損
害
の
規
制
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
見
方
に
も
窺
わ
れ
る
。
国

際
社
会
に
お
け
る
科
学
技
術
の
進
展
に
伴
っ
て
、
い
か
な
る
国
家
も
越
境
損
害
の
危
険
な
し
に
社
会
的
効
用
の
大
き
い
創
造
的
活
動
に
は
従

事
し
得
な
い
今
日
的
状
況
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は
問
題
の
危
険
活
動
か
ら
関
係
国
の
一
方
が
常
に
利
益
を
享
受
し
た
り
そ
の
相
手
国
が
一
方

的
に
損
害
を
負
担
す
る
よ
う
な
単
純
な
事
態
は
稀
で
あ
る
。
か
か
る
相
互
依
存
性
の
増
大
す
る
現
代
社
会
で
は
、
関
係
国
の
双
方
が
多
種
多

様
な
利
害
を
有
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
越
境
損
害
の
国
際
的
規
制
は
個
別
の
事
態
の
特
殊
事
情
に
適
し
た
方
式
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
彼
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
越
境
損
害
は
違
法
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
が
自
動
的
に
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
主
張
は
国
際
社
会
に
お
け
る
進
歩
主
己
目

m
g
u
g唱
2
印
)
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
条
約
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
法
政
策
上
、

他
国
の
越
境
損
害
か
ら
の
自
由
と
両
立
可
能
な
最
大
限
の
行
動
の
自
由
が
国
家
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、

越境損害に関する国際協力義務

危
険
で
は
あ
る
が
有
益
な
活
動
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
か
っ
当
該
活
動
に
起
因
す
る
重
大
損
害
の
発
生
を
放
置
し
な
い
何
ら
か
の
柔
軟
な
法

的
規
則
が
必
要
で
あ
り
、
相
互
依
存
社
会
で
の
複
雑
な
諸
利
益
の
入
念
な
調
整
に
耐
え
る
の
が
関
係
国
相
互
に
要
求
さ
れ
る
国
際
協
力
で
あ

る
と
す
る
。
国
際
法
に
よ
っ
て
明
白
に
禁
止
さ
れ
な
い
危
険
活
動
の
実
施
を
妨
害
す
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
に
十
分
な
救
済

を
付
与
す
る
こ
と
、
こ
れ
は

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
彼
の
五
つ
の
報
告
書
の
な
か
で
繰
り
返
し
強
調
し
た
基
本
的
な
方
針
(
宮
ロ
ミ
色
白
)
で

あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
自
由
の
保
護
に
も
偏
す
る
こ
と
の
な
い
国
際
協
力
義
務
の
履
行
を
要
求
す
る
Q
・
パ
ク
ス
タ

i
の
構
想
(
ア
ウ

に
対
し
て
、
そ
の
規
範
内
容
が
余
り
に
「
許
容
的
」
で
あ
っ
て
越
境
損
害
か
ら
他
国
を
保
護
す
る
に
は
不
十
分
で

ト
ラ
イ
ン
の
規
定
内
容
)



説

あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
の
多
く
は
、
本
条
約
案
の
規
則
が
基
本
的
に
は
損
害
の
事
後
賠
償
責
任
に
限
定
さ
れ
る
べ
き

と
す
る
前
述
の
主
張
と
無
関
係
で
は
な
い
。

論

そ
の
種
の
一
つ
の
批
判
は
、
こ
こ
で
扱
う
危
険
活
動
は
伝
統
的
国
家
責
任
の
規
則
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
本
条

約
案
の
作
成
が
伝
統
的
国
家
責
任
の
成
立
を
可
能
と
す
る
他
の
国
際
法
規
一

ω
一
般
的
規
範
性
を
弱
め
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
シ
ン
ク
レ
ア

(
円
巴
ロ
巳
包
『
)
は
、
加
害
行
為
の
違
法
性
の
認
定
が
真
に
困
難
な
ケ

i
ス
は
別
と
し
て
、
当
該
行
為
の
違
法
性
が
自
明
な
と
き
に
も
関
係
国

聞
に
意
見
の
不
一
致
が
あ
る
と
し
て
こ
の
条
約
案
が
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
伝
統
的
国
家
責
任
が
回
避
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。

(
も
っ
と
も
、
シ
ン
ク
レ
ア
は
領
域
の
非
加
害
利
用
原
則
の
適
用
に
よ
っ
て
国
家
責
任
の
成
立
が
容
易
に
認
定
さ
れ
る
場
合
は
極
め
て
限
定
さ

れ
て
い
る
と
し
て
、
基
本
的
に
は

Q
・
パ
ク
ス
タ

i
の
構
想
を
支
持
す
る
。
)
類
似
の
見
解
は
マ
グ
ロ
ウ
(
ロ
∞
・
富
山
唱
。
巧
)
に
み
ら
れ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
本
条
約
案
の
一
つ
の
利
点
は
加
窓
口
行
為
ま
た
は
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
の
合
法
l
違
法
性
の
困
難
な
決
定
を
回
避
し
関
係
国

の
交
渉
に
よ
る
問
題
解
決
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
が
、
第
一
交
渉
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
た
活
動
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害

に
国
際
違
法
性
を
認
め
う
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
第
二
交
渉
義
務

ω履
行
過
程
で
加
害
国
に
よ
る
金
銭
賠
償
を
条
件
に
そ
の
活
動
の

継
続
を
許
容
す
る
よ
う
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
規
定
内
容
は
疑
問
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
こ
れ
は
、
被
害
国
の
事
前
の
同
意
(
特
別
条
約
の
締
結
)

は
行
為
の
違
法
性
阻
却
を
可
能
と
す
る
が
、
事
後
の
同
意
は
違
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
放
棄
を
認
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立

場
か
ら
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
本
ト
ピ
ッ
ク
の
対
象
を
国
際
法
上
合
法
な
行
為
に
起
因
す
る
越
境
損
害
に
限
定
す
べ
き
と
す
る
ア
ケ
ハ

l
ス
ト

の
見
解
も
、
基
本
的
に
は
同
様
の
問
題
提
起
に
つ
う
じ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
の
基
礎
は
国
際
環
境
損
害
の
発
生
で
あ
り
、
そ

さ
て
、

れ
に
関
す
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
で
表
明
さ
れ
た
国
際
法
規
の
大
多
数
は
加
害
国
の
「
非
加
害
の
義
務
」
に
関
係
づ
け
て
(
古
門
司
自
由
。

Z
借
同

ロ。丹

Z
E
-自白
m
o
F
m
g
i
gロ
B
g円
)
定
式
化
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
本
条
約
案
で
規
制
さ
れ
る
と
す
る
多
く
の
ケ
ー

ス
は
右
の
国
際
義
務
の
違
反
に
基
づ
く
伝
統
的
国
家
責
任
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
と
い
日
r
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こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
1
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
こ
の
条
約
案
の
規
則
は
従
来
の
国
家
責
任
の
規
則
が
適
用
さ
れ

る
ケ
1
ス
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
明
白
な
主
権
侵
害
と
な
る
越
境
損
害
の
発
生
に
は
国
際
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

違
法
性
が
不
明
確
な
場
合
に
、
通
常
の
国
家
責
任
規
則
の
適
用
を
離
れ
て
本
条
約
案
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
と
。
従
っ
て
、
違
法
行
為
の
存

在
を
前
提
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
国
家
責
任
の
法
体
系
と
本
条
約
案
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
新
し
い
責
任
の
レ
ジ
ー
ム
は
何
ら
相
互
に
排
他
的

関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う

E
o
z
z
o
弔
問
吉
自
由
一
色

c
c
z
m
z
m
t
E
g
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
シ
ン
ク
レ
ア
に

越境損害に関する国際協カ義務

よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
問
題
点
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
越
境

損
害
の
被
害
国
は
伝
統
的
国
家
責
任
規
則
と
本
条
約
案
の
規
定
の
い
ず
れ
に
基
づ
い
て
紛
争
を
解
決
す
る
か
を
選
択
で
き
る
と
す
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
に
越
境
損
害
の
発
生
を
め
ぐ
る
国
際
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
彼
の
政
策
的
配
慮
が
介
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
重
大
な
主
権
的
利

益
の
調
整
を
め
ぐ
る
国
際
紛
争
の
第
三
者
解
決
は
常
に
例
外
的
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
国
家
が
相
互
に
利
用
可
能
な
紛
争
解
決
の
手
続
を
設

け
る
ご
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
、
領
域
管
理
責
任
原
則
の
個
別
事
態
へ
の
適
用
を
め
ぐ
る
紛
争
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
関
係
国

は
重
大
損
害
惹
起
の
禁
止
原
則
を
認
め
つ
つ
加
害
行
為
の
違
法
性
を
回
避
す
る
形
で
具
体
的
な
利
益
調
整
を
試
み
て
き
た
ケ
1
ス
が
少
な
く

な
い
と
い
う
。
危
険
活
動
の
実
施
な
い
し
そ
れ
に
よ
る
損
害
ま
た
は
危
険
の
防
止
・
救
済
に
関
す
る
国
際
紛
争
に
お
い
て
は
、
関
係
国
の
一

方
が
問
題
の
活
動
の
禁
止
あ
る
い
は
損
害
発
生
の
違
法
性
を
主
張
す
る
な
ら
ば
双
方
に
と
っ
て
満
足
な
解
決
に
到
達
す
る
こ
と
は
実
際
不
可

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
く
り
返
し
強
調
す
る
な
ら
ば
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
構
想
に
お
い
て
も
、
国

山
中
庇
で
あ
ろ
う
、

家
が
自
ら
を
国
際
違
法
行
為
に
よ
る
越
境
損
害
の
被
害
国
と
考
え
る
と
き
に
は
、
伝
統
的
国
家
責
任
の
規
則
に
基
づ
い
て
国
際
請
求
を
提
起

し
、
加
害
国
に
対
し
当
該
事
態
の
改
善
を
要
求
し
う
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。
(
な
お
、
以
上
の
問
題
提
起
の
重
要
性
は
こ
の
条
約
案
の

適
用
に
関
す
る
紛
争
の
第
三
者
解
決
規
定
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
八
節
)
の
導
入
の
成
否
に
も
左
右
さ
れ
よ
う
が
、

欠
く
も
の
で
あ
り
従
来
の

I
L
C
の
審
議
に
お
い
て
も
殆
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
)
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」
の
規
定
は
具
体
的
内
容
を
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こ
う
し
て
、
本
条
約
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
危
険
活
動
の
実
施
条
件
あ
る
い
は
そ
の
活
動
に
伴
う
重
大
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
関
係

国
が
公
平
な
問
題
解
決
に
達
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
た
め
の
手
続
的
措
置
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

論

こ
の
条
約
案
が
法
の
強
制
的
性
格
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
の
説
得
性
、
す
な
わ
ち
法
が
提
示
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
交
渉
に
よ
る
解
決

(
口
高
♀
U
Z
己
目
E
O
B
g
C
を
重
視
し
、
関
係
当
事
国
の
権
利
義
務
関
係
の
明
確
化
を
目
的
と
す
る
m
g
p
告
胃
S
与
に
依
拠
す
る
こ
と

に
よ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
構
想
は
、
従
来
の
厳
格
な
国
家
責
任
規
則
の
適
用
が
困
難
な
加
害
行
為
ま
た

北法40(1・50)50

は
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
を
規
制
す
る
一
つ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
実
現
に
は
、
以
上
に
見
た
よ
う
な

伝
統
的
国
家
責
任
規
則
と
の
関
係
で
い
く
つ
か
の
困
難
が
あ
る
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ミ
・
国
家
責
任
の
伝
統
的
規
則
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
加
害
行
為
の
合
法

l
違
法
性
の
決
定
と
い
う
困
難
な
問
題
よ
り
も
、
む

し
ろ
他
国
に
対
す
る
十
分
な
保
護
を
条
件
に
危
険
活
動
の
実
施
を
認
め
る
よ
う
な
合
意
達
成
を
助
け
る
の
が
本
条
約
案
(
代
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手
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(お

)
Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
諸
国
は
特
定
活
動
に
つ
い
て
予
見
さ
れ
る
損
害
の
重
大
性
に
照
ら
し
て
危
険
活
動
の
実
施
条
件
に
合
意
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
相
対
立
す
る
利
益
を
調
整
し
て
き
た
が
(
円
円
。
∞
ム
¥
ま
)
、
こ
の
調
整
の
結
果
は
実
際
に
は
当
該
活
動
な
い
し
そ
れ
に
起
因
す
る

損
害
の
合
法
|
違
法
性
の
決
定
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
0
0
回

ω
¥
5・
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
特
定
の
ケ

l
ス
で
損
害
の
重
大
性
と

そ
の
他
の
関
連
要
因
(
保
護
す
べ
き
権
益
)
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
密
な
規
制
レ
ジ
ー
ム
(
特
別
条
約
)
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
潜

在
的
に
違
法
な
加
害
活
動
も
関
係
国
の
間
の
合
意
を
媒
介
に
そ
の
違
法
性
が
阻
刻
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
権
利
侵
害
行
為
に

対
す
る
被
害
国
の
事
後
の
同
意
は
加
害
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
し
え
ず
、
賠
償
責
任
の
放
棄
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
国

家
責
任
の
法
理
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、

Q
-
パ
ク
ス
タ
l
の
示
す
第
二
交
渉
義
務
と
の
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係
で
複
雑
な
問
題
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
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国
家
の
注
意
義
務
内
容
の
客
観
化
傾
向
と
の
関
係

越境損害に関する国際協力義務

国
際
協
力
義
務
の
実
効
性

現
在
、
国
際
法
上
特
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
危
険
活
動
に
起
因
す
る
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
、
国
家
が
こ
れ
を
防
止
す
べ
き
注
意
義
務
の

内
容
を
客
観
化
し
、
当
該
国
家
の
違
法
行
為
責
任
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
構
想
も
こ
の
よ
う
な
国
際
法

の
発
展
方
向
と
無
関
係
で
は
な
い
。
右
の
活
動
の
多
く
は
重
大
損
害
の
発
生
を
も
た
ら
す
危
険
性
を
有
す
る
が
そ
の
社
会
的
効
用
も
否
定
し

え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
種
の
活
動
に
伴
う
損
害
の
発
生
は
最
高
水
準
の
科
学
的
知
識
を
も
っ
て
し
で
も
予
見
・
防
止
し
え
な
い
の
が
通
例
で

あ
る
。
従
っ
て
、
一
般
に
は
、
か
か
る
活
動
な
い
し
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
明
白
に
国
際
法
に
違
反
し
た
と
し
て
そ
の
違
法
行

為
責
任
を
追
及
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
国
家
の
注
意
義
務
を
従
来
の
国
家
責
任
論
の
も
と
で
高
度
な

も
の
に
し
そ
の
違
反
に
国
際
違
法
行
為
の
成
立
を
認
め
よ
う
と
す
る
主
張
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
危
険
活
動
の
実
施
を
禁
止
す
る
こ
と
な
く
(
多

く
の
場
合
に
そ
の
禁
止
は
困
難
で
あ
る
て
そ
の
実
施
に
先
立
っ
て
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
関
係
国
に
義
務
づ
け
(
「
実
施
・
方
法

の
義
務
」
)
、
か
っ
そ
の
違
反
に
伴
う
損
害
発
生
に
加
害
国
の
違
法
行
為
責
任
を
認
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
こ
で
関
係
国
に
要
求
さ

れ
る
具
体
的
措
置
の
内
容
は
、
損
害
発
生
の
危
険
の
事
前
通
報
と
そ
の
危
険
評
価
に
基
づ
く
事
前
の
防
止
・
賠
償
措
置
に
関
す
る
協
議
の
措

置
で
あ
り
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
示
し
た
第
一
交
渉
義
務
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。
国
家
の
注
意
義
務
内
容
を
損
害
の
発

生
前
に
客
観
的
に
確
定
さ
せ
る
点
に
お
い
て
、
領
域
管
理
責
任
原
則
の
現
代
的
機
能
を
強
調
す
る
Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
構
想
に
つ
う
じ
る
も

の
が
あ
る
と
い
え
る
。

北法40(1・53)53

( 

ー
) し

か
し
、
危
険
活
動
の
実
施
を
制
約
す
る
右
の
国
家
の
注
意
義
務
は
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
本
条
約
案
の
規
定
と
類
似
す
る
が
、
そ
の
法

的
効
果
に
お
い
て
当
該
規
定
と
異
な
る
。
こ
れ
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
実
効
性
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、

I
L
C
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ



説

た
論
点
で
あ
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
1
は
本
条
約
案
に
規
定
す
る
第
一
交
渉
義
務
の
不
履
行
が
直
接
に
国
家
責
任
の
発
生
を
も
た
ら
さ
な
い
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
損
害
ま
た
は
危
険
の
通
報
に
と
も
な
っ
て
防
止
・
賠
償
の
救
済
措
置
を
提
示
す
べ

き
義
務
(
一
一
節
、

1

2

)
、
国
家
の
安
全
・
事
業
活
動
の
機
密
保
護
を
理
由
に
関
連
情
報
を
提
供
し
え
な
い
こ
と
の
通
報
義
務
(
二
節
、

3
)

お
よ
び
事
実
認
定
機
関
設
立
の
協
力
義
務
(
二
節
、

5
)
の
不
履
行
は
そ
れ
自
体
い
か
な
る
訴
権
(
ユ
m
Z
え

ω己
目
。
ロ
)
も
発
生
さ
せ
る
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
(
二
節
、

8
)
。
さ
ら
に
、
事
実
認
定
機
関
の
設
立
が
不
可
能
な
場
合
に
関
係
国
の
一
方
の
要
請
で
生
じ
る
特
別
条
約

締
結
の
た
め
の
交
渉
義
務
(
三
節
、
-
)
の
不
履
行
に
つ
い
て
も
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
訴
権
は
発
生
し
な
い
と
さ
れ
る
(
三
節
、

4
)
。
第

一
交
渉
義
務
の
法
的
効
果
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
前
述
の
中
間
領
域
に
お
け
る
国
家
間
協
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
寝

先
さ
せ
よ
う
と
す
る

Q
・
パ
ク
ス
タ

i
の
基
本
姿
勢
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
実
際
、
彼
は
、
第
一
交
渉
義
務
の
不
履
行
に
強
い
法
的
効
果

(
国
際
義
務
違
反
に
よ
る
国
家
責
任
)
を
認
め
る
こ
と
が
危
険
活
動
の
実
施
条
件
に
関
す
る
合
意
形
成
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す

お
r

こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
交
渉
義
務
が
関
係
国
間
で
の
協
力
の
義
務
を
強
調
す
る
こ
と
は
特
別
条
約
の
締
結
の
増
加
に
伴
う
将
来
の
慣
習

法
の
形
成
に
は
有
用
で
あ
る
が
、
第
一
交
渉
義
務
の
な
か
に
は
既
に
確
立
し
た
国
際
慣
習
法
規
が
存
在
す
る
の
で
そ
の
違
反
に
国
家
責
任
を

認
め
な
い
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
問
題
は
、
手
続
的
義
務
の
機
能
を
実
体
的
権
利
義
務
関
係
の
明

確
化
に
限
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
伝
統
的
国
家
責
任
規
則
の
適
用
と
結
び
つ
け
て
捉
え
る
か
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー

は
前
者
の
機
能
を
重
視
し
、
国
際
協
力
の
遂
行
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
後
者
の
主
張
を
退
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
国
家
責
任
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
発
展
し
て
き
た
危
険
活
動
に
関
す
る
「
実
施
・
方
法
の
義
務
L

は
必
ず
し
も
Q
-

パ
ク
ス
タ
ー
が
提
案
し
た
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
規
定
(
第
一
交
渉
義
務
)
と
同
一
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
両
者
の
規
定
内
容
は
と
も
に
国
際

法
の
第
一
次
的
規
則
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
国
家
の
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
第
一
次
義
務
の
不
履
行
に
通
常
の
国
家
責

任
規
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
的
に
排
除
す
る
。
こ
れ
は
、
問
題
の
加
害
活
動
が
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い

論
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て
関
係
国
の
任
意
の
法
的
判
断
・
対
応
を
重
視
し
つ
つ
(
第
三
章
の
ニ
て
ひ
と
た
び
関
連
の
危
険
活
動
に
つ
い
て
本
条
約
案
に
基
づ
く
紛
争

の
解
決
を
選
択
し
た
当
事
国
に
は
自
発
的
誠
意
に
基
づ
く
積
極
的
な
協
力
義
務
(
第
一
交
渉
義
務
)
の
履
行
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で

あ
ろ
う
。

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
規
定
で
み
た
よ
う
に
(
第
三
章
の
三
(
三
)
)
、
第
一
交
渉
義
務
の
履
行
態
様
は
第
二
交
渉
義
務
に
お
け
る

事
後
賠
償
問
題
の
解
決
に
お
い
て
賠
償
義
務
の
有
無
の
推
定
に
不
利
な
法
的
効
果
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
問
題
は
、
こ
の
程
度
の
限
定
さ

れ
た
法
的
効
果
が
関
係
国
に
よ
る
第
一
交
渉
義
務
の
履
行
を
担
保
す
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
ハ
ン
ド
ル
は
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
起
し
、

も
っ
と
も
、

越境損害に関する国際協力義務

第
一
交
渉
義
務
に
規
定
す
る
手
続
的
義
務
の
不
履
行
に
は
因
果
関
係
の
存
在
を
前
提
に
通
常
の
国
家
責
任
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
し
、
本
条
約
案
は
合
法
行
為
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
い
て
無
過
失
賠
償
責
任
(
田
三
の
こ
E
E
-
-
q
)
を
直
接
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
。
こ
の
間
題
は
Q
・
パ
ク
ス
タ
l
の
構
想
の
実
効
性
を
考
え
る
際
に
無
視
し
え
な
い
重
要
性
を
有
す
る
。
そ
の
構
想
で
は
越
境
損
害
の
事

後
賠
償
よ
り
も
、
む
し
ろ
損
害
の
防
止
ま
た
は
最
小
化
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
関
係
国
の
協
力
に
よ
っ
て
将
来
発
生
し
う
る

損
害
に
備
え
た
適
切
な
保
護
措
置
を
決
定
し
合
意
さ
せ
る
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
っ
た
。
と
く
に
そ
の
保
護
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

(
一
つ
の
交
渉
指
針
と
し
て
で
は
あ
る
が
)
事
前
の
賠
償
確
約
は
広
義
の
防
止
措
置
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
と
し
(
防
止
と
賠

償
の
複
合
性
)
、
事
後
賠
償
の
措
置
が
実
行
可
能
な
防
止
措
置
の
安
価
な
代
替
物
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
環
境
保
護
の
基
本
姿
勢
が

強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
第
一
交
渉
義
務
の
履
行
が
容
易
に
無
視
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ハ
ン
ド
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

問
題
解
決
の
場
は
多
く
の
ケ
1
ス
で
損
害
発
生
後
の
第
二
交
渉
義
務
の
履
行
過
程
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
今
後
の
重
要
な

検
討
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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(
1
)
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
と
く
に
一

O
Oよ
三
八
、
三
三
O
f
三
三
九
頁
参
照
。
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(
2
)
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
一
二
、
一
九
、
五
三
、
六
一
頁
参
照
。

(
3
)
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
五
五
、
五
八
五
九
、
一

O
二
頁
参
照
。

(
4
)
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
一

O
二
、
三
四

O
頁
参
照
。

(
5
)
本
稿
、
第
三
章
の
こ
を
参
照
。

(
6
)
こ
れ
ら
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。

J

『巾同門
σ
o
o
w
o
同
H
H
h
(
U
W
H甲
山
山

N
1

回
目
丹
N
N
品l
N
N
印・

(7)
心
切
印
¥
ミ
・
関
係
国
の
〈
。
E
E
R
g
B
に
依
拠
す
る
本
条
約
案
は
、
彼
ら
の
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
諸
条
件
を
規
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
国
家
が
「
公
平
な
解
決
」
に
到
達
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
由
か
ら
第
一
交
渉
義
務
の
違
反
に
「
強
い
法
的

効
果
」

(
E
B
Z
官
-
8
5
2
5
R巾
)
を
付
着
さ
せ
な
い
と
。

(8)
心
∞
l

印
¥
ミ
・
な
お
、
山
本
教
授
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
国
家
責
任
の
成
立
に
直
結
す
る
「
実
施
・
方
法
の
義
務
」
の
設
定
に
消
極
的
な
場
合
が
あ
る

と
し
、
そ
れ
は
国
家
の
安
全
保
障
を
目
的
と
し
国
家
の
直
接
の
責
任
の
下
に
行
わ
れ
る
核
兵
器
実
験
、
気
象
変
更
実
験
な
ど
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

山
本
草
二
、
前
掲
書
、
五
五
頁
参
照
。
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責
任
帰
属
の
要
件

本
条
約
案
の
規
定
内
容
が
国
家
の
注
意
義
務
の
客
観
化
の
傾
向
の
な
か
で
提
起
す
る
第
二
の
問
題
は
、
私
人
行
為
の
国
家
へ
の
責
任
帰
属

要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
な
伝
統
的
国
家
責
任
規
則
の
も
と
で
主
張
さ
れ
る
国
家
の
特
別
な
注
意
義
務
は
、
国
家
の
管
轄
す

る
領
域
内
に
お
け
る
私
人
な
い
し
私
企
業
の
活
動
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
提
唱

す
る
国
際
協
力
義
務
の
設
定
が
こ
う
し
た
傾
向
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
有
名
な
ト
レ
イ
ル
・
ス
メ
ル
タ
1

事
件
の
判
決
ご
九
四
一
年
)
で
は
、
国
家
は
そ
の
領
域
を
使
用
し
た
り
ま
た
は
使
用
を
許
す
に
際
し
て
'
寸
私
人
の
活
動
」
の
結
果
が
他
国

領
域
内
に
重
大
な
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
防
止
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
。
が
、
こ
の
防
止
義
務
が
既
存
の
産
業
慣
行
に
よ
っ
て
十

分
に
予
見
し
え
な
い
重
大
損
害
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
た
め
、
現
在
、
私
人
の
危
険
活
動
の
実
施
基
準
な
い
し
そ

れ
に
起
因
す
る
損
害
の
賠
償
の
確
約
な
ど
に
関
す
る
関
係
国
の
事
前
の
交
渉
・
協
議
の
義
務
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
が

み
ら
れ
る
。
既
に
み
た
よ
う
に

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
構
想
は
か
か
る
規
制
方
式
に
類
似
す
る
が
、
そ
の
目
的
・
機
能
お
よ
び
法
的
効
果
の
点

( 

一一、ー〆

越境損害に関する国際協力義務

で
異
な
る
。
か
く
し
て
、
次
の
問
題
は
、
彼
が
提
唱
す
る
国
際
協
力
義
務
に
伝
統
的
責
任
帰
属
の
要
件
が
妥
当
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

Q
-
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
条
約
案
は
、
他
国
の
領
域
ま
た
は
管
理
下
に
あ
る
人
ま
た
は
物
に
損
害
を
も
た
ら
す
か
ま
た
は
も
た
ら

し
う
る
よ
う
な
国
家
の
領
域
ま
た
は
管
理
下
で
行
わ
れ
る
諸
活
動
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
、
こ
の
活
動
は
人
間
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
(
自
可

E
B告
白
色
i
q
)
を
含
む
と
さ
れ
る
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
一
節
、

1
1
2
)
。
従
っ
て
、
こ
の
条
約
案
に
基
づ
く
国
家
の
責
任
。
己

2
E
Z
Sと

]一与一
E
q
)
は
次
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
の
私
人
の
活
動
に
つ
い
て
発
生
す
る
と
い
え
る
。

(
1
)
第
一
は
、
国
家
の
領
域
管
轄
権
に
服
す
る
地

域
会
常
ユ
吉
『
可
)
で
実
施
さ
れ
る
私
人
の
活
動
が
他
国
に
越
境
損
害
を
も
た
ら
す
か
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

(
2
)
第
二
は
、
国

北法40(1・57)57

家
の
領
域
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、

そ
の
国
家
の
実
質
的
な
管
理
(
印
与
∞

Z
E
E
-
S
E
E
-
)
の
も
と
で
私
人
が
行
う
活
動
が

右
と
同
様
の
越
境
損
害
を
発
生
さ
せ
る
か
そ
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
(
な
お
、
国
家
の
管
理
に
服
す
る
船
舶
・
航
空
機
で
行
わ
れ
る



説

活
動
は
、
無
害
通
行
中
の
船
舶
と
他
国
の
許
可
を
え
て
そ
の
他
国
領
域
内
を
飛
行
中
の
航
空
機
に
よ
る
活
動
を
除
い
て
、

領
域
ま
た
は
管
理
下
で
も
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
)
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
一
節
、

2
0
)

い
か
な
る
他
国
の

北法40(1・58)58

論

こ
の
よ
う
に
国
家
「
領
域
」
内
お
よ
び
そ
の
「
管
理
」
下
の
主
権
の
行
使
は
そ
こ
で
行
わ
れ
る
私
人
の
危
険
活
動
に
つ
い
て
本
条
約
案
に

よ
る
制
限
を
受
け
る
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
主
権
の
排
他
性
に
基
づ
い
て
そ
の
領
域
主
権
ま
た
は
管
理
に
服
す
る
活
動
が

も
た
ら
す
「
物
理
的
な
現
象
」
(
芸

3-s-日
吉
山
内

g
g己
。
ロ
凹
)
を
規
制
す
べ
き
一
般
的
義
務
を
課
さ
れ
、
こ
の
現
象
が
国
家
機
関
の
活
動
に

よ
っ
て
発
生
す
る
か
、
そ
れ
と
も
私
人
の
活
動
に
よ
る
か
は
基
本
的
に
区
別
し
な
い
と
さ
れ
る
。
伝
統
的
な
国
際
法
に
よ
れ
ば
国
家
は
原
則

と
し
て
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
直
接
に
は
国
家
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
、
国
家
は
そ
の
私
人
の
加
害
行
為
を
防
止

す
べ
き
相
当
な
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
き
に
の
み
有
責
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
本
条
約
案
で
そ
の
よ
う
な
従

来
の
責
任
帰
属
の
要
件
を
認
め
な
い
。
そ
の
条
約
案
が
規
定
す
る
国
家
の
義
務
は
伝
統
的
国
家
責
任
の
規
則
が
適
用
さ
れ
な
い
か
ま
た
は
関

係
国
が
そ
の
適
用
を
西
遊
す
る
よ
う
な
事
態
を
扱
う
の
で
、
責
任
帰
属
の
問
題
は
伝
統
的
規
則
と
は
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
相
当
注
意
義
務
は
侵
害
発
生
の
予
見
可
能
性
を
前
提
に
具
体
的
事
情
を
考
慮
し
た
適
切

な
措
置
を
国
家
に
要
求
す
る
に
と
ど
ま
り
予
め
そ
の
防
止
措
置
が
特
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
通
常
予
見
不
能
な
重
大
損

害
の
発
生
に
こ
の
伝
統
的
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
条
約
案
は
広
く
予
見
さ
れ
る
損

害
発
生
に
つ
い
て
国
家
の
注
意
義
務
を
事
前
に
確
定
す
る
た
め
の
国
際
協
力
義
務
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー

に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
際
協
力
義
務
は
必
ず
し
も
伝
統
的
責
任
の
規
則
と
直
結
し
な
い
国
際
法
の
第
一
次
的
規
則
で
あ
り
、
か
か
る
協
力
義
務

の
も
と
で
は
国
家
は
そ
の
領
域
内
で
排
他
的
規
制
権
能
を
有
す
る
以
上
、
そ
れ
に
関
連
す
る
事
柄
に
起
因
す
る
物
理
的
な
越
境
効
果
に
第
一

次
的
な
責
任
を
負
う
(
円
。
E
m
E
℃吋

E
R正
4
2
0
5
z
z
o
向。吋

F
O
吾
吉
習
吾
巳

E
召

2
4
1吾
吉
吾
包
円
。
者
ロ

Z
E
Zユ
g)
と
さ
れ

る
。
要
す
る
に
、
国
家
は
こ
の
条
約
案
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
そ
の
領
域
内
ま
た
は
管
理
下
の
危
険
活
動
に
起
因
す
る
一
切
の
損
害
ま
た
は



越境損害に関する国際協力義務

危
険
に
つ
い
て
(
潜
在
的
)
被
害
国
と
交
渉
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
す
る
。
そ
の
活
動
主
体
は
国
家
機
関
に
限
ら
れ
ず
私
人
を
含
む
と
い
う

意
味
で
、
伝
統
的
な
国
家
責
任
規
則
を
離
れ
た
広
い
責
任
帰
属
の
要
件
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

他
方
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
基
本
が
伝
統
的
国
家
責
任
と
は
区
別
さ
れ
る
国
家
の
交
渉
義
務
に
あ
る
と
は
い
え
、
私
人
の
活
動
を
国
家
に
直

接
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
慎
重
な
見
解
が
な
い
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
シ
ン
ク
レ
ア
の
意
見
が
そ
れ
で
あ
る
。
帰
属
の
要
件
に
つ
い
て
多
く
の

条
約
例
は
国
家
自
ら
危
険
活
動
に
従
事
す
る
か
、
ま
た
は
私
人
の
加
害
活
動
に
国
家
が
相
当
程
度
の
積
極
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぽ
す
こ
と

を
条
件
に
国
家
へ
の
責
任
の
帰
属
を
認
め
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
条
件
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
上
記
の
よ
う
な
広
い
責
任
帰
属
の
要
件
が
妥

当
す
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
本
条
約
案
で
こ
の
問
題
を
安
易
に
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
と
り
わ
け
、
領
域
内
私
人

活
動
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
こ
の
条
約
案
で
国
家
は
そ
の
「
管
理
」
下
の
私
人
活
動
に
起
因
す
る
す
べ
て
の
有
害
結
果
に
つ
い
て
責
任
を

負
う
も
の
で
は
な
く
、
損
害
ま
た
は
危
険
に
関
す
る
他
国
か
ら
の
通
告
(
一
応
の
予
見
可
能
性
)
が
あ
る
に
せ
よ
、
国
家
が
そ
の
管
理
下
の

活
動
か
ら
生
じ
る
一
切
の
危
険
を
了
知
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
私
人
活
動
に
対
す
る
国
家
の
領
域
内
支
配
と
そ

の
属
人
的
管
理
・
規
制
の
聞
に
は
そ
の
方
法
・
手
段
に
お
い
て
相
当
の
差
異
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

シ
ン
ク
レ
ア
の
意
見
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
条
約
案
で
責
任
帰
属
の
要
件
を
厳
格
に
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
若
干
問
題
で

し
か
し
、

あ
ろ
う
。
こ
の
条
約
案
の
目
的
が
通
常
の
事
後
賠
償
責
任
の
問
題
と
は
異
な
る
よ
う
な
、
む
し
ろ
国
際
協
力
義
務
の
履
行
を
命
ず
る
こ
と
に

あ
る
と
し
、
特
別
条
約
の
締
結
に
向
け
て
の
交
渉
義
務
に
新
た
な
責
任
帰
属
の
要
件
を
創
設
す
る
こ
と
は
、
そ
の
限
り
で
不
可
能
で
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
交
渉
義
務
の
設
定
に
よ
る
重
大
損
害
の
防
止
機
能
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
少
な
く
と
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も
国
家
の
領
域
内
で
認
知
さ
れ
る
危
険
は
私
人
活
動
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
れ
、
広
い
範
囲
で
事
前
の
利
益
調
整
義
務
の
対
象
と
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
関
す
る
説
明
を
み
る
限
り
、
国
家
が
広
い
責
任
帰
属

の
要
件
に
服
す
る
と
し
て
も
、
第
一
交
渉
義
務
で
設
定
さ
れ
る
条
約
上
の
事
後
賠
償
責
任
の
主
体
は
必
ず
し
も
そ
の
国
家
に
限
定
さ
れ
な
い



説

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
関
係
国
の
協
議
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
民
事
責
任
型
条
約
あ
る
い
は
混
合
責
任
条
約
の
締
結
も
可
能
と

さ
れ
る
。
こ
う
し
て
問
題
は
、
責
任
帰
属
の
要
件
を

(
1
)
従
来
の
国
家
責
任
規
則
に
従
っ
て
厳
格
に
国
家
の
管
理
の
程
度
・
手
段
に
応
じ

た
形
で
設
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
主
張
す
る
よ
う
に
、

(
2
)
本
条
約
案
の
目
的
・
機
能
を
強
調
し
て
国
家
は
そ
の
排
他

論

的
主
権
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
領
域
内
(
文
は
管
理
下
)
で
行
わ
れ
る
一
切
の
活
動
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
こ
の
条
約
案
で
課
さ
れ
る
よ
う

な
他
国
法
益
配
慮
の
義
務
を
負
う
と
認
め
る
か
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
本
条
約
案
の
目
的
が
関
係
国
の
交
渉
・
協
議
の
促
進
に
あ
る
と
し
て
も
、
国
家
の
(
属
人
的
)
「
管
理
」
に
服
す
る
私
人
の
活

動
に
つ
い
て
ど
の
程
度
ま
で
責
任
帰
属
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
る
か
、
は
相
当
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
ア
ウ
ト
ラ
イ

ン
に
規
定
す
る
「
実
質
的
管
理
」
の
程
度
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
私
人
の
国
家
「
領
域
」
内
活
動
に
比
較
し
て
、
公
海
・
深
海
海
底
な
ど

そ
の
「
管
理
」
下
の
活
動
に
つ
い
て
は
国
家
の
実
効
的
支
配
の
程
度
が
弱
い
こ
と
は
疑
い
な
く
、
現
行
の
国
家
責
任
の
規
則
は
こ
の
よ
う
な

国
家
の
「
管
理
」
下
に
あ
る
私
人
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
国
家
の
直
接
的
な
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

特
別
の
条
約
規
定
で
私
人
の
加
害
行
為
を
す
べ
て
国
家
の
行
為
と
み
な
す
か
、
あ
る
い
は
そ
の
行
為
に
対
す
る
国
家
の
注
意
義
務
が
条
約
で

定
型
化
さ
れ
そ
の
履
行
確
保
を
国
家
に
義
務
づ
け
な
い
限
り
、
そ
の
種
の
国
家
責
任
へ
の
帰
属
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
!
の
基
本
的
立
場
は
、
国
家
「
領
域
L

内
の
私
人
活
動
に
関
す
る
と
同
様
に
、
こ
う
し
た
現
行
国
際
法
規
の
不
備
を
補
填
す

る
た
め
に
国
家
「
管
理
」
下
の
私
人
の
活
動
に
つ
い
て
も
緩
和
さ
れ
た
帰
属
要
件
を
導
入
し
、
関
係
国
の
協
力
(
合
意
)
に
よ
っ
て
私
人
活

動
に
関
す
る
国
家
の
多
様
な
賠
償
責
任
の
導
入
・
注
意
義
務
の
定
型
化
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
本
条

約
案
の
機
能
は
現
行
の
国
家
責
任
規
則
を
害
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
補
助
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
・
機
能
を
強
調
す
る
な
ら

ば
、
も
は
や
厳
格
な
帰
属
要
件
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
本
旨
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
学
説
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
国
際
法
上
「
合
法
な
」
行
為
に
つ
い
て
成
立
す
る
国
家
責
任
(
事
後
賠
償
責
任
)
に
つ
い
て
こ
の
責
任
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ア
ケ
ハ

l
ス
ト
は
、
合
法
行
為
に
基
づ
く
帰
属
要
件
は
関
連
の
国
際
法
規
の

ハ
ン
ド
ル
は
私
人
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
「
高
度
の
危
険
性
を
内
蔵
す
る
危
険
活
動
」
に
つ
い

帰
属
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、

個
別
的
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
、

越境損害に関する国際協力義務

て
は
国
家
の
直
接
の
無
過
失
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
。
ハ
ン
ド
ル
は
こ
の
よ
う
な
危
険
活
動
の
実
施
は
少
な
く
と
も
国
家
(
管

理
国
)
の
事
前
の
許
可
ま
た
は
事
後
の
監
督
に
服
す
る
の
で
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
発
生
に
国
家
の
直
接
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
(
事

後
賠
償
)
責
任
の
直
接
的
帰
属
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
は
既
述
の
よ
う
に
、
本
条
約
案
に
い
う
国
家
責
任
を
必
ず
し
も

「
合
法
」
行
為
に
基
づ
く
国
家
の
事
後
賠
償
責
任
と
捉
え
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
基
本
的
前
提
に
関
す
る
問
題
の
解
決
い
か
ん
に
よ
っ
て
こ

の
条
約
案
の
責
任
帰
属
要
件
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
、
と
し
か
い
え
な
い
の
が
現
状
に
即
し
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、

Q
・パ

ク
ス
タ
l
の
国
際
協
力
義
務
の
導
入
を
認
め
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
国
家
の
「
領
域
」
内
の
私
人
活
動
か
ら
区
別
し
て
、
彼
が
そ

の
「
管
理
」
下
の
私
人
活
動
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
と
し
た
管
理
の
寸
実
質
性
」
の
基
準
の
具
体
化
が
当
面
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
右
の
ハ
ン
ド
ル
の
許
可
・
監
督
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
規
制

さ
れ
る
べ
き
活
動
は
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
(
ハ
ン
ド
ル
が
定
型
的
に
捉
え
る
よ
う
な
)
「
高
度
の
危
険
性
を
内

蔵
す
る
活
動
」
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
中
間
領
域
」
に
属
す
る
多
様
な
危
険
活
動
を
扱
う
と
す
る

本
条
約
案
に
固
有
な
問
題
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
「
実
質
的
管
理
」
の
基
準
の
具
体
化
を
は
か
る
う
え
で
の
基
本
は
、
余
り
に

厳
格
な
帰
属
要
件
を
認
め
る
こ
と
な
く
国
際
協
力
義
務
の
履
行
促
進
を
い
か
に
有
効
に
達
成
す
る
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
国
家
責
任
の
成
立
要
件
の
一
部
を
成
す
責
任
帰
属
の
要
件
が
そ
れ
と
目
的
・
機
能
を
異
に
す
る
本
条

約
案
に
適
用
可
能
と
す
る
見
解
は
疑
わ
し
い
。
本
条
約
案
は
基
本
的
に
は
、
伝
統
的
国
家
責
任
の
成
立
が
困
難
ま
た
は
不
可
能
な
活
動
に
つ

い
て
課
さ
れ
る
国
家
の
義
務
を
規
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
も
っ
と
も
、
こ
の
条
約
案
は
専
ら
「
合
法
」
行
為
に
関
す
る
国
家
の
事
後

賠
償
責
任
を
扱
う
べ
き
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
伝
統
的
帰
属
の
要
件
の
適
用
の
可
否
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
)
次
に
、

Q
-
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説

パ
ク
ス
タ

l
の
構
想
が
支
持
さ
れ
る
と
し
て
、
国
家
の
領
域
内
で
の
私
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
権
に
基
づ
く
排
他
的
支
配
の
事
実

か
ら
国
際
協
力
義
務
の
発
生
を
認
め
る
こ
と
に
は
さ
ほ
ど
困
難
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
本
条
約
案
で
国
家
の
属
人
的
「
管
理
」
責
任
の
対

象
と
さ
れ
る
私
人
活
動
の
範
囲
を
過
度
に
広
汎
に
捉
え
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
国
家
が
私
人
の
活
動
に
名
目
的
な
管
理
権
を
行
使
す
る

に
す
ぎ
な
い
か
、
あ
る
い
は
国
家
に
よ
る
私
人
活
動
の
許
可
が
損
害
ま
た
は
危
険
と
何
ら
の
関
連
も
有
し
な
い
と
き
に
、
他
国
か
ら
の
損
害
・

危
険
の
通
告
を
受
け
た
「
管
理
」
国
が
自
ら
予
見
可
能
と
考
え
る
損
害
の
程
度
・
種
類
を
特
定
す
る
情
報
を
提
供
し
た
り
、
そ
れ
に
基
づ
く

有
効
な
救
済
措
置
を
提
案
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
二
節
、

2
の
2
)
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
他
の
一
連
の
協

力
義
務
、
た
と
え
ば
事
実
認
定
機
関
の
設
立
に
関
す
る
協
力
義
務
(
同
二
節
、

2
の
5
)
あ
る
い
は
特
別
条
約
締
結
の
た
め
の
交
渉
義
務
(
同

三
節
、
-
)
の
履
行
確
保
に
も
微
妙
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
本
条
約
案
を
国
家
の
「
管
理
L

に
服
す
る
私
人
の

活
動
に
適
用
す
る
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

北法40(1・62)62

言命

(
1
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巳
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己
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(
2
)
な
お
、
こ
の
間
門
広
三
々
に
他
国
に
対
す
る
自
然
現
象
起
因
の
危
険
(
口
三
日
出

Z
g
m巾
円
)
を
除
去
し
な
い
活
動
(
国
家
の
不
作
為
)
を
含
め
る

べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
後
の
検
討
課
題
と
さ
れ
た
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
一
節
、
ー
の
2
(
b
)
)
。
こ
の
よ
う
な
他
国
に
対
す
る
危
険
の
創
出
が

自
然
現
象
と
人
間
の
諸
活
動
の
複
雑
な
結
合
に
基
づ
く
場
合
に
つ
い
て
は
、
心
∞
ぞ
お
・
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
提
出
後
の
彼
の
立
場
は
、
こ
の
条
約
案
に

い
う
白
斥
は
白
円
安
、
庄
内
凶
印
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意
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し
、
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っ
そ
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出
己
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民
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に
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右
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れ
る
と
す
る
。
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活
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巴
円
門
司
・
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て

I
L
C
の
若
干
の
委
員
は
、
こ
の
条
約
案

で
国
家
は
厳
格
な
意
味
で
の
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く
、
い
く
ぶ
ん
緩
和
さ
れ
た
責
任
、
す
な
わ
ち
国
家
主
権
の
排
他
性
ま
た
は
そ
の
規
制
権
能

に
基
づ
い
て
自
国
の
領
域
内
ま
た
管
理
下
の
事
項
に
つ
い
て
い
わ
ば
社
会
的
答
責
性
の
原
則
(
官
E
n
s
-叩
え
白

ω
S
5
.印
白
自
宅
巾

E
E
-
q
p『

ヨ
巳
8
3
豆汁
y
g
-
z
sコP
R可
一

ω
g
g〆
仏
三
可
件
。

g
j
z
h
q
g
Z凹
宮
門
件
。
同
昨
日
ロ
∞
σ
c
cロ
仏
国
ー
弓
戸
。
凹
加
)
に
服
す
る
の
で
あ
る
と
す
る
主
張
が

あ
っ
た
。
巾
-
m
-
C
-
z・
0
o
n・〉
¥ω
由
¥
5
2
s
e
w
℃

R
B
-
N
N斗
M
M
∞
・
こ
の
原
則
が
本
条
約
案
で
規
定
す
る
交
渉
義
務
の
淵
源
と
考
え
ら
れ
る
。

(9)
巾
-
m
-
C・
2
・
0
0
円
・
〉
¥ω
吋
¥
呂
(
邑
∞
N
)
w
U白
E
-
E
C

(叩

)
J円
g
号
g
w
o片岡戸。・

5
∞
N
i
H
2
N
a
(
同日)(回目
)
w
F
ω
E
n
s
-円
・
同
様
の
問
題
を
示
唆
す
る
意
見
と
し
て

E
-
-
a
N怠
1N
ミ
(
N
8
・
∞
色
白
ロ
仏
国
・

(日
)
J
R
g号
o
o
w
c

コF
n・
5
∞
N
l
H
2
N吋印

(He--・
ω
E
n
E吋
・
こ
れ
に
つ
い
て
、

Q
-
パ
ク
ス
タ
ー
も
国
家
が
損
害
発
生
を
了
知
す
る
機
会
と
手

段
及
び
そ
れ
に
対
処
し
て
行
動
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
帰
属
の
要
件
は
満
た
さ
れ
る
と
考
え
た
と
も
い
わ
れ
る
。
巾
-
m
-
C回
目

4

・
。
。
n
・
〉
¥ω
由
¥
呂

(]忌∞
]
{
)
w

同)血吋白・]戸吋
ω・

(ロ
)ρ

∞lA
F
¥
町一
N

・

(日

)ρ
回
目
¥ω
・

(H)
こ
の
よ
う
な
条
約
は
航
空
機
損
害
と
油
汚
染
損
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
国
は
私
的
事
業
主
体
(
運
用
管
理
者
)
に
よ
る
無
過
失
賠
償

責
任
の
履
行
を
確
保
す
る
の
に
必
要
な
国
内
法
上
の
措
置
を
講
ず
る
責
任
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
。
詳
細
は
、
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
一
八
三
l

一二

O
頁
参
照
。

(
日
)
こ
の
タ
イ
プ
の
条
約
は
原
子
力
施
設
の
運
用
・
管
理
と
原
子
力
船
の
運
航
に
伴
う
損
害
に
つ
い
て
私
的
運
用
管
理
者
の
第
一
次
的
な
無
過
失
賠

償
責
任
を
認
め
つ
つ
、
条
約
に
設
定
さ
れ
た
賠
償
限
度
額
を
そ
の
運
用
管
理
者
が
支
払
え
な
い
範
囲
で
そ
の
事
業
活
動
を
許
可
し
た
当
事
国
が
い

わ
ば
補
充
的
な
賠
償
責
任
を
負
う
と
す
る
。
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
一
一
一
一
ー
三
一
二
頁
参
照
。

(
日
)
な
お
、
宇
宙
活
動
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
条
約
(
一
九
六
七
年
)
は
当
該
活
動
が
国
家
の
許
可
な
し
に
は
実
施
さ
れ
得
な
い
と
い
う
理
由
で
私
的
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説

事
業
活
動
も
す
べ
て
国
家
の
活
動
と
み
な
す
と
す
る
(
第
六
条
)
。

(
口
)
山
本
草
二
、
前
掲
書
、
と
く
に
九
七
l

九
八
頁
参
照
。
な
お
、
ア
ケ
ハ

l
ス
ト
は
、
国
家
が
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
自
動
的
に
ロ
与
芯
で
あ
る
と

す
る
条
約
上
の
第
一
次
的
規
則
は
月
協
定
こ
九
七
九
年
)
第
一
四
条
一
項
に
み
ら
れ
る
と
。
冨
・
∞
・
〉
}
内
岳
民
間
同
・

8
・
門
戸
田
ニ
∞
・

(
国
)
宮
・
切
・
〉
}
内
岳
民
団
?
。
℃
-nF-
ぇ
5
・

(
四
)
の
・
出
血
ロ
門
戸
。
℃
-
n
-
F
-
N
H
Cむ
さ
え
N
b
s

て守
-
H・
ト

(H甲山山
ω)同門

H
O
∞1
H
]
A
Y
A
山田円
y
m凶門
H
O
∞
H
H
0
・

(
却
)
こ
の
種
の
危
険
活
動
の
定
義
は
次
の
も
の
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
「
事
業
・
産
業
上
の
安
全
基
準
と
予
防
措
置
の
整
備
に
よ
り
そ
の
蓋
然
性

は
低
い
と
は
い
え
、
い
っ
た
ん
事
故
・
災
害
を
生
ず
れ
ば
大
規
模
の
損
害
を
も
た
ら
す
活
動
」
。
山
本
草
二
、
『
国
際
法
』
(
昭
和
六

O
年
)
、
五
四

三
頁
。
そ
の
他
の
論
者
に
よ
る
同
様
の
定
義
は
、
。
・

2
白
ロ
門
戸
。
匂
-
n
Xよ

N
H
h
s
s
h
訳
。
芯
吋
守
-
N
h
(
呂
∞
ω
)
巳
E

P
呂町

E
F
H
H
白
・
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
危
険
活
動
に
妥
当
す
る
広
い
予
見
可
能
性
は
、
当
該
活
動
の
実
施
態
様
に
関
係
な
く
活
動
の
性
質
に
照
ら
し
て
合
理
的
防
止
措
置
を

と
っ
て
も
損
害
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
「
統
計
的
蓋
然
性
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
の
・
国
山
口
門
-
f
o
u
-
n
-
F
・
5
ミ
}

J

H

・
ト
(
冨
∞
印
)
巳
詮
-

(
幻
)
こ
の
条
約
が
可
変
的
・
相
対
的
な
損
害
ま
た
は
そ
の
危
険
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
心
∞
史
き
一
心
閃
l
品
¥
N

お
よ
び
山
本
草
二
、
前

掲
書
(
一
九
八
二
年
)
、
六
五
頁
を
参
照
。

(
幻
)
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の

I
L
C
に
よ
る
こ
の
条
約
案
作
成
作
業
の
帰
趨
を
左
右
す
る
で
あ
ろ
う
重
要
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
発

展
途
上
国
に
お
け
る
多
国
籍
企
業
の
活
動
か
ら
生
じ
る
有
害
結
果
に
つ
い
て
こ
の
条
約
案
に
規
定
す
る
責
任
が
領
域
主
権
の
排
他
性
を
理
由
に

専
ら
当
該
途
上
国
に
帰
さ
れ
う
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
国
家
の
圏
内
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
私
的
企
業
が
他

国
領
域
内
ま
た
そ
の
管
理
下
で
行
う
活
動
、
あ
る
い
は
そ
の
企
業
が
実
質
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
外
国
の
子
会
社
の
活
動
に
つ
い
て
そ
の
企
業

の
設
立
地
国
の
責
任
を
認
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
規
定
は
発
展
途
上
国
に
よ
る
そ
の
領
域
内
外
国
企
業
に
対
す
る
支
配
・
規
制
の
現
実
の

非
実
効
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
途
上
国
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
発
展
途
上
国
に
酷
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
チ
ヤ

リ
ト
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
途
上
国
は
そ
の
領
域
内
の
多
国
籍
企
業
の
越
境
汚
染
活
動
に
伴
う
危
険
を
十
分
に
評
価
す
る
技
術
的
手
段
・
能
力
を
備
え

ず
か
っ
そ
の
危
険
を
十
分
に
規
制
す
る
た
め
の
圏
内
法
を
有
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
条
約
案
に
規
定
す
る
責
任
の
履
行
は
途
上
国
が
そ
う
し
た

危
険
を
了
知
し
た
と
き
に
限
っ
て
要
求
さ
れ
る
と
す
る
。
J

円

g号
。
。
}
向
。
同
門
戸
(
U

・
5
∞N
H

巳
N
N由

(NC)司

ω
z
n
y
白
『
一
長
三
・
こ
の
よ
う
に
、
条
約
案

の
責
任
が
領
域
主
権
に
対
応
す
る
事
業
活
動
の
実
施
園
、
実
質
的
管
理
概
念
に
基
づ
く
外
国
企
業
の
設
立
国
(
ま
た
は
当
該
企
業
の
大
多
数
の
株

主
の
本
国
)
な
ど
の
い
ず
れ
の
国
家
に
つ
い
て
発
生
す
る
か
と
い
う
問
題
、
更
に
こ
の
場
合
事
後
賠
償
問
題
の
側
面
で
責
任
配
分
を
い
か
に
公
平

論
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に
行
う
か
と
い
っ
た
解
決
困
難
な
問
題
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

0

・∞
-
Z担問
一
『

O

戸
。
匂
-
n
F
f

巳
ω
N
中
ω
N
A
Y
ω
N
U
ω
8

・

(

幻

)

巾

-m-
。・出国ロ門凶
y
o
u
-
n
F
-
N
H
(
u
r
H
S
R
N
h叫札
p
b
s

て
N
V
-
N
h
・
(
邑
∞
ω)
由
同

H
H
H
・

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
国
連
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
最
近
の
立
法
作
業
で
議
論
さ
れ
て
い
る
新
た
な
国
家
責
任
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
根
拠

そ
れ
が
国
際
環
境
法
の
漸
進
的
発
達
を
は
か
る
上
で
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
、
さ
ら
に
伝
統
的
国
家
責
任
概

と
内
容
を
明
ら
か
に
し
、

越境損害に関する国際協力義務

念
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。

ま
ず
、
新
し
い
国
家
責
任
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
危
険
活
動
か
ら
発
生
す
る
損
害
を
防
止
及
び
救
済
す
る
た
め
に
関

係
国
が
一
定
の
国
際
協
力
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
そ
の
責
任
概
念
は
国
際
義
務
違
反
の
結
果
と
し
て
発
生
す
る
通

常
の
賠
償
責
任
(
違
法
行
為
責
任
)
で
も
、
越
境
損
害
の
発
生
に
基
づ
い
て
加
害
国
に
直
接
に
課
さ
れ
る
無
過
失
賠
償
責
任
で
も
な
い
こ
と

を
指
摘
し
た
。

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
が
提
唱
し
た
具
体
的
な
国
家
責
任
の
規
則
は
、
伝
統
的
違
法
行
為
責
任
の
規
則
に
と
っ
て
代
わ
る
新
た
な

事
後
救
済
の
規
則
で
は
な
く
、
越
境
損
害
の
発
生
を
も
た
ら
す
加
害
行
為
の
合
法
|
違
法
性
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
関
係
国
の
利
益
を
公
平

に
調
整
す
る
た
め
の
手
続
的
規
則
と
い
え
る
。

か
か
る
利
益
調
整
の
義
務
は
こ
れ
ま
で
の
領
域
使
用
の
管
理
責
任
を
媒
介
に
し
て
、
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
責
任
の
内
容

と
範
囲
を
拡
大
・
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴
う
危
険
活
動
の

実
施
は
そ
の
社
会
的
効
用
を
理
由
に
直
ち
に
禁
止
し
え
ず
、
ま
た
、
こ
の
活
動
に
起
因
す
る
重
大
損
害
の
発
生
は
最
高
水
準
の
科
学
的
知
識

を
も
っ
て
し
て
も
確
実
に
予
見
し
得
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
重
大
損
害
発
生
の
リ
ス
ク
を
放
置
す
る
な
ら
ば
、
他
国

の
領
域
主
権
の
一
方
的
否
定
に
つ
う
じ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
国
際
社
会
の
現
状
に
鑑
み
て
、
領
域
管
理
責
任
原
則
は
、

次

北法40(1・65)65



説

危
険
活
動
の
実
施
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
発
生
す
る
損
害
に
つ
い
て
、
関
係
国
が
相
互
に
協
力
し
て
特
定
の
規
制
方
式
を
決
定
す
る
事
前
交
渉

(
第
一
交
渉
義
務
)
を
行
う
こ
と
、
及
び
そ
の
規
制
内
容
に
合
意
が
成
立
し
な
い
ま
ま
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
は
賠
償
問
題
の
解
決
の
た

め
の
事
後
交
渉
(
第
二
交
渉
義
務
)
を
要
請
す
る
と
い
う
の
が
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
l
の
構
想
の
基
本
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
責
任
の
新

し
い
内
容
が
、
少
な
く
と
も
国
際
環
境
損
害
に
関
す
る
限
り
、
ト
レ
イ
ル
・
ス
メ
ル
タ
l
事
件
判
決
こ
九
四
一
年
)
、
ラ
ヌ
湖
事
件
判
決
(
一

九
五
七
年
)
及
び
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間
環
境
宣
言
の
採
択
(
一
九
七
二
年
)
以
降
の
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
の
発
展
方
向
を
反
映
す
る
も
の
で

北法40(1・66)66
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あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

他
方
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
右
の
よ
う
な
新
し
い
国
家
責
任
概
念
は
、
多
く
の
合
法
活
動
に
包
摂
さ
れ
る
個
々
の
行
為
に
国
際
違
法
性
を

認
め
て
き
た
伝
統
的
責
任
概
念
と
重
な
り
合
う
と
し
て
、
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
行
為
か
ら
生
じ
る
国
家
責
任
は
、
国
際
法
上
、

客
観
的
に
合
法
な
行
為
に
基
づ
く
国
家
の
事
後
賠
償
責
任
と
し
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
反
論
が
あ
る
。
ま
た
、
国
際
法

委
員
会
に
お
い
て
も
新
た
な
責
任
概
念
(
国
際
協
力
義
務
の
履
行
)
の
提
唱
に
対
し
て
、
そ
れ
が
損
害
の
防
止
・
救
済
の
方
法
に
つ
い
て
関

係
国
の
選
択
の
自
由
を
広
く
認
め
る
と
し
て
、
批
判
的
見
解
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

Q
・
パ
ク
ス
タ
l
は
国
際
環
境
紛
争
で

は
関
係
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
主
権
に
基
づ
く
一
方
的
・
抽
象
的
な
権
利
主
張
を
試
み
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
か
か
る
主
題
に
つ
い
て
は

関
係
国
に
原
因
行
為
の
合
法
|
違
法
性
の
確
定
を
強
い
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
利
益
調
整
の
た
め
の
協
議
を
要
求
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
国
家
は
こ
れ
ま
で
実
際
に
加
害
行
為
の
違
法
性
を
不
聞
に
付
す
る
形
で
の
紛
争
解
決
を
選
好
し
て
き
た
と
し
、
伝
統

的
国
家
責
任
の
規
則
と
は
別
に
、
国
際
協
力
義
務
に
基
づ
く
紛
争
解
決
の
必
要
性
を
説
く
。
(
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
国
家
プ
ラ
ク

チ
ス
の
現
状
で
は
、
特
別
条
約
が
存
在
す
る
場
合
は
別
と
し
て
、
危
険
活
動
一
般
に
つ
い
て
国
家
の
無
過
失
賠
償
責
任
を
国
際
慣
習
法
規
と

認
め
る
基
盤
は
殆
ど
成
熟
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
)
こ
の
よ
う
な
意
見
の
対
立
は
基
本
的
に
は
紛
争
解
決
手
続
の
選
定
の
自
由
に
触
れ
る
問

題
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
国
際
環
境
紛
争
を
解
決
す
る
う
え
で
次
の
よ
う
な
困
難
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
者
・
百
円
渉
担

g)
が
Q
・
パ
ク
ス
タ
l
の
構
想
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
越
境
損
害
の

多
く
は
人
間
の
活
動
を
契
機
と
し
て
人
間
の
抑
止
力
の
及
ば
な
い
自
然
の
諸
力
が
介
在
す
る
と
こ
ろ
で
発
生
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
損
害
発
生
を
専
ら
特
定
の
国
家
の
法
的
非
難
に
値
す
る
行
為
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
と

は
い
え
な
い
。
加
害
国
(
者
)
の
特
定
化
、
因
果
関
係
の
確
定
が
き
わ
め
て
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
リ
ッ
プ
ハ

l
ゲ
ン
に
よ
れ
ば
、

危
険
活
動
の
規
制
に
は
完
全
な
行
動
の
自
由
に
も
、
完
全
な
禁
止
に
も
至
ら
な
い
中
間
的
な
解
決
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
国
際

協
力
義
務
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
続
の
導
入
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
実
質
的
基
盤
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
中

間
領
域
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
の
よ
う
な
紛
争
解
決
の
方
法
が
、
環
境
損
害
に
関
す
る
事
後
救
済
の
枠
を
越
え
て
、
当
該
損
害
の
防
止
・

救
済
を
目
的
と
す
る
国
家
の
社
会
的
責
任
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
は
、
直
接
の
関
係
国
の
み
な
ら
ず
、
国
際
社

会
全
体
に
及
ぶ
回
復
不
能
な
損
害
に
つ
い
て
、
潜
在
的
加
害
国
(
者
)
の
行
動
を
有
効
に
規
制
し
う
る
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

新
し
い
責
任
概
念
を
関
係
国
の
安
易
な
政
治
的
妥
協
を
助
長
す
る
非
司
法
的
解
決
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正
し
い
見
方
と
は
い

え
ず
、
む
し
ろ
、
ラ
ヌ
湖
事
件
の
判
決
が
端
的
に
示
し
た
よ
う
に
、
当
該
概
念
の
提
唱
は
回
復
不
能
な
越
境
損
害
の
発
生
に
備
え
て
関
係
国

の
利
害
関
係
を
広
く
捉
え
、
そ
の
公
平
な
調
整
を
必
要
不
可
欠
と
す
る
国
際
環
境
法
の
発
展
方
向
に
合
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
右
の
よ
う
な
環
境
保
護
に
関
す
る
国
家
責
任
の
強
化
と
い
う
視
点
か
ら
Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
構
想
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
そ

の
有
効
な
実
現
の
確
保
に
は
克
服
す
べ
き
い
く
つ
か
の
困
難
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
多
様
な
私
人
の
活
動
に
つ
い
て
関
係

国
相
互
の
国
際
協
力
義
務
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
「
実
質
的
管
理
L

の
程
度
の
問
題
、
第
一
交
渉
義
務
の
違
反
・
不
履
行
が
そ
れ
自
体
国
際

違
法
性
を
有
す
る
こ
と
な
く
加
害
国
の
事
後
賠
償
義
務
の
推
定
に
不
利
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
す
る
国
際
協
力
義
務
の
実
効
性
(
損
害
の
事

前
防
止
機
能
の
有
効
性
)
い
か
ん
の
問
題
、
ま
た
こ
れ
と
の
関
連
で
、
か
り
に
第
一
交
渉
義
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
特
別
条
約

が
締
結
さ
れ
る
基
盤
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
最
後
の
問
題
、
す
な
わ
ち
特
別
条
約
締
結
の
交
渉
過
程
に
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す
な
わ
ち
、

リ
ッ
プ
ハ
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ゲ
ン
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お
け
る
利
益
調
整
に
は
相
当
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
(
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
五
節
、

1
ー
2
)
。
ピ
ン
ト

う
に
、
最
新
技
術
の
開
発
を
優
先
さ
せ
る
先
進
国
と
、
他
方
で
そ
の
安
全
性
の
確
保
を
要
求
す
る
開
発
途
上
国
の
意
見
対
立
は
現
実
に
避
け

難
い
。
実
際
、
右
の
交
渉
指
針
の
内
容
上
、
危
険
活
動
の
有
用
性
ま
た
は
持
続
可
能
性
を
過
度
に
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
た
意
見
が

国
際
法
委
員
会
の
討
議
で
も
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
か
り
に
開
発
優
先
の
途
上
国
が
高
度
に
危
険
な
活
動
を
実
施
す
る
場
合
を
想
定
す
る
と

き
、
そ
の
途
上
国
の
側
に
代
替
的
活
動
を
行
う
可
能
性
が
な
く
、
か
つ
賠
償
の
事
前
引
受
が
経
済
的
に
不
可
能
な
場
合
に
、
そ
の
危
険
活
動

の
停
止
を
も
っ
て
最
善
の
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
で
関
係
国
間
で
合
意
が
成
立
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
生
じ
よ
う
(
ア
ウ
ト

ラ
イ
ン
六
節
、

4
1
9
)
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
困
難
を
理
由
に

Q
・
パ
ク
ス
タ

l
の
構
想
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
が
正
し
い
見
方
と
い
え
る
か
否
か
、
慎
重

な
判
断
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
構
想
の
基
本
は
、
本
来
、
国
際
環
境
紛
争
に
つ
い
て
関
係
国
が
公
平
な
問
題
解
決

に
到
達
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ビ
ル
ダ
1
は
、
こ
れ
ま
で
国

家
が
環
境
損
害
に
関
す
る
事
後
救
済
の
精
撤
な
規
則
を
十
分
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
交
渉
及
び
調
停
の
手
続
に
よ
る
問
題
解
決

を
追
求
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
国
際
法
は
そ
う
し
た
賠
償
の
規
則
と
そ
れ
を
適
用
す
る
司
法
裁
判
所
か
ら

の
み
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
る
問
題
解
決
を
助
け
る
よ
う
な
、
そ
の
他
の
手
続
、
手
段
、
そ
し
て
制
度
か
ら
も
成
る
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
多
様
な
タ
イ
プ
の
取
り
決
め
が
実
現
し
た
こ
と
は
一
般
に
は
法
が
予
定
す
る
正
当
な
発
展
傾
向
で
あ
る
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
国
際
協
力
義
務
の
構
想
は
、
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
環
境
損
害
と
国
家
責
任
と
の
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(宮

-
n・司・

2
z。
)
が
指
摘
す
る
よ

論

関
係
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
環
境
法
の
漸
進
的
発
達
を
促
す
一
つ
の
重
要
な
基
盤
と
方
向
づ
け
を
提
示
す
る
も
の
と
い
え
る
。

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
多
様
な
国
際
環
境
損
害
に
妥
当
す
る
防
止
基
準
は
一
般
に
存
在
せ
ず
、
加
害
行
為
の

国
際
違
法
性
を
根
拠
に
国
家
の
事
後
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
こ
れ
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
事
後



救
済
の
根
拠
と
し
て
加
害
国
の
無
過
失
賠
償
責
任
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
認
め
る
こ
と
が
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

こ
の
場
合
で
も
、
被
害
固
ま
た
は
そ
の
国
民
を
重
大
損
害
か
ら
保
護
す
べ
き
と
す
る
基
本
的
要
請
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た

め
に
領
域
管
理
責
任
原
則
に
基
づ
く
国
家
の
注
意
義
務
を
新
た
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
試
み
が
、
危
険
活
動
の
実
施
に
伴

う
国
家
の
国
際
協
力
義
務
の
導
入
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
義
務
は
、
事
後
救
済
に
関
す
る
確
立
し
た
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
か
ら
で
は
な
く

(
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ク
チ
ス
は
現
存
し
な
い
と
さ
れ
る
)
、
生
成
・
発
展
の
過
程
に
あ
る
国
家
プ
ラ
ク
チ
ス
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
点
に
お
い

て、

Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
の
構
想
は
い
く
ぶ
ん
特
異
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
か
の
国
家
が
損
害
発
生
の
危
険
を
予
見

す
る
と
き
、
ま
た
は
現
実
に
損
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
関
係
国
に
特
定
の
手
続
的
義
務
の
履
行
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
な
い

し
危
険
の
具
体
的
評
価
に
見
合
っ
た
規
制
方
式
の
採
用
と
そ
の
将
来
に
お
け
る
一
般
的
定
着
が
期
待
で
き
る
と
さ
れ
る
。
以
上
に
み
た
よ
う

に
、
国
際
協
力
義
務
の
構
想
は
、
環
境
損
害
の
防
止
と
救
済
の
在
り
方
を
事
後
の
賠
償
責
任
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
き
た
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ

に
対
し
て
、
環
境
保
護
の
現
行
国
際
法
の
不
備
を
い
か
に
し
て
補
う
か
に
つ
い
て
の
有
益
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
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論

*
本
稿
は
Q
・
パ
ク
ス
タ
ー
の
基
本
構
想
の
内
容
と
そ
の
問
題
点
(
と
く
に
伝
統
的
な
国
家
責
任
法
と
の
関
係
)
に
考
察
の
重
点
を
お
い
た
。
そ
の
た

め
、
本
稿
で
は
直
接
に
引
用
し
え
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
の

I
L
C作
業
に
言
及
す
る
邦
語
文
献
を
挙
げ
て
お
く
。
安
藤
仁
介
「
国
際
法
に
お
け
る
国
家

責
任
」
『
基
本
法
学
5
・
責
任
』
(
一
九
八
四
年
、
岩
波
書
底
)
所
収
、
二
二
三
1

一
三
四
頁
、
村
瀬
信
也
「
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
諸
問

題
」
国
際
法
外
交
雑
誌
第
八
四
巻
第
六
号
(
一
九
八
六
年
)
四
了
四
二
頁
、
筒
井
若
水
『
現
代
資
料
国
際
法
』
(
一
九
八
七
年
、
有
斐
閣
)
七
九
1

八
一
、

一
二
五
l

一
二
六
、
一
二
九
頁
、
松
井
芳
郎
、
佐
分
晴
夫
、
松
田
竹
男
他
著
『
国
際
法
』
(
一
九
八
八
年
、
有
斐
閣
)
一

0
7
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Introduction 

1. Responsibility and Liability in the W ork of the Commission 

1. State liability for lawful conduct distinguished from its responsibility for 

internationally wrongful acts 

2. Liability for lawful conduct as a theoretical challenge to the concept of 

State responsibility : inadequacy of rules of prohibition or specific conduct 

II. Foundation of the Duty to Co-operate 

1. Basic approach of the Commission's Rapporteur， Professor R. Q. Quentin 

-Baxter : the duty to co-operate deriving from a primary rule (sic utere tuo 

ut alienum non laedas) 

2. Origin of the duty to co-operate : a “balancing-of-interest" test adopted in 

the law of international rivers 

3. The duty to co-operate in respect of the risk or occurrence of transboundary 

harm arising out of“not prohibited but dangerous" activity 

III. Legal Content of the Duty to Co-operate 

1. Contemp¥ating two tiers of procedural obligation 

2. First negotiable duty to reach situation-specific agreements for prevention 
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and/or reparation of the transboundary harm 

3. . Second negotiable duty to settle the question of reparation due to the actual 

affected State of the transboundary harm 

IV. Some Reflections on the Duty to Co-operate 

1. Conceptual problem concerning the duty to co-operate as “State liability" 

for “not prohibited but dangerous" activity : its relationship to the rules of 

State responsibility 

2. Some difficulties of giving effect to the duty to co-operate 

Conclusion : 

Remarks on the question of appropriateness of a “soft approach" proposed 

by the Commission's Rapporteur to the international liability's topic 
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